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午前９時００分開議

○議長（青砥日出夫君） おはようございます。

ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しており

ますので、延会としていました会議を開きます。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（青砥日出夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

１０番、井田章雄君、１１番、秦伊知郎君。

⋞ ⋞

日程第２ 議事日程の宣告

○議長（青砥日出夫君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

⋞ ⋞

日程第３ 議案第２７号 から 日程第１４ 議案第３８号

○議長（青砥日出夫君） ４日の会議に引き続き、町長より提案理由の説明を求めます。

この際、日程第３、議案第２７号、平成２６年度南部町一般会計予算から、日程第１４、議案

第３８号、平成２６年度南部町在宅生活支援事業会計予算まで一括説明を受けたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（青砥日出夫君） 異議なしと認めます。よって、日程第３、議案第２７号から日程第１４、

議案第３８号までを一括して説明を受けます。

町長からの提案理由の説明を求めます。

総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。

議案第２７号

平成２６年度南部町一般会計予算

平成２６年度南部町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，９１８，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為を

することができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０

００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額

に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成２６年３月 ４日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２６年３月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫
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７ページのほうにお移りください。第２表の債務負担行為であります。１２の債務負担行為の

ほうを上げさせていただいております。

まず、三世代同居等支援事業（平成２６年度分）でございますが、平成２７年度から２８年度

まで、２００万円。南部町介護研修施設指定管理料、２７年度から３６年度まで、１，２１５万

９，０００円。森林保養施設レストハウス⋞バーベキューハウス指定管理料、これは以下、消費

税分でございますが、平成２７年度から平成２８年度まで、５万８，０００円。南部町自然休養

村管理センター緑水園指定管理料、平成２７年度、２９万６，０００円。南部町林業者等休養福

祉施設指定管理料、平成２７年度、３万３，０００円。南部町緑水湖周辺教育文化施設指定管理

料、平成２７年度、６，０００円。南部町農林体験実習館指定管理料、平成２７年度、１４万３，

０００円。南部町健康増進施設レークサイドアリーナ指定管理料、２７年度、１万４，０００円。

南部町緑水湖湖面利用施設指定管理料、２７年度、５，０００円。南部町ふれあい広場オートキ

ャンプ場指定管理料、２７年度、２万９，０００円。南部町立おおくに田園スクエア指定管理料、

平成２７年度、９万円。南部町立ふるさと交流センター指定管理料、平成２７年度、１１万６，

０００円でございます。このたびの消費税改正の関係がありまして、消費税部分を別な債務負担

行為と定めるものでございます。

はぐっていただきまして、８ページでございます。第３表の地方債でございます。１０の起債

のほうを計上させていただいております。

まず、起債の目的ですが、天萬庁舎非常用発電機整備事業、限度額が１，２２０万円、起債の

方法、証書借り入れ、利率、３％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方

公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）とす

るものでございます。償還の方法は、記載のとおりでございます。

以下、起債の方法、利率、償還方法につきましては同様でございますので、事業名と限度額の

み説明させていただきます。すみれ保育園新築事業３億３，１７０万円、水道統合事業６，５９

０万円、リサイクルプラザ改良事業１，５５０万円、広域基幹林道整備事業４００万円、道路整

備事業３，６８０万円、県道改良負担金１，０４０万円、辺地対策事業４９０万円、防火水槽整

備事業８３０万円、臨時財政対策債２億２，２４０万円、合計で７億１，２１０万円でございま

す。

そういたしますと、次に当初予算の説明資料のほうで説明いたしますので、別にお配りしてお

ります当初予算案説明資料のほうをごらんください。

まず、昨日、町長の施政方針でありましたが、現在の景気の動向につきましては景気が緩やか
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に回復しているとしてるところでございます。今後ともその上昇傾向が続いていくということが

期待されてはおりますが、なかなか地方についてはその実感もまだ薄いというのがあるわけでご

ざいます。一方、少子化によりまして社会保障費等も増加をたどっておりまして、そのような中、

南部町の２６年度一般会計を編成したということでございます。

今年度予算の特徴といたしまして、今後の南部町の存続にかかわり、地域の活力を維持してい

くために避けて通れない問題あります。人口減少に対応するために、子育て⋞少子化を中心とい

たしました生活に密着した予算を編成したところでございます。主なものといたしまして、老朽

化したすみれ保育園の建てかえに４億９，９００万円、そのほか少子化、景気対策等に、１７事

業に８，４３０万円を計上しております。新規事業といたしましても３億４，０００万を計上い

たしまして、町長マニフェストを実現するために新規とか拡充事業を積極的に盛り込んだという

ことでございます。

今回の予算の関係で収支ギャップがございまして、それが４億１，８００万となります。これ

は後ほど説明していきますが、昨年度に比べますと６００万円の１．４％の増となりましたが、

予算執行段階におきましては工夫、効率化によりまして収支改善を図り、決算ベースでの財源不

足解消に努めたいと思っております。よろしくお願いいたします。

そういたしますと、予算の説明資料のほうから説明させていただきます。

まず、はぐっていただきまして、１ページ目でございます。予算規模の比較でございますが、

一般会計のほう６９億１，８００万円で、昨年度と比べますと２億１，８００万円の増加、３．

３％の増加でございます。このほか、ことしの災害の関係で繰り越す予算がございますので、そ

の繰り越し予算が約３億２，０００万円ございます。これを加えますと実質７２億３，８００万

円の予算であるということでございます。過去、南部町になりましてから最大の予算規模となる

ということでございます。その下の表でございますが、一般会計予算額の推移としておりますの

を見ていただきますと、ここにわかりますが、先ほど申しました過去最大の予算規模であるとい

うことでございます。

次、２ページのほうから、２６年度主要事業を町長マニフェストごとに計上しております。こ

れにつきましては昨日、施政方針のほうで内容を説明しておりますので、かいつまみまして主な

もの、それから新規の中で皆さんに再度また御説明するものを上げていきたいと思っております。

少子化につきましては後ほどまとめて説明いたしますので、最初は少子化のほうを外したものの

中から説明していきたいと思っております。

まず、人と環境にやさしいまちづくりでございますが、引き続き昨年来行っております事業を
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やっていきます。その中で、継続でございますが、住宅用太陽光発電システム設置事業でござい

ますが、これは非常に昨年希望が多くて、途中何回も補正をさせていただいたということがござ

いまして、ことし多目のほうに組んでおります。

それから、安心⋞安全のまちづくりでございますが、新規といたしまして地域包括ケアシステ

ム構築事業ということで、医療⋞介護の連携強化を図っていくということで、あいのわ銀行の再

構築も含めまして中で動いていきたいと思っております。これが１，３００万円でございます。

それから、その下の臨時福祉給付金事業でございますが、これは消費税アップに伴います対策

でございまして、住民税非課税の方に１万円を給付するという事業でございます。これが４，９

３５万９，０００円でございます。

それから、はぐっていただきまして、３ページでございますが、一番上の地方バス対策事業、

それからその３つ下のコミュニティバス運行事業でございますが、これは引き続き皆さんの地域

交通を、手段を確保していくということで継続していきたいと考えております。地方バス対策事

業に２，９８６万円、コミュニティバス運行事業に２，４３１万円を計上してるところでござい

ます。

それから、中段のほうになりますが、公設民営保育園運営事業でございます。引き続き、２園

のほうを指定管理のほうで伯耆の国さんのほうにお世話になりまして、運営していくということ

でございます。１億９，５８５万８，０００円。

その下に、すみれ保育園の新築事業ございます。これは済みません、少子化のほうですので、

また別に説明させていただきます。

それから、下から４つ目でございますが、水道統合事業でございます。昨年度に引き続き、水

道統合を進めるために、この支援をしていくということでございます。１億３，４９０万７，０

００円でございます。

その下の町道整備でございますが、引き続き計画的に町道のほうを整備していくということで

９，５８２万３，０００円でございます。

４ページでございますが、一番上の土曜開校事業、土曜日の教育支援でございます。土曜開校

につきまして今年度取り組む町村は、鳥取県内が南部町だけということになります。先進的に取

り組むということで、この予算を４６０万円計上してるところでございます。

それから、西伯小学校の芝生化事業でございますが、昨年は会見小学校のほうの芝生化を行い

ました。ことしは西伯小学校の芝生化を行いまして、子供の学習環境の向上に努めたいと思って

おります。１，８１３万２，０００円でございます。
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その下の教材費補助事業でございますが、小学校１年生から３年生までを対象に、今、学校集

金をして行っております教材費について補助するものでございます。これは一般会計のほうで予

算を組んで対応していきたいと考えておりますので、補助といいますか、実際に町のほうの予算

でそれを支給していくという格好になると思っております。３７９万４，０００円でございます。

それから、４番の産業振興など活気みなぎるまちづくりでございます。

３つ目の地域人づくり事業、これは緊急雇用を使って行うものでございますが、町内の法人へ

の人材確保、これは介護職員をまず確保するために、町内法人へ人材確保の育成を委託するとい

うものでございます。あるいはスポｎｅｔの関係でスポーツの振興する方を１名、それから広報

関係で１名を養成するということで、予算３，１７０万円を計上いたしております。

それから、その２つ下になりますが、里山コーディネート事業ということで、これにつきまし

ては地域おこし協力隊を活用いたしまして、山間部の高齢者の農家の方にその農業意欲を高める、

あるいは産物を売ってもらう手助けをしてもらうということでございまして、庭先集荷を計画し

てるところでございます、これに３４０万円。

それから、４つ下になりますが、観光プロモーター等設置事業でございます。これは観光プロ

モーターを設置いたしまして、町のＰＲ、あるいは観光振興を図っていくということでございま

す。７６６万３，０００円でございます。

それから、その下ですが、体験型観光推進事業、これも地域おこし協力隊を活用いたしまして、

体験型観光を進めていくということで、４６１万９，０００円を計上いたしております。

それから、その下でございますが、若者向け住宅事業でございます。若者専用住宅を整備いた

しまして、若者の定住促進を図るということで４戸分を計画しているところでございます。５４

９万９，０００円でございます。

次ページでございますが、定住促進対策事業でございます。これは従来から定住促進というこ

とで、新たに南部町に来られて土地、住宅を取得された方につきましては５年間固定資産税の相

当部分を補助として行っておりましたが、さらに拡充いたしまして土地要件を外したということ

でございます。住宅を建てられた場合につきましては、その税金部分を補助するというものでご

ざいます。

それから、最後の５番の住民参画で持続する町と地域のまちづくりでございます。

３つ目でございますが、南部町誌編纂事業でございます。南部町誌、誕生から１０周年になり

ますので、その分の記録をするということで町誌の編さんをしたいと考えております。

それから、その上でございますが、町制施行１０周年記念式典ということで、ことしの１０月
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４日に式典を計画したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。１７７万２，００

０円でございます。

それから、下から２つ目でございますが、地域振興交付金事業でございます。地域振興協議会

の活動を引き続き支援していきたいと考えております。５，２７５万６，０００円でございます。

続きまして、Ａ３判のほうになりますが、南部町の少子化対策事業のほうを御説明いたします。

まず、この表でございますけども、総額６億３，２４４万１，０００円でございますが、上に

結婚支援と書いております。それから、下のほうに矢印で２つに分かれておりまして、出産⋞子

育て支援、それと暮らしやすさ支援という囲みにしております。その後、下が結果ということに

しております。

上から見ていただきますと、流れとしてつくっておりまして、まず今までは生まれてからの対

応をしてきたということでございますが、その以前の結婚する段階から支援していこうというこ

とで少子化対策を考えております。

まず、結婚支援があって、それから左のほうに行きますと出産⋞子育て支援ということで、最

初、不妊治療から始まりまして誕生祝い金、保育料等を行きまして、ずっとこう大きくなるにし

たがっての事業がここに整理してあるという見方をしていただきたいと思います。

それから、右のほうは暮らしやすさ支援ということで、これを下へ支える事業でございます。

生活ベースを支えるということで、さまざまな施策を掲上したところでございます。こういう施

策をした結果としまして、一番下にありますが、少子化にブレーキをかけて安心して子供を産み

育てることができる南部町を実現したいと考えてるところでございます。

それでは、施策につきまして説明させていただきます。

この結婚支援につきましては、ことしの１月の臨時議会のほうで予算を承認いただきまして、

現在動いてる事業でございます。独身者を対象にいたしました出会いの場を提供するということ

で、そのような格好で４月に第１回目を実施したいと考えてるところでございます。

それから、出産⋞子育て支援のほうでございますが、まず不妊治療費助成事業でございます。

これは従来からあったものでございますが、助成する上限金額を５万円から８万円に引き上げま

して制度の拡充を行うと、あるいは回数制限をなくすということで、１年度内の回数制限を今ま

でかけておったわけでございますが、それをなくすということで拡充したものでございます。

それから、誕生祝い金につきましては、満１歳を迎える子供さんに、誕生日を迎えたお祝いに

祝い金を贈呈するというものでございます。これにつきましては兄弟がおる場合は、その方も含

めた人数で計算することになっております。１人当たり５万円の計算となります。これが２０５
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万３，０００円。

それから、乳児の下水道料金減免でございます。これは新規でございます。満１歳までの子供

さんがいる場合につきましては、その世帯の下水道料金からこの乳児分を減免するというもので

ございます。予算額といたしまして、３２万９，０００円でございます。

保育料軽減事業でございます。これは制度の拡充でございます。現在、保育園のほうで保育を

される方は保育料をいただいてるわけでございますが、今まで約２，０００万程度の軽減を図っ

ておりましたが、これをさらにふやすということでございます。予算額といたしまして、２，２

５８万３，０００円でございます。

次に、病児⋞病後児保育事業でございます。６カ月から小学校３年生の児童までを対象といた

しまして、西伯病院のほうで病児⋞病後児保育を実施するものでございます。これは予算額が１，

１３５万円でございます。

次に、一時保育事業ですが、これは保育園に出ておられない児童、子供さんにつきまして、親

御さんのほうの都合で保育に欠ける条件ができた場合、一時的に預かるものでございます。これ

が２６８万４，０００円でございます。

それから、すみれ保育園の新築事業でございます。老朽化しておりますすみれ保育園を建てか

えて、認定こども園として開設するというものでございます。いろんな機能をあわせ持ちます認

定こども園にしたいと考えておりまして、これが来年の４月の開園予定でございます。予算額が

４億９，９２２万２，０００円でございます。

それから次に、子育て応援事業でございますが、子育て世代を対象にいたしました事業を行う

ものでございます。２点ございまして、１つは子育て教室などに参加されますとポイントを付与

いたしまして、これについていろんな特典が受けられるようにするというものが１点。それから、

２点目は、保育園等に通う児童を養育する世帯に車の燃料代といたしまして、月２，０００円を

給付するものでございます。予算額といたしまして、８７７万４，０００円を計上いたしており

ます。

次に、学校給食費の軽減事業でございます。小⋞中学校のほうで給食を実施しておりまして、

保護者の方に負担をいただいてる分があるわけでございますが、現在１食当たり１３円を町のほ

うが補助をいたしております。この補助にさらに消費税８％部分を計算した金額を上乗せして補

助を行いたいと考えております。３７７万１，０００円の予算額でございます。

次に、教材費の補助事業でございますが、小学校１年生から小学校３年生までを対象にいたし

まして、現在学校集金をしております教材費につきまして、これは学校予算の教育振興費の中で
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予算計上いたして、この補助を行うものでございます。大体、１人１万円から１．４万円の予算

を組みたいと考えておるところでございます。予算額は、３７９万４，０００円でございます。

次に、高等学校通学定期券助成事業ということで、これは新規でございます。現在、高等学校

に通っておられる方でバスの通学定期券等を購入されてる方につきまして助成をするものでござ

います。予算額は、１６４万１，０００円でございます。

次に、高校生等医療費助成事業でございますが、今まで中学生までは医療費助成があったわけ

でございますが、新たに高校生の年代までそれを広げるということでございます。予算額といた

しまして、２００万円でございます。こちらのほうが１３事業となります。

それから、右のほうに移っていただきまして、暮らしやすさ支援でございます。

まず、生活の基盤を整えるということでございますが、若者向け住宅事業ということで、若者

向けの専用住宅を整備いたしまして、若者の定住促進を図っていくということでございます。現

在、使用していない町有地を活用して行いたいと考えておりまして、４戸分を計画してるところ

でございます。予算額が５４９万９，０００円、これはリース契約の関係でこういう金額になっ

ております。

それから、空き家一括借上げ事業でございます。これは現在の制度を継続して、さらに進めて

いくということで定住促進につなげていきたいと考えております。６０５万５，０００円でござ

います。

次に、定住促進対策事業ですが、先ほど説明いたしましたが、今までは町外から入ってこられ

て土地と住宅を取得された場合に、５年間の固定資産税の相当額を奨励金として交付しておりま

したが、２６年度から土地の要件を外しまして建物のみの取得の方も対象とするということにな

りました。これによりまして例えば親が町内に住んでおられて、その土地を使って自分の住宅を

建てられるという方が対象に新たになってくるということになります。予算額といたしまして、

６８３万４，０００円を計上いたしております。

それから、三世代同居等支援事業でございますが、３世代家族の同居のために住宅の新築⋞増

改築をされる場合につきましては、それを補助するということでございます。事業費の３分の１、

上限６０万円を計画しておりまして、この６０万円の上限を３年間に割って交付するものでござ

います。ことしの予算といたしまして、２００万円を計上しております。

次に、起業促進奨励事業でございますが、町内に新たに移住する方で３５歳以下の方につきま

して、新規事業を起業される方につきまして奨励金を支給するものでございます。上限が５０万

円でございます。商工会のほうに加入していただきまして、町の振興も含めて行っていただくと
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いうことでございます。予算額といたしまして、２５０万円を計上いたしました。

それから、企業誘致事業ということでございますが、町内誘致企業との連携とか、あるいは鳥

取県を核といたしました地域産業活性化協議会に参画いたしまして、町のほうの情報を発信しな

がら企業誘致を進めていくと。これによって就職の機会をふやし、移住とか定住を図っていくと

いうことでございます。予算額は、５２万１，０００円を計上してるところでございます。これ

が６事業ございまして、合計１９事業のほうを行うように計画してるところでございます。

（「課長、さっきの正誤表もらった中で、案が暮らしやすい三世代同居２００万とあったやつ、

それは１００万なの」と呼ぶ者あり）補正額は１００万でございますが、今年度予算は２００万

を計上しておりますので、よろしくお願いいたします。失礼しました。

そういたしますと、次、はぐっていただきまして、基金の推移でございます。基金残高がわか

るように一覧のほうをつくっております。

見ていただきますと、２４年度が一番多いわけでございますが、２５年度末の見込みが合計で

３０億８，５７６万１，０００円、２６年度末の見込みが２６億８，８００万６，０００円でご

ざいます。この中で、２６年度のほうで今、使用の計画をしておりますのが、大きなものといた

しまして減債基金、それから財政調整基金でございますが、これは財源ギャップ分に充当すると

いうことでありますので、これにつきましては今後の執行によって、なるべくこれを減らしてい

こうというものでございます。

その他基金の中で、ことし使わせていただきますのが、さくら基金のほうを使いたいと考えて

おります。１つには、病児⋞病後児の保育事業といたしまして１，０００万円、それから暮らし

の向上に資する事業ということで、１８８万５，０００円を基金のほうから使わせていただきた

いと考えております。

それから、下段ですが、地方債現在高に対する基金残高と算入交付税の推移でございます。

これにつきましては、左側のほうのちょっと黒いグラフになりますが、それが現在の基金残高

でございます。

それから、右のほうの下の部分、ちょっと四角になってますけども、この部分が基金残高でご

ざいます。それから、その上の網かけになってるところがございますが、これが交付税で後から

措置をされるということが決定してる額でございます。

これを見ていただきますと、現在の基金残高と算入交付税の額を足しますと現在の……。失礼

しました。先ほど起債残高を勘違いしておりまして、左側のちょっと黒いところは起債の残高で

ございますので、訂正させてください。起債残高を超えるということになりますので、健全な状
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態にあると考えているところでございます。

それから、次でございますが、２６年度の予算分析でございます。

まず、歳入でございますが、主なものを申し上げますと、町税が９億６１５万１，０００円で

ございまして、構成比が１３．１％を占めてるものでございます。

それから、ことし変化の大きかったものといたしまして、地方消費税交付金のほうが１億１５

０万３，０００円でございまして、１．５％の率でございますが、これは消費税改正の関係によ

りまして昨年から比べると多くなってるというものでございます。

それから、地方交付税につきましては、３１億４，０００万円となっております。４５．４％

ということで、ほぼ昨年と変わらない率を示しております。

それから、国庫支出金が４億８，７２６万５，０００円、７％。

それから、県支出金が６億９，６１９万４，０００円、１０．１％を占めている。

あと、町債のほうが７億１，２１０万ということで、１０．３％を占めてるということになり

ます。

これが主なものでございますが、下のほうを見ていただきますと、グラフに描いておりますけ

ども、自主財源と依存財源という２つに歳入のほうが分かれるわけでございますが、この自主財

源が多ければ多いほど自由度が高い健全な経営であるということになります。南部町の場合には

自主財源は２４．３％ということで、この率はほとんど変わらないわけでございますが、これを

ふやしていく努力が必要になってくるということでございます。

依存財源の中で、一番大きなものを占めますのが地方交付税でございます。不足分、標準的な

財政規模を想定した中で、その自治体が動くために必要な経費を、後から差額分を地方交付税と

いうことでされるわけでございますけども、これにつきましては何度も申しておりますように、

２７年度からはこの減額が始まってくるということになりますので、なかなかこれを当てにでき

ないということになります。その関係で、なるべくこれに頼らないような財政運営をしていく必

要があるということで考えておるところでございます。

下の増減の主なものを上げておりますが、この中から主なものを説明させていただきます。

まず、国庫支出金でございますけども、今回新たにふえましたのが臨時福祉給付金事業補助金

でございます。これは先ほど申しましたが、住民税の非課税者に対する給付でございます。年額、

消費税の関係で今回新たに設けられましたものでして、低所得者対策ということで１万円を給付

するものでございます。それから、その下のほうですが、安全生活創造推進事業費補助金でござ

います。これは地域包括ケアシステムというものを立ち上げたいと考えておりまして、この関係
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での補助金でございます。１，０００万でございます。

それから、町債のほうでございますが、すみれ保育園の新築事業債ということで、３億３，１

７０万円を計上いたしております。すみれ保育園の資金のほうに充てたいという考えでおります。

それから、昨年と大きく減りましたものといたしまして、防災行政無線デジタル化改修事業債

でございますが、４億１，７００万円を減額でございます。これは事業の終了によりまして減額

するものでございます。

それから、右のほうになりますが、県の支出金ということで、緊急雇用創出事業補助金でござ

います。地域の人材育成ということで、今回緊急雇用を使いまして行うものでございます。１，

３７０万円を増額いたしまして、ことしは３，１７０万円の事業費で行うものでございます。そ

れから、２つ、３つ下でございますが、緑の産業再生プロジェクト事業費補助金でございます。

これはすみれ保育園を新築するに当たりまして、木造の建物にするということで緑の産業再生プ

ロジェクトの補助金を使えるということになりました。この関係で１億５，０００万を計上して

るところでございます。それから、下から４番目ですが、土曜授業等実施支援事業補助金でござ

います、３９０万円。土曜日授業を行うということで県のほうからいただくものでございます。

それから、その下の指定文化財保存整備費等補助金でございますが、これは法勝寺電車の改修に

当たっておりましたが、完成ということで８４３万３，０００円を減額するものでございます。

それから、寄附金でございますけども、引き続きがんばれふるさと寄付金のほうを増額して見

込んでいるものでございます。

それから、諸収入といたしまして、合併１０周年記念音楽祭の入場料を２，０００万組ませて

いただきました。

それから、次のページに移っていただきまして、歳出のほうになります。

まず、目的別でございます。目的別といいますと、主に款項の区分で分離するものでございま

して、簡単に言えば各課でつくっておる予算が大まかに見えるというような考えで見ていただけ

ればと思っております。

予算額の大きいものにつきましては、総務費１２億３，０７６万７，０００円で、１７．８％

を占めております。

それから、民生費が２４億８，８０８万２，０００円で、３６％を占めている。

それから、公債費のほうが８億８，７８３万２，０００円ということで、１２．８％を占めて

るものでございます。特に民生費が大きな位置を占めてるということでございます。

増減のほうを見ていただきますと、右のほうに差し引き増減額のところに書いてありますが、
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昨年から伸びたものといたしましては、民生費のほうが５億７，９６３万１，０００円ふえてお

りますが、これは保育園の建てかえの関係等がございますので、ふえてると思っております。

それから、消防費のほうで減っておりますが、４億１，５８０万４，０００円。これは先ほど

申し上げておりますように、防災無線が完了したということで、その分が減ってるものでござい

ます。

下のほう、グラフのほうを描いておりますが、これを見ていただきますとその配分がわかると

思います。

それから、増減の主なものといたしまして書いておりますので、これを説明させていただきま

す。

まず、民生費でございますが、５番目でございます。臨時福祉給付金事業でございますが、こ

れは先ほど申しておりますように、消費税関係の対策で住民税非課税者に１万円を給付するとい

うものでございます。それから、減額の大きなものといたしまして、老人福祉施設管理事業でご

ざいますが、ゆうらくの改修事業等に５，７３３万５，０００円を計上しておりましたので、こ

れが事業終了ということで減額するものでございます。それから、新規事業といたしまして、誕

生祝い金から三世代同居、起業促進、子ども⋞子育てシステム、それから病児⋞病後児保育等を

上げておりまして、これがそれぞれそこに金額書いてありますが、額としては大きいものではご

ざいませんが、新たに少子化対策を進めていくための事業として計上してるところでございます。

それから、すみれ保育園新築事業４億９，９２２万２，０００円でございます。新たにすみれ保

育園を移転新築をするという事業でございます。それから、その下の子育て応援事業、高校生等

医療費助成につきましても先ほども説明いたしましたが、これも少子化対策のほうで行うもので

ございます。

それから、総務費でございますが、電算管理事業でございます。これはウィンドウズＸＰが使

えないわけじゃないですけども、サポートが終了するということでセキュリティーの面からも更

新するということでございます。役場にありますＸＰのパソコンを更新するということでござい

まして、１，７１３万７，０００円でございます。それから、西部広域行政管理組合の負担金で

ございますが、１，９１２万５，０００円増加いたしております。これはリサイクルプラザの改

修関係が係ってきますので、そのために増額をするものでございます。それから、下がりますが、

地域人づくり事業【緊急雇用】でございます。先ほど来、説明しておりますが、人材を育成する

ということで３，１７０万円の予算を計上したところでございます。それから、戸籍及び住民登

録事務でございますが、１，４２４万３，０００円を増額いたしております。これは戸籍システ
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ムが非常に古くなりまして、ハード面のサポート等もできなくなりますので、戸籍のシステムを

更新するということでございまして計上するものでございます。

それから、右のほうに移りまして、衛生費でございますが、病院事業費でございます。８６９

万２，０００円を増額いたしております。これは補助金のほうとして支出をするものでございま

して、今回のことしの予定を組ませていただいております。それから、その下ですが、水道統合

事業ということで、これは出資金といたしまして９０４万７，０００円を増額いたしまして、１

億３，４９０万７，０００円を計上しております。

それから、農林水産業費でございますが、４番目でございます里山コーディネート事業、これ

につきましては庭先集荷をするということで、地域おこし協力隊のほうを活用いたしまして行う

ものでございます、３４０万円。それから、その下ですが、しっかり守る農林基盤整備事業とい

たしまして１，３５８万円を増額いたしまして、２，７５０万円とするものでございます。これ

は農業施設の維持、補修、改修を行うものでございます。それから、昨年大変お世話になりまし

た全国植樹祭準備事業が終わりましたので、この関係の予算を８５８万４，０００円減額させて

いただきました。

教育費につきましては、高等学校通学定期券の助成事業１６４万１，０００円、それから土曜

開校事業２５０万円というのが新しい事業として入っております。あるいは西伯小学校の芝生化

事業ということで、西伯小学校のグラウンドを芝生化するということで、１，８１３万２，００

０円を計上したところでございます。それから、減ったものといたしまして、南部中学校の屋内

運動場の屋根改修事業１，６８３万１，０００円を事業終了に伴いまして減額しております。そ

れから、法勝寺電車の保存事業が終わるということで２，４８０万１，０００円を減額させてい

ただいたところでございます。

それから、土木費でございますが、町道整備といたしまして、これを計画的に行うということ

でございますが、ことしの予算といたしましては８１１万３，０００円を昨年度比減額してるも

のでございます。

それから、商工費といたしまして、新たに観光プロモーター等設置事業、それから体験型観光

推進事業のほうを計上いたしました。南部町の魅力を町外に発信して、来られる方にＰＲしてい

きたいと思っております。観光振興を進めていきたいと考えてるところでございます。

それから、消防費のほうといたしまして、防災行政無線デジタル化改修事業のほうが終了いた

しましたので、４億１，７０９万５，０００円を減額するものでございます。

それから、次に、性質別のほうをお開きください。性質別のほうは義務的経費、投資的経費、
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その他の経費としております。義務的経費といいますと、人件費、公債費、扶助費、ここに書い

てありますが、その支出が義務づけられてる経費でございます。必ず支出をしなくちゃいけない

経費でございます。投資的経費につきましては、道路橋梁、それから学校など、行政水準の向上

に必要な事業でございまして、そういうものに充てるものでございますが、これを普通建設事業

と災害復旧事業のほうが当たります。その他につきましては、この上の２つに入らない経費とい

うことでございます。見方といたしましては、この歳出総額に占める割合が、義務的経費が低い

ほうがいいということになります。投資的経費が高ければ財政構造の弾力性があるということで

健全であるいうことになります。

まず、義務的経費のほうでございますが、平成２６年度の予算額の中で、２８億８，３６５万

４，０００円を計上いたしております。占める割合が４１．６％でございます。

人件費といたしまして、１０億６，７８０万８，０００円。

それから、公債費といたしまして、８億８，７８１万５，０００円。

扶助費といたしまして、９億２，８０３万１，０００円を計上するものでございます。

投資的経費につきましては、８億９，０５８万８，０００円を計上いたしております。１２．

９％の割合でございます。主なものといたしましては、普通建設事業の単独事業、これがすみれ

保育園をつくる関係で膨らんでおりまして、８億６，８７４万４，０００円でございます。

それから、その他の経費でございますが、３１億４，３７５万８，０００円でございまして、

４５．５％を占めております。大きなものといたしましては、補助費が１２億４，４７６万８，

０００円、物件費が１０億１，８２１万２，０００円で、あと繰出金のほうが６億６，９０５万

３，０００円があるものでございます。

構成につきましては、その下、表を見ていただきますとわかりますが、義務的経費４１．６％、

投資的経費が１２．９％、その他の経費が４５．５％を占めてるというものでございます。

増減の主なものにつきましては先ほどの説明と重なりますので、省略させていただきます。

そういたしますと、予算書のほうにお戻りいただきまして、９９ページをお開きください。給

与費の明細書でございます。ここからはごらんいただいておけばと思いますが、まず特別職のほ

うを書いておりまして、ちょっと例年と変わっておりますのは議員さんの報酬が１７万４，００

０円の減額ということで、これは報酬をカットされているということでございまして、その影響

が出てるということでございます。

それから、次の１００ページでございますが、一般職のほうとなります。これは職員の採用と

か退職によりまして異動がございます。昨年と比べますと３名の人員の減ということでございま
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して、金額につきましてはここに計上してるとおりでございます。その内訳を１０１ページのほ

うに書いておるところでございます。

それから、１０４ページをお開きください。債務負担行為で翌年度以降にわたるものにつきま

しての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調

書でございます。現在の債務負担行為をしてるものにつきまして計上しております。これはごら

んいただきたいと思います。

それから、１０７ページのほうに移りますが、地方債の前々年度末における現在高並びに前年

度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。ここに普通債、それか

ら災害復旧債、臨時財政対策債と書いてあります。合計いたしまして、前年度末現在高見込み額

が７３億１，３２９万７，０００円でございまして、本年度起債見込み額が７億１，２１０万円。

それから、今年度の償還金額、償還見込みの元金でございますが、８億６４６万５，０００円で

ございまして、これを差し引きいたしますと今年度９，４３６万５，０００円の減になってると

いうことでございます。当該年度末、２６年度末の現在高見込みにつきましては７２億１，８９

３万２，０００円としてるところでございます。

以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどをお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第２８号、平成２６年度南部町国民健康保険事業特別

会計予算について。

町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 町民生活課長でございます。議案第２８号、平成２６年度南部

町国民健康保険事業特別会計予算について御説明いたします。

議案第２８号

平成２６年度南部町国民健康保険事業特別会計予算

平成２６年度南部町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，４４８，５１７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

平成２６年３月 ４日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２６年３月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫
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初めに、平成２６年度に見込みました被保険者数についてお話しいたします。被保険者数の状

況でございますが、一般被保険者は平均２，５７４人、退職被保険者数が２８０人、合わせて２，

８５４人と見込んでおります。被保険者数は、７５歳になられました後期高齢に移行される方の

人数のほうが多いようでして、減少傾向にあります。

予算でございますが、歳出から御説明いたします。７ページをお開きください。歳入歳出予算

事項別明細書の歳出の項目ですけれども、歳出予算の合計のところですが、本年度予算額１４億

４，８５１万７，０００円を計上しておりまして、前年度予算に比べますと３，８７８万９，０

００円の増額となっております。主なものといたしましては、２款保険給付費です。１０億２，

７０６万４，０００円でございます。５，１７６万３，０００円の増額で見込んでおります。

歳出の主なものでございますが、１３ページをお願いいたします。１４ページです、済みませ

ん。２款の保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費でございます。８億８８万

６，０００円を計上しておりまして、前年度から４，５３２万５，０００円の増額にしておりま

す。医療給付費全体といたしましては大体過去３年間の実績により計上しておりまして、この一

般被保険者の方の給付費がやはり年々増加をしております。２６年度は、２５年度当初予算に比

べまして６．６％の増額を見込んでおります。

２目の退職被保険者等療養給付費でございますが、９，６６３万８，０００円で、前年度に比

べまして１５７万７，０００円の増額としております。これは１．６％の増額を見込んでおりま

す。

下の２款の保険給付費の高額療養費ですが、これも療養諸費と同じ考えでございまして、１目

の一般被保険者高額療養費のほうを１億５７４万２，０００円見込んでおりまして、前年度比６

３３万３，０００円の増額でございます。これも６．４％の増額を見込んでおります。

それから、次のページの１５ページ、お願いいたします。２款保険給付費の４項出産育児諸費

の１目出産育児一時金でございます。前年度は６件の出産を見込んでおりましたけれども、２５

年度の実績を見まして今年度は増額を見込んでおります。１０件の予定で４２０万円予算計上し

ておりまして、１６８万円の増額でございます。

その下の１６ページですけども、一番上の２款保険給付費、１目葬祭費でございます。これも

前年より２件ふやして予算計上しておりまして４４万円、４万円の増額予算をしております。

それから、５款介護納付金、１目介護納付金でございますが、６，４５１万７，０００円計上

しておりまして、前年度予算より４９８万円の増額を見込んでおります。これは基準単価という
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のが示されまして、介護保険の２号被保、４０歳から６４歳までの方の保険で納付する金額でご

ざいますけども、基準単価に示されたものに被保数を掛けております。見込みで計算しておりま

すので、４９８万円の増額を見込んでおります。

それから、６款共同事業拠出金でございますが、２５年度実績見込み額によりまして予算を組

んでおります。１目高額医療費拠出金ですが、今年度２，０１９万１，０００円、この予算をし

ておりまして、前年度に比べまして１，２１７万７，０００円の減額でございます。これは８０

万円以上のレセプトに対して、高額なものの調整を図るための財源として市町村から拠出する金

額でございます。

次のページでございますが、同じく共同事業拠出金の３目保険財政共同安定化事業拠出金でご

ざいます。本年度１億１，７０４万７，０００円予算しております。これも前年度実績によりま

しての数字で上げておりまして、１，０２５万６，０００円の減額をしております。

それから、７款保健事業費の１項特定健康診査等事業費でございます。１目特定健康診査等事

業費ですが、これも前年度の数字から健康診査受診者数を見込みまして委託料を減額しておりま

す。８２６万２，０００円の今年度予算で、前年度比較としましては１３１万２，０００円の減

額となっています。

それから、下の１８ページですけども、７款保健事業費、２項保健事業費の２目健康施設管理

費です。本年度予算を１，５８６万９，０００円、４４８万９，０００円の増額としております。

これは健康管理センターの運営に係る費用でございますが、ことしはセンターの修繕工事を予定

しておりまして右側の説明ですが、需用費のほうを増額と修繕費のほうを増額としております。

それから、８款から９款は省略させていただきます。

２０ページの給与費明細書ですが、１、特別職の報酬は、国保運営協議会の委員さんの報酬で

ございます。６名の方です。

２１ページの給与費明細書は、健康管理センターの保健師１名の人件費を組んでおりますので、

２５年度異動によりまして人事異動によります減額を載せております。

では、歳入について御説明いたします。８ページにお返りください。国民健康保険税でござい

ますが、国民健康保険税につきましては平成２５年所得の確定などを待って改めて税率を計算さ

せていただくこととしておりますので、この予算におきましての保険税は歳出に合わせた予算編

成としております。

９ページをお願いいたします。国民健康保険税の総額を載せております。本年度予算を２億６，

４９７万２，０００円としておりまして、前年度と比較いたしまして２，５１８万６，０００円
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の減額をしております。

それから、３款から７款までの国庫支出金から７款共同事業交付金までは、療養給付費などの

実績見込み額をもとに予算化しておりますので、省略させていただきます。その中で……。

１１ページです。１１ページの１０款繰入金でございます。１目一般会計繰入金でございます

が、これは法定繰り入れのみを予算しております。基盤安定繰入金は、２５年度実績見込み額に

より計上しておりますし、財政安定支援事業繰入金は過去５年間の平均により見込んでおります。

以上で説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続いて、議案第２９号、平成２６年度南部町後期高齢者医療特別会計予

算。

町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 町民生活課長でございます。議案第２９号、平成２６年度南部

町後期高齢者医療特別会計予算について御説明いたします。

議案第２９号

平成２６年度南部町後期高齢者医療特別会計予算

平成２６年度南部町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３２，２９９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

平成２６年３月 ４日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２６年３月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫

それでは、歳出から御説明いたします。４ページの歳入歳出予算事項別明細書ですが、一番下

の歳出合計ですが、本年度予算が１億３，２２９万９，０００円、前年度と比較しまして３５７

万９，０００円の増額となっております。

歳出の主なものについて御説明いたします。７ページをお願いいたします。２款分担金及び負

担金の１項広域連合負担金、１目広域連合分賦金でございます。本年度予算額１億２，５８６万

７，０００円、前年度に比べまして６１４万２，０００円の増額を見込んでおります。これは集

金しました後期の方の保険料を連合に納める科目でございまして、２６年度、２７年度保険料の
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改定がございますので、その増額を見込んでおります。

８ページの４款保険事業費です。１項健康保持増進事業費、１目健康診査費です。これも前年

度実績から健康診査受診者数を見込んでおりまして、委託料を前年度から減額しております。本

年度予算額が４６９万６，０００円、比較いたしまして２６３万６，０００円の減額でございま

す。

続きまして、歳入の御説明をいたします。５ページにお返りください。１款後期高齢者医療保

険料、１項後期高齢者医療保険料、１目後期高齢者医療保険料でございます。本年度８，４７２

万を計上しておりまして、前年度比較５４０万３，０００円の増額を見込んでおります。これは

後期高齢の被保険者の方が納めていただく保険料を歳入するものですので、これも保険料の改定

を見込んで増額としております。

２款の使用料及び手数料の１目総務手数料は、後期保険料の督促手数料でございます。

あと、３款から５款は省略させていただきます。

以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第３０号、平成２６年度南部町墓苑事業特別会計予算。

町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 町民生活課長でございます。議案第３０号、平成２６年度南部

町墓苑事業特別会計予算について御説明いたします。

議案第３０号

平成２６年度南部町墓苑事業特別会計予算

平成２６年度南部町の墓苑事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，７７２千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

平成２６年３月 ４日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２６年３月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫

では、歳出から御説明いたします。予算書の３ページをお願いいたします。歳入歳出予算事項

別明細書ですが、歳出の歳出合計のところで本年度予算額２７７万２，０００円、前年度と比較
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いたしまして４０万３，０００円の減額でございます。

主なものについて御説明いたします。５ページをお開きください。１款総務費、１項総務管理

費、１目一般管理費でございます。本年度７６万４，０００円、前年度と比較して４０万３，０

００円の減額でございます。２５年度は、西伯墓苑のほうの石段に手すりをつける工事をいたし

ましたので、ことしは工事予定しておりませんので、その分の減額でございます。

あと、２款諸支出金、１目償還金１８０万８，０００円でございますが、これは西伯墓苑の墓

地使用料の返還金でございます。７基を予定しております。

それでは、歳入につきまして御説明いたします。上の４ページをごらんください。１款使用料

及び手数料、１項使用料、１目墓地使用料です。これは７区画を墓地の使用者を予定しておりま

して組んでおります。本年度予算額２００万８，０００円でございます。

１款使用料及び手数料の２項手数料、１目墓地手数料です。これは西伯墓苑の手数料、１節の

現年度分でございますが、西伯墓苑の管理手数料を予算しておりまして、３４１区画分を計上し

ております。

その下の廃款となっておりますが、一般会計繰入金ですが、前年度実施しました手すり工事の

分がことしはございませんので、減額しております。予算計上はしておりません。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第３１号、平成２６年度南部町住宅資金貸付事業特別

会計予算。

教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。議案第３１号、平成２６年度南部町住宅資

金貸付事業特別会計予算について御説明をいたします。

議案第３１号

平成２６年度南部町住宅資金貸付事業特別会計予算

平成２６年度南部町の住宅資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，１６０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

平成２６年３月 ４日 南 部 町 長 坂 本 昭 文
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平成２６年３月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫

そうしますと、歳出から御説明をいたしますので、６ページをお開きください。１款総務費、

１項総務管理費、１目一般管理費は本年度予算額１１万２，０００円で、これは事務費経費を計

上してございます。

次に、２款公債費、１項公債費、１目住宅新築資金償還金、本年度予算額１４３万円と、また

２目宅地取得資金償還金につきましては、６１万７，０００円を計上してございます。それぞれ

の償還元金、利子の内訳につきましては説明欄に記載をしておりますので、ごらんください。公

債費の合計は、２０４万７，０００円でございまして、前年度に比べ３５万８，０００円の減で

あります。

予備費につきましては省略をいたします。

次に、歳入につきまして御説明のほうをいたしますので、４ページにお返りください。１款県

支出金、１項県補助金、１目助成事業費県補助金、本年度予算額８万円で、これは事務費経費の

４分の３程度を見込んでございます。

次に、２款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額２８万３，０００円を見

込んでございます。

３款繰越金については省略をいたします。

４款諸収入、１項貸付金元利収入、１目住宅新築資金貸付金元利収入につきましては、本年度

予算額１１８万４，０００円を、２目住宅改修資金貸付金元利収入では本年度予算額８万９，０

００円、３目宅地取得資金貸付金元利収入では本年度予算額５２万３，０００円をそれぞれ見込

んで計上しております。合計が１７９万６，０００円で、前年度に比べて３５万円の減となって

おります。

最後に、７ページをお開きください。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高の見込みに関する調書のほうを説明をいたします。前々年度末現在高

は１，２１９万円となっておりまして、前年度末を償還いたしますとその現在高は１，０１９万

７，０００円となり、平成２６年度におきまして１７１万９，０００円の償還を見込んでおりま

して、新たな起債の予定はございませんので、平成２６年度末現在高を８４７万８，０００円と

見込んでおるものでございます。

以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第３２号、平成２６年度南部町農業集落排水事業特別

－２４－



会計予算。

上下水道課長、谷田英之君。

○上下水道課長（谷田 英之君） 上下水道課長でございます。

議案第３２号

平成２６年度南部町農業集落排水事業特別会計予算

平成２６年度南部町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４１，９４２千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことがで

きる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第２表 地方債」に

よる。

平成２６年３月 ４日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２６年３月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫

４ページをお開きください。第２表、地方債。起債の目的は、資本費平準化債でございます。

限度額５，３８０万、起債方法は証書借り入れ、利率は３％以内でございます。償還方法は、従

前と同じでございます。

８ページの歳出から説明いたします。歳出。総務費の中には一般管理費と維持管理費がござい

ます。

一般管理費は、主に職員の給料でございます。本年度２，１７０万７，０００円。

維持管理費、これは施設の管理費でございます。５，６４６万６，０００円。

総務費の合計７，８１７万３，０００円でございます。

次のページ、お開きください。公債費、これには起債の元金、利子がございます。合わせまし

て１億６，３７４万９，０００円ございます。

予備費といたしまして、２万円でございます。

６ページ、次は歳入を説明いたします。（「課長、元金と利子ぐらいは」と呼ぶ者あり）はい、
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済みません、あんまり……。簡潔過ぎますか。１、元金１億２，１０３万円、利子４，２７１万

９，０００円、合計で１億６，３７４万９，０００円ございます。

予備費は、２万円でございます。

６ページの歳入をお開きください。歳入。１、分担金及び負担金でございます。１、農林水産

業費分担金、これは滞納分の収入の見込み９万８，０００円を予定しております。

１の施設負担金として１，０００円を予定しております。

２、使用料及び手数料、集落排水使用料でございます。これは現年と過年度がございます。合

わせまして６，７４３万４，０００円でございます。

２、使用料及び手数料の１で集落排水手数料１万円、これは督促手数料を見込んでおります。

次、３、繰入金、これは一般会計繰入金でございます。１億２，００５万９，７００円予定し

ております。（「違う」「１億……。５９万７，０００円」と呼ぶ者あり）１億２，０５９万７，

０００円でございます。失礼いたしました。

７ページをごらんください。１、繰越金１，０００円を予定しております。

１、雑入、これを１，０００円予定しております。

６、町債、１、下水道債、これは５，３８０万円予定しております。

以上、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） ここで暫時休憩をしたいと思います。再開は１０時３５分とします。

午前１０時１８分休憩

午前１０時３５分再開

○議長（青砥日出夫君） 再開いたします。休憩前に引き続き、議案説明をお願いします。

議案第３３号、平成２６年度南部町浄化槽整備事業特別会計予算。

上下水道課長、谷田英之君。

○上下水道課長（谷田 英之君） 上下水道課長です。

議案第３３号

平成２６年度南部町浄化槽整備事業特別会計予算

平成２６年度南部町の浄化槽整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６４，１６０千円と定める。
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２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことがで

きる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第２表 地方債」に

よる。

平成２６年３月 ４日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２６年３月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫

４ページをごらんください。第２表、地方債でございます。起債目的、浄化槽整備事業。限度

額８８０万。起債方法、証書借り入れ。利率、３％以内。償還の方法は、従前どおりでございま

す。

８ページ、歳出予算をごらんください。次、８ページ、よろしいでしょうか。

歳出予算。款総務費、項総務管理費、目で１、一般管理費でございます。本年度予算３，２０

０万、前年より２８０万４，０００円増でございます。

次に、項の２、施設費、１、浄化槽建設費、予算額１，８６４万２，０００円でございます。

これは１０基の浄化槽整備を予定しております。

次に、項３、小規模集合施設管理費、目は小規模集合施設管理費でございます。これは小規模

集合施設の管理費でございます。６０万４，０００円予定しております。

次のページをお開きください。２、公債費、１、公債費でございます。これは目で１、元金８

１６万円、元金償還として８１６万。

２、利子として４７５万円。

計で１，２９１万円予定しております。

次に、３、予備費といたしまして、４，０００円予定しております。

次に、６ページの歳入予算をごらんください。１、分担金及び負担金の目で１、浄化槽分担金

といたしまして、現年として１０基分の３５２万５，０００円。それと、滞納繰り越し分として

７万円の歳入を予定しておりまして、合計３５９万５，０００円予定しております。

２、使用料及び手数料で、目としましては１、浄化槽使用料、これは現年分の使用料１，８８

１万２，０００円。滞納分の使用料の収入として１９万２，０００円予定しておりまして、合計

で１，９００万４，０００円予定しております。
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次に、２の使用料及び手数料でございます。これは目としましては浄化槽手数料５，０００円

予定をしております。これは浄化槽の督促手数料でございます。

次に、３、国庫支出金、項国庫補助金、目として浄化槽整備事業補助金、これは浄化槽の建設

費の国からの補助金を５１１万５，０００円予定しております。次のページをお開きください。

（「５１５」と呼ぶ者あり）失礼いたしました。国庫補助金５１５万予定しております。

次のページをお開きください。４、繰入金、目といたしましては１、一般会計繰入金でござい

ます。２，７６０万４，０００円予定しております。

次に、５の繰越金、目としましては１の繰越金１，０００円の予定しております。

その次に、６、諸収入、項は雑入、目は雑入、これは消費税の確定申告還付金を１，０００円

予定しております。

次に、７、町債、項で町債で、１で衛生債で、浄化槽の工事費の補助金の残り分を８８０万予

定しております。

次に、最後の１０ページをお開きください。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度

末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。１で準公営企業債、下水

道事業債（浄化槽整備事業債）でございます。最終、一番最後のページで、当年度の末現在高の

見込みといたしまして、２億３，７７６万５，０００円となっておりますので、よろしくお願い

します。

以上、説明終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第３４号、平成２６年度南部町公共下水道事業特別会

計予算。

上下水道課長、谷田英之君。

○上下水道課長（谷田 英之君） 上下水道課長でございます。

議案第３４号

平成２６年度南部町公共下水道事業特別会計予算

平成２６年度南部町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８１，４９４千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）
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第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことがで

きる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第２表 地方債」によ

る。

平成２６年３月 ４日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２６年３月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫

４ページをごらんください。４ページ、第２表、地方債でございます。起債の目的、資本費平

準化債でございます。限度額３，１５０万。起債の方法、証書借り入れ。利率、３％以内。償還

の方法は、従前のとおりでございます。

では、８ページ、歳出をごらんください。３、歳出。１、総務費、１、総務管理費、１、一般

管理費でございます。予算額が１，０７９万円、主に職員の１人分の給料でございます。

２、維持管理費２，７６２万８，０００円、これは公共下水道施設の維持管理費でございます。

３、汚泥処理費、これは１村２町が経営するみのりの郷の維持管理費でございます。２，６９

６万１，０００円予定しております。

次に、ページをはぐってください。９ページ、２、公債費、１、公債費、１、元金といたしま

して、８，８１９万１，０００円の償還の予定でございます。

２、利子２，７９０万４，０００円の償還の予定でございます。

合わせまして１億１，６０９万５，０００円でございます。

３予備費といたしまして、２万円の予算の計上をいたしております。

歳入。６ページをお開きください。１、分担金及び負担金、１、分担金、１、下水道分担金と

いたしまして、滞納繰り越し分として３０万円の歳入の予定をしております。

次に、項の２、負担金、１の下水道負担金、汚泥処理施設の維持管理費、これは１村２町で行

うみのりの郷の他町村の負担金を計上しております。これが１，７５５万４，０００円、それと

施設加入負担金として１，０００円計上しております。合わせまして１，７５５万５，０００円

予定しております。

次に、２、使用料及び手数料、１、使用料、１、下水道使用料といたしまして、下水道使用料

の現年分と滞納分、合わせまして５，８２７万１，０００円の収入を予定しております。

次に、２、使用料及び手数料、１、下水道手数料といたしまして、下水道使用料督促手数料１

万円予定しております。
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次に、３、繰入金、１、一般会計繰入金といたしまして、一般会計より７，２８１万６，００

０円の予定しております。

次のページをお開きください。７ページ、４、繰越金、１の繰越金で、前年度繰越金として１，

０００円予算計上しております。

次に、５、諸収入、１、雑入といたしまして、コンポストの売り上げ及び消費税確定申告の還

付金を予定しておりまして、これを合わせまして１０４万１，０００円の歳入の予定をしており

ます。

６、町債、１、町債、１、下水道債といたしまして、公共下水道の資本費平準化債３，１５０

万の歳入を予定しております。

また、１０ページにつきましては、お開きください。給与費明細書につきましては１人の職員

の給与明細を載せております。

最終１４ページをお開きください。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。１、準公営企業債、下水道事業債

（特定環境保全公共下水道）と、２、準公営企業債、下水道事業債（特定環境保全公共下水道資

本費平準化債）２つあります。一番右端の下のほうで、当該年度末現在高見込みといたしまして、

１４億１，７０５万７，０００円という調書になっております。

これで説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第３５号、平成２６年度南部町太陽光発電事業特別会

計予算。

企画政策課長、矢吹隆君。

○企画政策課長（矢吹 隆君） 企画政策課長でございます。

議案第３５号

平成２６年度南部町太陽光発電事業特別会計予算

平成２６年度南部町の太陽光発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５８，３２２千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

平成２６年３月 ４日 南 部 町 長 坂 本 昭 文
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平成２６年３月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫

３ページ目の明細書のほうに移ってください。歳入歳出予算事項別明細書でございまして、総

括のほうの歳入で１つ、３の諸収入でございます。これは２６年度に見込んでおります売電収入

でございまして、本年度予算額が５，８３２万円で、前年度予算額が２，８３５万円でございま

したので、２，９９７万円の増ということでございます。

では、詳細を歳出のほうから御説明申し上げたいと思いますので、５ページのほうにお願いい

たします。まず、１目の維持管理費でございますが、本年度予算額は４，１１１万９，０００円

で、前年度８８３万円でございましたので、３，２２８万９，０００円の増でございます。これ

はまず、維持管理費の需用費でございますが、太陽光のパワコンですとかエアコン、そういった

ものの電気代等がこの需用費でございます。それから、役務費３０８万円でございますが、これ

は施設の火災保険料、それから取り扱い金融機関の手数料でございます。それから、委託料６８

２万８，０００円でございますが、これは施設の維持管理費でございます。そして、公有財産購

入費４６万９，０００円でございますが、これは敷地内に個人地がございました。それを分筆を

して購入する経費の４６万９，０００円でございます。それから、積立金３，０００万でござい

ますが、これは売電収入を受けまして起債の償還、そういったものに充てる積立金でございます。

それから、次の太陽光発電施設建設費でございます。本年度は工事が終了いたしますので、予

算額はゼロということでございまして、トータルで５億６，４１２万６，０００円の減でござい

ます。ただ、これは補正のときに御説明いたしましたが、中電の電柱等の系統連系工事が残って

おりますので、一部繰越明許をさせていただきたいと思います。

それから、２款の公債費でございますが、まず１目の元金でございます。本年度は１００万円

計上してございまして、これは地方債等の償還元金でございます。町民公募債１億募集いたしま

したが、その際に途中解約があった場合も繰り上げ償還分を１００万円計上してございます。

それから、２の利子でございますが、本年度予算額は４１８万３，０００円でございまして、

２９４万３，０００円の増でございますが、これは償還金利子でございまして、電気事業債の利

子分、それから公募債の配当金、これは１００万円ございますので、合わせて４１８万３，００

０円でございます。

おはぐりいただきまして、６ページでございますが、１の繰出金でございますが、本年度２１

８万円でございまして、これは一般会計への繰出金でございまして、自然エネルギー関係の補助

金、既に制度がございますので、そちらのほうに繰り出して使用する。例えば住宅用の太陽光発
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電システム、そういったところに充てる繰出金でございます。

それから最後、予備費でございますが、本年度は９８４万円でございまして、６０１万４，０

００円の減額でございまして、これは基金に積むもの以外のまだ動いてございませんので、念の

ために予備費を計上しておくものでございます。

それから、戻って歳入のほうでございますが、４ページのほうにお願いいたします。２、歳入

でございますが、まず１款の財産収入でございまして、利子及び配当金です。これは本年度１，

０００円を見込んでございます。

それから、２款繰越金でございますが、こちらのほうも本年度１，０００円の収入を見込んで

ございます。

それから、３款の諸収入でございますが、これは売電収入でございます。先ほども申し上げま

したように、今年度５，８３２万円の売電収入を見込んでございます。

あと、廃款でございまして、町債、まず電気事業債でございます。これは前年度５億６７０万

あったものが、今年度は事業を終了するということでゼロにしてございまして、同じく基金繰入

金も前年度５，５００万見込んでおりましたが、今年度はゼロというものでございます。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第３６号、平成２６年度南部町水道事業会計予算。

上下水道課長、谷田英之君。

○上下水道課長（谷田 英之君） 上下水道課長です。議案第３６号、平成２６年度南部町水道事

業会計予算。

第１条、平成２６年度南部町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。（１）給水戸数４，００８件（上水道３，７０

２件、簡易水道３０６件）。（２）年間総給水量１１６万８，２５４立米（上水道１１１万５，

０７３立米、簡易水道５万３，１８１立米）。（３）一日平均給水量３，２００立米。（４）主

な建設改良工事。水道統合事業、これは朝金から落合送水事業でございます。老朽管更新事業、

これは天萬地内でございます。

収益的収入及び支出。第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、

営業費用中災害復旧費１，２０４万円の財源に充てるため、企業債６００万円を借り入れる。

収入でございます。１１款水道事業収益の中に全体で２億２，８７８万２，０００円、うち１

項営業収益１億８，９３７万８，０００円、２項営業外収益３，９４０万４，０００円。

次、支出。２１款水道事業費用２億３，４７８万２，０００円、１項営業費用１億９，８７８
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万２，０００円、２項営業外費用３，５４８万円、３項特別損失５１万５，０００円。４、予備

費５，０００円。

次ページをお開きください。資本的収入及び支出。第４条、資本的収入及び支出の予定額は、

次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８，３５４万９，０００

円は、当該年度分及び過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。）

収入。３１款資本的収入１億８，０１０万４，０００円、１項企業債６００万、２項出資金１

億５，２２９万９，０００円、３項工事負担金４７万４，０００円、４項国庫支出金２，１３３

万１，０００円。（「国県支出金だ」「国県支出金」と呼ぶ者あり）国県支出金で、申しわけあ

りませんでした。２，１３３万１，０００円でございます。

支出。４１款資本的支出２億６，３６５万３，０００円、１項建設改良費１億６，２２３万９，

０００円、２項企業債償還金１億１４１万４，０００円。

次は、継続費でございます。第５条、継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款で資本的支出。項、建設改良費。事業、水道統合事業。総額５億２，３３２万９，０００円。

年割額といたしまして、平成２４年度１億７，９１１万５，０００円、平成２５年度１億２，５

８６万円、平成２６年度１億５，６２３万８，０００円、平成２７年度６，２１１万６，０００

円。

次に、企業債。第６条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお

りと定める。

起債の目的。まず、上水道拡張工事６００万円。起債の方法、証書借り入れ。利率５％以内で、

償還の方法は従前のとおりでございます。もう一つ、災害復旧事業。限度額６００万。起債の方

法、証書借り入れ。利率５％以内。償還の方法は、従前のとおりでございます。

次に、一時借り入れ。第７条、一時借入金の限度額は、１億６，２００万円と定める。

予定支出の各項の経費の金額の流用につきまして。第８条、予定支出の各項の経費の金額を流

用することができる場合は、次のとおりと定める。（１）収益的支出における各項間の流用。

（２）資本的支出における各項間の流用。

次、（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）。第９条、次に掲げる経費につ

いては、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費

の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。（１）職員給与費８１４万２，０

００円。

（他会計からの補助金）。第１０条、営業助成、並びに施設に対する補助金として一般会計か
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らこの会計へ補助を受ける金額は、１億５，５６７万９，０００円である。

（棚卸資産購入限度額）。１２条、棚卸資産の購入限度額は、２００万円と定める。

３１ページをごらんください。平成２６年度南部町水道事業会計予算の明細書でございます。

収益的収入及び支出の収入から説明いたします。１、水道事業収益２億２，８７８万２，００

０円でございます。

１、営業収益の中に、１、給水収益１億８，６７５万１，０００円、これは上水道と簡易水道

の水道使用料でございます。

２、その他営業収益は２万７，０００円、これは水道加入の審査手数料でございます。

３、受託工事収益、これは境県道の修繕工事関連の水道管移設、★牛河川災害復旧関連水道管

移設補償費でございます。合わせまして２６０万ございます。

次に、項２の営業外収益は、全体で３，９４０万４，０００円ございます。

そのうち１目受取利息及び配当金、貯金利息、定期貯金の預金利息が１万５，０００円。

２、雑収益１，０００円。

３、他会計補助金３３８万円、これは消火栓維持管理費と簡易水道分の起債利息償還の２分の

１でございます。

４、国県支出金６０１万９，０００円、これは簡易水道施設災害復旧費国庫補助金でございま

す。

次、５、長期前受金戻入といたしまして、２，９９８万９，０００円。受託財産評価額長期前

受金戻し金として……（発言する者あり）受贈財産評価額長期前受金戻し入れとして４６７万９，

０００円、国庫補助金他長期前受金戻し入れ１，９２９万５，０００円、工事負担金長期前受金

戻し入れ３３万、一般会計補助金長期前受金戻し入れ５６８万５，０００円でございます。

合わせまして、収入は２億２，８７８万２，０００円でございます。

次に、支出でございます。１、水道事業費用、１、営業費用の中に営業費用のトータルが１億

９，８７８万２，０００円。

目で、１、原水及び浄水費といたしまして、落合浄水場、水源の原水の維持管理料でございま

す。

２、配水及び給水費１，２０６万２，０００円、これにつきましては給水施設及び赤谷簡易水

道災害復旧費が入っておりまして、１，２０６万２，０００円でございます。

３、受託工事費、県からの受託費でございまして、境県道修繕工事関連水道管移設工事と★牛

河川災害復旧関連水道管移設工事がございます。これで７７３万３，０００円ございます。
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４、総係費１，７６８万１，０００円でございます。これは職員１人分の給与とその他退職手

当、水道協会の負担金、企業会計のシステム等の費用でございます。これが１，７６８万１，０

００円ございました。

５、減価償却費１億１，１８９万３，０００円、これにつきましては固定資産の減価償却費、

上水５，１９７万９，０００円、簡易水道５，９９１万４，０００円でございます。

６、資産減耗費１１万、これは棚卸しの減耗費と固定資産の減耗費でございます。

２、営業外費用。目で１、支払い利息及び企業債取り扱い諸費２，９３１万４，０００円、こ

れは企業債利息でございます。上水２，３３３万３，０００円、簡易水道分として５９８万１，

０００円ございます。

２、雑支出が９万円ございます。

３、消費税６０７万６，０００円でございます。

次に、３、特別損失。２、その他の特別損失といたしまして、過年度賞与引当金相当額４３万

８，０００円、それと過年度分の法定福利費引当金の相当額７万７，０００円、合わせまして５

１万５，０００円ございます。

４で予備費といたしまして、５，０００円組んでおります。

次に、次ページで資本的収入及び支出について御説明いたします。１、資本的収入で、項で企

業債、目の中に企業債６００万円ございます。これは天萬地内の老朽管の更新による企業債でご

ざいます。

２、出資金。２、他会計補助金、これは一般会計補助金で水道統合事業補助金１億３，４９０

万６，０００円。それと、繰入資本金といたしまして、企業債の元金償還に係る繰入金でござい

ます。１，７３９万３，０００円ございます。合わせまして他会計補助金として１億５，２２９

万９，０００円ございます。

３、工事負担金、これは主に加入金でございます。４７万４，０００円ございます。

４、国県支出金といたしましては、上水の拡張工事、朝金から落合浄水場の工事の補助金でご

ざいます。２，１３３万１，０００円ございました。

次ページをごらんください。次ページ、支出でございます。１、資本的支出、全体で２億６，

３６５万３，０００円でございます。

１、建設改良費、この中には上水道拡張工事がございます。これは天萬地内の老朽管の更新事

業、それと上水道拡張工事（水道統合事業）によるもの１億５，６１４万８，０００円あります。

合わせまして１億６，２２３万９，０００円でございます。
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２、有形固定資産購入は、今年度はございません。

２、企業債償還金、１、企業債償還金、これは企業債元金の償還金でございます。上水道分と

して６，７８１万６，０００円、簡易水道分３，３５９万８，０００円、合わせまして１億１４

１万４，０００円ございました。

１０ページをお開きください。総係費の中の職員１人分の給与の明細書として１０ページに明

細書を記してございますので、よろしくお願いします。

申しわけありません。一番最後の３７ページ、もう一度お開きください。（「３７」と呼ぶ者

あり）はい、また手戻りになりますけど。３７ページ、上水道の最終ページでございます。地方

債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該末における現在高の見込みに関する調書

でございます。２５年度末見込み、１、上水道企業債。前年度末現在高１１億３，５６５万４，

０００円、前年度末現在高見込み１０億６，９５０万６，０００円、当該年度の起債見込み額６

００万、当該年度中の償還元金の見込み額６，７８１万６，０００円、当該年度末現在高見込み

額１０億７６９万円でございます。２、簡易水道企業債。前々度末現在高３億８，８２４万９，

０００円、前年度末現在高見込み額３億５，５９９万３，０００円、当該年度中の起債の見込み

６００万、当該年度中の償還元金の見込み額３，３５９万８，０００円、当該年度末現在高見込

み額３億２，８３９万５，０００円でございます。計で申しますと右の一番下、当該年度末合計

で現在高の見込みは、１３億３，６０８万５，０００円でございます。

これで説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 続いて、議案第３７号、平成２６年度南部町病院事業会計予算。

病院事業管理者、吉原賢郎君。

○病院事業管理者（吉原 賢郎君） 病院事業管理者でございます。議案第３７号、平成２６年度

南部町病院事業会計予算について御説明させていただきます。

まず初めに、予算書の１２ページの平成２６年度南部町病院事業会計注記に記載しております

が、本予算は地方公営企業会計制度の改定を受け、改定基準の見直しを適用し、作成しておりま

す。よろしくお願いいたします。

それでは、予算書の１ページをごらんください。総則。第１条、平成２６年度南部町病院事業

会計予算は、次に定めるところによる。

業務の予定量。第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。（１）病院病床数１９８床（一

般４９床、療養５０床（うち介護療養病床２０床）、精神９９床）でございます。（２）年間延

患者数、入院６万６，０６５人（うち介護療養病床分６，５７０人、営業日数は３６５日）でご
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ざいます。外来６万９，１０４人（実診療実日数は２４３日）でございます。（３）一日平均患

者数、入院１８１人、外来２８４人でございます。

収益的収入及び支出。第３条、収益的収入及び支出の予算額は、次のとおり定めるところでご

ざいます。

収入。第１款病院事業収益２４億７，４０６万円、第１項医業収益２１億８２１万４，０００

円、第２項医業外収益３億６，５８４万６，０００円でございます。

支出のほうでございます。第１款病院事業費用２５億６，１７７万３，０００円、第１項医業

費用２３億９，８８７万４，０００円、第２項医業外費用８，５９９万５，０００円、第３項特

別損失７，６０９万４，０００円となります。（「９０万」と呼ぶ者あり）失礼しました。特別

損失７，６９０万４，０００円となります。

資本的収入及び支出。資本的収入及び支出の予算額は、次のとおり定めます。（資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額１億６，７５１万５，０００円は過年度分損益勘定留保資金を

もって補填するものとする。）

収入。第１款資本的収入３，２０２万７，０００円、これは補助金でございます。

支出でございますが、第１款資本的支出１億９，９５４万２，０００円。内訳としまして、第

１項建設改良費５７４万３，０００円、第２項企業債償還金１億９，２４７万９，０００円、第

３項貸付金が１３２万円でございます。この貸付金は、議案第１４号で条例制定をお願いしてお

ります看護師育成奨学金に該当するものでございます。

次に、２ページでございます。一時借入金。５条、一時借入金の限度額は、３億円と定めるも

のでございます。

予定支出の各項の経費の金額の流用について。第６条、予定支出の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。医業費用と医業外費用であります。

次に、議会の議決を経なければ流用できない経費。第７条、次に掲げる経費については、その

経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。職員給与費１６億３，２６１万円、交際費９０万円でご

ざいます。

第８条、棚卸資産の購入限度額は、１億円と定めるものでございます。なお、本予算は、収益

的収支におきまして８，７７１万３，０００円の赤字予算となっておりますが、これは地方公営

企業会計基準の改定によって、平成２５年度に帰属する賞与７，６９０万４，０００円を特別損

失に計上したこと。また、起債償還に対する補助金のうち１，０８０万９，０００円の収益計上
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を関連する減価償却と対応をさせるため、翌年度以降に繰り越したためでございます。

続きまして、内容について説明させていただきます。５ページをごらんください。平成２６年

度南部町病院事業会計予算実施計画について御説明いたします。

収益的収入及び支出。収入。病院事業収益、医業収益、医業外収益を合わせまして２４億７，

４０６万円。内訳でございますが、１、医業収益。入院収益１４億３９４万円、外来収益５億２，

４９９万１，０００円、その他医業収益１億７，９２８万３，０００円に、医業外収益……。失

礼しました。医業収益の入院収益、外来収益、その他医業収益、合わせまして合計が２１億８２

１万４，０００円でございます。

医業外収益。受取利息５万円、他会計補助金２億７，８２３万６，０００円、患者外給食収益

９２万８，０００円、その他医業外収益３，０７２万４，０００円、資本費繰り入れ収益１，０

５１万８，０００円、長期前受金戻入額４，５３９万円、合わせまして３億６，５８４万６，０

００円でございます。

続いて、支出のほうでございます。病院事業費用、医業費用、医業外費用、特別損失を合わせ

まして２５億６，１７７万３，０００円となっております。内訳でございますが、医業費用。給

与費１５億５，５７０万６，０００円、材料費２億５，４１７万２，０００円、経費３億８，３

８６万６，０００円、４、減価償却費１億９，３７０万４，０００円、資産減耗費５０万円、６、

研究研修費１，０９２万６，０００円、これを合わせまして２３億９，８８７万４，０００円で

ございます。

次に、医業外費用でございます。支払い利息及び企業債取り扱い諸費７，７５９万５，０００

円、消費税８４０万、合わせまして８，５９９万５，０００円でございます。

３の特別損失。手当としまして先ほど説明いたしました７，６９０万４，０００円を計上いた

しております。

次に、６ページ、資本的収入及び支出でございます。資本的収入は、補助金……（サイレン吹

鳴）失礼しました。次に、資本的収入及び支出でございます。資本的収入は、補助金３，２０２

万７，０００円でございます。

また、資本的支出は、建設改良費、企業債償還金、貸付金を合わせまして１億９，９５４万２，

０００円です。

次に、７ページをごらんください。平成２６年度南部町病院事業会計予定キャッシュ⋞フロー

計算書でございます。業務活動におけるキャッシュフローは１億３，５４４万４，０００円、投

資活動におけるキャッシュフローは３，５９０万７，０００円、財務活動におけるキャッシュフ

－３８－



ローは△の１億９，２４７万９，０００円でございまして、資金期末残高は１億４，８６７万４，

０００円となる見込みでございます。

実施計画の予算の詳細につきましては、予算書の１５ページをごらんください。収入につきま

しては、医業収益は昨年度比３，２１７万６，０００円の増額を見込んでおります。

まず、入院収益は、前年度比１，９２０万３，０００円の増額を見込んでおります。入院患者

数は、前年並みの数字を目標にして２５年度に購入したり更新いたしました医療機器を積極的に

活用いたしまして、今期の診療報酬の的確な算定により単価のアップを図りたいと考えておりま

す。

外来収益は、前年度比７８６万５，０００円の増額を見込んでおります。今年度も引き続き町

からの委託を受け、アミノインデックス検査を初めとする検診事業に取り組み、住民の皆さんの

健康増進に寄与するとともに外来収益の確保につなげたいと考えております。特にアミノインデ

ックス検診は、今年度町の助成を受けます特区事業による補助金の該当が最終年度でありますの

で、より多くの皆さんの受診を健康福祉課とともに連携しながら進めてまいりたいと思っており

ます。

その他医業収益は、１億７，９２８万３，０００円で、前年度比５１０万８，０００円の増額

となっております。これは４月からの消費税増税の影響を見込んでおります。

次に、医業外収益でございますが、１６ページにありますように、本年度は３億６，５８４万

６，０００円で、前年度比３，０８１万４，０００円の増加となっております。

その他医業外収益では消費税の影響を見込み、前年度比２５６万５，０００円の増額になって

おります。

また、公営企業会計の見直しによりまして、従来、他会計補助金として計上しておりました備

品にかかわる企業債償還に対する補助金１，０５１万８，０００円を資本費繰り入れ収益として

計上しております。

また、長期前受金戻し入れ額として４，５３９万円を計上しておりますが、これは明細のとこ

ろ、右の説明欄のほうに記載しております。

次に、１７ページをごらんください。病院費用でございます。医業費用２３億９，８８７万４，

０００円で、前年度比７，４３６万７，０００円の増額となります。主な要因は、給与費１５億

５，５７０万６，０００円で、前年度比３，９８４万８，０００円の増額になります。職員の採

用、退職等による給与、手当の増額や退職手当の特別負担金等、法定福利費が増加しております。

次に、２０ページの材料費でございますが、これは前年度比２３９万円を削減しております。

－３９－



診療報酬の改定に伴う薬価の引き下げや診療材料等の購入価格の高等、使用の節減に努めてまい

ります。

次に、経費につきまして３億８，３８６万６，０００円で、前年度比２，５００万８，０００

円の減額になっております。委託費、消耗費等の削減に努めます。

次に、２２ページをごらんください。減価償却費につきましては、医療費の更新やみなし償却

廃止により１億９，３７０万４，０００円となり、前年度比７，２２０万４，０００円の増額に

なっております。

次に、医業外費用は、８，５９９万５，０００円でございます。内訳は、支払い利息及び企業

債取り扱い諸費として企業債、リース債務利息、合計しまして７，７５９万５，０００円が主な

ものでございます。

２４ページをごらんください。資本的収入及び支出でございますが、資本的収入は補助金３，

２０２万７，０００円となっております。

資本的支出は、建設改良費５７４万３，０００円、企業債償還金１億９，２４７万９，０００

円、貸付金１３２万円を合わせまして１億９，９５４万２，０００円でございます。

続きまして、予算書の１０ページにお戻りください。平成２６年度南部町病院事業会計予定貸

借対照表でございます。まず、資産の部でございますが、固定資産は４０億２，４２６万円でご

ざいます。流動資産は、４億９，６１２万５，０００円です。資産の合計額は、４５億２，０３

８万５，０００円でございます。

次に、負債の部でございますが、従来、資本の部に計上されていました借入資本金を固定負債

と流動負債に区分変更したため、固定負債の合計額は３５億８，７１４万７，０００円となり、

流動負債の合計は３億９，７５９万８，０００円となりました。また、繰り延べ収益に計上され

ている長期前受金３億３，６００、１５４円には起債償還にかかわる……（「１５万円」と呼ぶ

者あり）補助金のうち翌年度以降に繰り越すこととなった１，０８０万９，０００円……。

○議長（青砥日出夫君） 管理者、今のどこだったかいな……（「長期前受金」と呼ぶ者あり）長

期前受金の値が違ってました。

○病院事業管理者（吉原 賢郎君） どうも失礼しました。繰り延べ収益に計上されている長期前

受金３億３，６１５万４，０００円には、起債償還に対する補助金のうち翌年度以降に繰り越す

ことになった１，０８０万９，０００円を含んでおります。以上により負債合計は、４３億２，

０８９万９，０００円でございます。

次に、資本の部でございますが、区分変更後、資本金は６億４，８３１万４，０００円です。
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資本剰余金、利益剰余金を合わせまして△４億４，８８２万８，０００円となり、資本合計は１

億９，９４８万６，０００円です。したがいまして、負債資本合計は、４５億２，０３８万５，

０００円となってございます。

以上、南部町病院事業会計予算の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（青砥日出夫君） 引き続きまして、議案第３８号、平成２６年度南部町在宅生活支援事業

会計予算。

吉原管理者。

○病院事業管理者（吉原 賢郎君） 病院事業管理者です。続きまして、議案第３８号、平成２６

年度南部町在宅生活支援事業会計予算について御説明させていただきます。なお、さきに病院事

業会計で御説明いたしましたとおり本予算も地方公営企業制度の改革を受け、会計基準の見直し

を適用し、作成しております。

注記につきましては、予算書１０ページに記載しております。よろしくお願いいたします。

それでは、予算書１ページをごらんください。総則。第１条、平成２６年度南部町在宅生活支

援事業会計予算は、次に定めるところによります。

業務の予定量。第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。訪問看護事業、介護保険対象者

１，３９２回、医療保険対象者１，７８８回。

第３条、収益的収入及び支出の予算額は、次のとおり定める。

収入。第１款在宅生活支援事業収益２，９１１万１，０００円。内訳は、訪問看護収益２，９

１０万５，０００円、その他６，０００円でございます。

支出でございますが、第１款在宅生活支援事業費用は３，０７５万７，０００円で、内訳は訪

問看護費用が２，９１１万１，０００円、特別損失が１６４万６，０００円でございます。

次に、２ページの一時借入金。第４条、一時借入金の限度額は、２００万と定めます。

議会の議決を経なければ流用できない経費。第５条、次に掲げる経費については、その経費の

金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またそれ以外の経費をその金額に流用する場合は、議会

の議決を経なければならない。職員給与費２，９０５万２，０００円でございます。

第６条、棚卸資産の購入限度額は、１４万円と定めております。なお、病院事業会計予算でも

御説明いたしましたが、在宅生活支援事業会計におきましても収益的収支におきまして赤字予算

となっております。これは公営企業会計基準の見直しにより、平成２５年度に帰属する賞与１６

４万６，０００円を特別損失に計上したためでございます。
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続きまして、４ページをごらんください。平成２６年度南部町在宅生活支援事業会計予算実施

計画でございます。収入につきましては、在宅生活支援事業収益として訪問看護収益２，９１０

万５，０００円、その他収益６，０００円を合わせまして２，９１１万１，０００円でございま

す。

支出でございますが、在宅生活支援事業費用の予算総額３，０７５万７，０００円でございま

す。内訳としましては、訪問看護費用２，９１１万１，０００円、特別損失１６４万６，０００

円でございます。

次に、５ページをごらんください。平成２６年度在宅生活支援事業会計予算キャッシュ⋞フロ

ー計算書でございます。下段に記載のとおり平成２６年度資金期末残高は、６４４万４，０００

円になる見込みでございます。

続きまして、予算書１２ページをごらんください。平成２６年度南部町在宅生活支援事業会計

当初予算見積書でございます。第１款の在宅生活支援事業収益から御説明いたします。訪問看護

収益は２，９１０万５，０００円で、前年度比１３万２，０００円の増額となっております。特

に介護報酬収益は、２５年度の実績により引き続き利用者の増加を目標に予算を計上しておりま

す。

次に、支出の内訳でございます。１３ページです。まず、訪問看護費用でございますが、給与

費２，７４０万６，０００円で、前年度比３５万３，０００円の増額となってございます。

材料費につきましては、前年度と同額を計上しております。

経費は、１６１万５，０００円で２５年度の実績から精査し、２２万円の削減となっておりま

す。

訪問看護費用の総額は、２，９１１万１，０００円で、前年度比１３万３，０００円の増額と

なっております。

また、特別損失は、２５年度に帰属する賞与１６４万６，０００円を計上してございます。

以上、説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 提案説明が終わりました。

ここで休憩に入りたいと思います。再開は１３時ちょうど。御苦労さんです。

午前１１時４７分休憩

午後 １時００分再開

○議長（青砥日出夫君） 再開いたします。
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⋞ ⋞

日程第１５ 議案に対する質疑

○議長（青砥日出夫君） これより、日程第１５、議案に対する質疑を行います。

質疑に当たっては議事の進行上、４日に提案説明のあった議案を含め、提案順に行います。

質疑は、会議規則第５４条にもあるとおり、疑問点のみについて簡明に行ってください。また、

個別質疑につきましては予算決算常任委員会で行うことになりますので、総括的な質疑のみをお

願いをいたします。

そういたしますと、議案第２号、平成２５年度南部町一般会計補正予算（第７号）、質疑あり

ませんか。

５番、植田均君。

○議員（５番 植田 均君） ２５年度一般会計補正予算について、質問いたします。

１点目は、予算書の２４ページ、農業振興費ですけれども、いずれの項目も減額の金額が大き

い。補正予算の説明資料を見ますと、なかなか農業者の実情にこの予算が対応できてないといい

ますか、一旦申し込んだけれども、いろんな事情で辞退をされるというような状況も見てとれる

んですけれども、私、２６年の当初予算も関連するんですけれども、この２５年予算の最終結論

は出ておりませんけれども、状況をどのように見て今後どのような展開が必要かということにつ

いてお伺いをいたします。

次に、４４ページです。生活保護についてですけれども……（発言する者あり）済みません、

ちょっと申しわけありません。これは申しわけありません。どこだったんだろうな、４４ページ

と書いておりますが……（発言する者あり）もうないですね、４４はないですね。（発言する者

あり）わかりました。こちらの説明資料だと思います。こちらの説明資料の４４ページです。ご

めんなさい、失礼しました。生活保護扶助が当初の見込みから減額されているわけですけれども、

例えばあらゆる税の徴収の状況とか、私が気になっておりますのは後期高齢者医療の滞納とか、

そういう生活弱者と言われるような方々が実際にはおられると思うんです。そこに十分な対応が

できているのかという私は疑問がありまして、いろいろ税の徴収事務とか生活相談とか、そうい

うこととあわせて福祉事務所が連携して対応ができているのでしょうかということをお尋ねした

いと思います。

３点目は、同じくこの資料の６４ページです。（「個別じゃないだか」と呼ぶ者あり）いや、

総括ですよ。しっかり守る農林基盤交付金ですけれども、これも昨年の災害の対応で県が十分に

この財源を保障するので、災害復旧に役立ててほしいということで予算がつけられたものと考え
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ておりますが、必要なところに必要な工事が完了できているのでしょうか。１つ疑問なところが、

地元負担が２０％ということが何か障害になっているようなことはないのかという懸念があるも

のですから、その点を伺います。以上です。

○議長（青砥日出夫君） 産業課長、仲田憲史君。

○産業課長（仲田 憲史君） 産業課長でございます。農林業関係の予算の減額が大きいというよ

うな御質問でございます。特に中山間等の直接支払いの交付金が３００万余り減額になってるわ

けでございますが、これにつきましては実績に対しての減額の数字でございます。あわせて次世

代梨のブランド創出事業、これも７００万余り減額になっております。これにつきましては低コ

スト網かけ施設のモデル園の設置事業というのがこれは県事業でございまして、これが１０分の

１０の補助率でこの事業実施をされることになりました。したがいまして、当初予定をしていら

っしゃった４人の方が１０分の１０の県事業のほうに移行されて、このような減額になったとい

う運びになりました。その他の減額項目につきましても県のほうの補助金の減額、こういった状

況も浮上してまいりまして、このような減額の結果になりました。とはいえ、当初予算におきま

しても最終的な決算見込みを精査した上で、予算計上は当然していかなければなりません。減額

になりましたこと、２５年度を踏まえて２６年度にはこういうような減額結果にならないような、

そういうような執行を心がけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 福祉事務所長、頼田光正君。

○福祉事務所長（頼田 光正君） 福祉事務所長でございます。生活保護担当部局と税務等の部局

との連携がとれてるかということの御質問だと思いますけども、例えば税務課等で滞納、税金が

払えなかったりしておられる方が水道料にしてもそうですけども、御相談等がそこの部局にござ

いましたら、収入等がなくて払えないというような場合等は、生活保護担当部局のほうに相談し

てもらうようにということでつないでいただいて、また内容等をお伺いして必要に応じて保護適

用をさせていただいたり、ほかの制度につなげるものがありましたら、その紹介をさせていただ

く等の対応をとらせていただいております。

○議長（青砥日出夫君） 次、行きます。（発言する者あり）

６４ページ。

建設課長、頼田泰史君。

○建設課長（頼田 泰史君） 建設課長でございます。しっかり守る農林基盤事業に御質問をいた

だきましたので、答えます。災害のほうでというお話がございましたけど、ちょっとごっちゃに

なってるようでございまして、災害のほうは産業課が担当しております小規模の４０万円以下の
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財源に、県のほうのしっかり守るこの基盤事業のほうも充てれるよということで、現に充ててる

ようでございます。この事業は建設課が担当してます、ここに上げておりますような個別の農業

施設の修繕なり改修なりの事業の費用ということでの事業でございまして、上げておりますよう

に、大きく減額になりました要因としましては真ん中どころにありますけども、掛相のため池の

シート張りというのが地元調整がちょっと不備がございまして、秋の時期じゃなくて来年でいい

よということを言われましたので、その部分が８００万減額になってると、これが一番大きな原

因でございます。

それから、地元負担金２割の問題でございますけども、これはこういう制度でよろしくお願い

しますというか募集をしておりますので、その２０パーについての御不満というのはございます

でしょうけども、この制度でございますから個別に２０パーはだけんどうだこうだということは

なくて、これを踏まえて一応、負担をするから事業をしたいということでお申し込みをいただい

ているというのが現状でございます。以上でございます。

○議長（青砥日出夫君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 細かいことは総括質問ではなりませんので外しますけども、私、

１つ、１４ページなんです、補正予算の。町長の考えというか構想というんですか、そういうこ

とをどうでしょうかということを伺います。実は農業水産業、県の補助金ですね、これ、説明書

で見ますとほとんど１０分の１０というんですか、そういう形の補助なんですよ。にもかかわら

ず、説明書を見ますと計画をやめるだとかそういうような状況なんです。農業の現状といいます

と、私は非農家ですから直接やっておりませんが、農家をやっておられる方にいろいろ聞きます

ともうやる気がなくなったと。というのは、やってもなかなか自分の収入というか所得のほうに

つながらないということなんですよ。私がそこで聞くんですけども、現状のままでやったら、町

長、南部町の農政ですね、特に米づくりなんですが、どのように思っておられるでしょうかとい

うことをお聞きするんですが、どうでしょうか。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。農業の不振というのは、これは長い間にわたって不

振でありまして、なかなか我が南部町のみでこれが解決するというようなことにはならないわけ

であります。特に農業従事者の高齢化、それから担い手不足、それからいわゆる荒廃地の拡大な

ど、現状は非常に厳しいものだというように私は思っております。

国のほうでは、２６年度の予算に向けて新たな農業政策を打ち出しております。これはいわゆ

る産業政策としての農業と、それから地域政策としての農業という２つの両輪に分けて農業の振
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興を図っていこうと、こういうことであります。

産業政策としての農業としては、やはり企業参入だとか集落営農だとか認定農業者だとか、そ

ういう農業を担っていただく方に農地を集積をして大規模化をして、そして、コストダウンを図

ると。いわゆるＴＰＰ交渉などで言われております競争力のある農業をつくっていこうと、こう

いう方針であります。そういう方針を実現していくために農地の中間管理機構をつくったり、さ

まざまな新たな施策というものも打ち出されているわけです。大体それで現在、大規模農家が全

耕地の半分ぐらい、５割ぐらいを担っているようですけれども、全国的に。これを大体８割まで

引き上げるというぐあいに目標を持っております。

それから、それだけではやはり中山間地の農業はなかなか大規模化といっても地形的に難しい

わけであります。したがいまして、それは地域政策ということで国土の保全だとか環境の保全だ

とか、あるいは動植物の生存を保障するんだというような、いわゆる多面的で公益的な機能の発

揮を継続、維持するというような地域政策ですね、こういうことでやろうということであります。

これは農地の直接支払いや、あるいは農地⋞水の支払いですね、こういう施策をもって支えてい

こうと、こういうことになっているわけであります。従来、中山間僻地で生産されたお米も、そ

うではない平たん部で生産されたお米も同じ価格で売るときには売ると、いわゆる市場の中で評

価を受けるわけでありまして、なかなかおもしろくないところがあったわけですけれども、今回

の農政改革で非常に大きな方針転換が私はなされたというように思っております。

それと、もう一つは、特に南部町のような中山間地の農地を守ろう、農地を農地として守って

いくためには米粉用とか飼料米ですね、これは非常に、特に高く政府が手厚く支援をするという

ようなことでありまして、最大は１０万５，０００ぐらいですか、１反で。水を張ってそういう

お米をつくってさえおれば、これはいわゆる国民の消費に回さずに米粉用として、あるいは飼料

としてそういうことに活用すれば農地はそのまま維持できますし、それから所得も平地のお米を

つくるぐらいの所得が上がると、こういうことを想定してやっているわけです。したがいまして、

今まではなかなか国の農政に逆らって農業振興をやっても農家には余り有利ではなかったわけで

すから、国の政策に従ってずっとやってきて今日のこういう結果になっているわけですが、やは

りこのたびの農政転換の中でも国の政策に乗っていったほうが農家の所得はふえていくと、こう

いう見込みでありますから、このたびの農政改革の方向に沿って対応していきたいというように

思っております。国自身も非常に危惧をいたしておりまして、減額の補正をするようなことです

から残念なんですけれども、こういう実態を乗り越えていくような国の施策に沿った南部町の施

策というものをつくり上げていくようにしたいと、このように考えております。
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○議長（青砥日出夫君） １２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 答弁をいただきました。私は、先ほど町長がるる申されました飼

料米だとか、あるいは食料としての米にするにはブランド化とかそういうことで付加価値をつけ

てということなんですけども、町内でも聞きますとほたる米だとか菜の花米だとかそういうこと、

ブランド化しようということで、あれで。なかなかこれも大変なようなことを聞きます、取りま

とめとかそういうことでね。私は、先ほど言われた国の政策が、いわゆる減反政策のもとで反当

たり１万５，０００円でしたか、１０アール、１反ね、１万５，０００円。それが２０１８年で

はもうそれ、廃止するんだということで暫定的に半額７，５００円のというぐあいなんですよ。

そういうことで大変やっぱりやる気がなくなったということを聞くわけなんです。そこで私が主

に思うのは、県がこれだけの１００％ですか、１０分の１０のをやってもそれでもなかなか担い

手ができないというような状況なんですよ。私は、一般質問じゃないですからいいんですけど、

要望としてこれに対する町としての上乗せということも考えるべきだと思うんですが、その点に

ついて再度答弁お願いします。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。１０分の１０のさらに上乗せといっても、これはで

きないわけでありまして、例えば聞いておりますのに新たに子牛を導入して増頭計画を持ってお

りましたけれども、現在子牛の価格が異常なほど高いわけであります。そういう市場と絶えず相

談しながら事業はやるわけですから、ただ補助金をこっちは用意をして応援するわけですけれど

も、補助申請しておって何でやめただって言われても、農業者の判断でみずからがこれでは仕入

れが高くて肥育をして売り出してももうけにならんと、こういう判断をなされるわけですから、

これはやはりそれに伴ってこの事業が追加になったり減ったりすると、こういうことはあるわけ

です。したがって、このことですぐ農業が衰退しておるということにもならないわけであります、

市場の判断ということもあるわけですから。私も聞いてみたいぐらいなんですけれども、どうし

たらほんならいいのかということですね、どうしたらいいのかということを聞いてみたいぐらい

なんですけれども、さっきおっしゃった八手干し米、ほたる米ですか、こういうブランド化とい

うことは当然やっていくべきだと。農業者みずからが売れる米をつくっていかないけんという方

向ですから、もう決まった値段で決まっただけは買い取りますということではなくて、農業者み

ずからが需給状況をこれから判断して、つくるものを考えてつくりなさいということで変わるわ

けですよ。今までは役場が、亀尾さんは例えば１トンなら１トンつくってくださいとか、あるい

はそのためには面積は何ぼつくってください、どれだけは減反してくださいというようなことを
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今までやっておりましたけれども、これを平成３０年産からは……。だかいな。役場がもうかか

わらないと、農業者みずからがみずからの判断でお米をどの程度つくるのか、あるいはお米より

もっといい大豆だとか麦だとか、そういう基幹作物をつくっていくのかというようなことをみず

からが判断してやりなさいということに変わるわけです。そういう農政の大きな転換があるわけ

でして、ここには見落としてはならない視点があるというのが私の考え方でありまして、やっぱ

り中山間地の農業というものを本当にこれだけで守られるのかというような思いがあるわけです。

したがって、例えば今回２６年度の予算で提案をしております農家のつくられた野菜を庭先集荷

で町のほうでお世話をして、そして、市場にお手伝いして運んでさしあげる。そして、換金して

いくというようなきめの細かいことをやっていかんと、奥のほうの農業というものは守られない

だろうというような思いなんです。ぜひ御賛同もいただきたいと思いますけれども、そういうき

め細かなことも一方ではやっていかんといけんと。ただ、その補助率を上げさえすればいいとい

うようなことではないと思っております。

○議長（青砥日出夫君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 補正予算について３点お聞きします。

まず、１点目、今回の平成２５年度の３月議会の補正予算というのは、私どもに入っている資

料では政府が地方財政計画を立てるに当たってアベノミクスによる効果を狙っているんだけども、

消費税が４月から導入するに当たってこの３月補正、いわゆる年度末補正で景気下支えをしてい

く予算を組んだんだという情報が入ってきてるんですね。いわゆる政府は、１５カ月予算として

組んだんだと。その中では、地方財政によっては昨年度、私たちがわからなくて勉強させてもら

いました、いわゆる地域の元気臨時交付金の話がありましたよね。あのような制度も新しい形で、

がんばる地方交付金という形で出てきているというふうな情報が入ってきているんですよね。こ

れらはいわゆるアベノミクスというんだけども、景気回復が波及しない財政力の弱い市町村には

使ってくださいよと、いわゆる公共事業について補填分ですよね。そういうのが出ているんです

けども、今回の南部町の補正予算には、いわゆる経済対策としては防災安全交付金３２５万、こ

れ、経済対策ですよね。これが組まれているんですね。要するに政府がアベノミクスだと言いな

がら、下支えしなければ地方は大変なんだということでやっているこの地方財政計画の中で、南

部町はこのようながんばる地方交付金等のことを申請ができなかったのか、それとも該当するも

のがなかったのか、その点についてお聞きしたいと思うんですよ。規模にしたら今回の補正予算

は５．５兆円で、結構な金額だというふうに私どものところには入っているわけですね。できた

らそういうものを積極的に使ってやりましょう、いわゆる住民要求ついてやりましょうというこ
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とはあるんですけども、それについてどのように対応なさったのかということを１つ聞きます。

２点目が、一つはこの中で、今回３億幾らの減額なんですけども、このうちの大半２億ちょっ

とが、いわゆるデジタル化、防災行政無線の。それの減額なんですよね。これは当初予算で見た

ら４億幾らから、計算してみたら約５６％ですね。ここで一言お聞きしておきたいのは、詳しい

ことは委員会で聞くにしても、いわゆる公契約上でこのような契約の数字のあり方ですよね、町

長。行政側にしたら発注すんねんから安いほうがいいと言うかもしれませんが、このような数字

が出てくることについてどう考えているのかということですね。それをお聞きしておきます。

それと、３つ目が、今回西部広域が減額の１，４２５万５，０００円上がっています。ここで

西部広域に出ているのは町長だけですからお聞きしたいのですが、議長も出ていらっしゃいます

か。私どものところには１０数年前に大もめにもめてつくったエコスラグセンターを廃止すると、

２７年度ですか。これは莫大なお金を使って計画を立てて、異論があるにもかかわらずつくって

きた経過というのがあるんですね。町長、この西部広域ではエコスラグセンターを閉鎖するに当

たるまでの経過と、それに伴った財源等をどんだけ投資してどれだけの成果があったのかという

のは出ているんじゃないかと思うんですけども、そういう資料があったら出してほしいし、これ

についての町長の見解についてもお聞きしておきたいと思います。以上です。

○議長（青砥日出夫君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。先ほど地方財政計画の関係でアベノミクス

効果を出すために、そういう財政措置ということでございますが、元気の交付金の関係は２４年

度の繰り越しの水道統合の関係とストック点検に充てさせてもらっておりますが、先ほど言われ

ましたのはがんばる地域の関係だと思いますが、これについてはまだ具体的に充てるものが来て

ません。そういう話があるということは財政計画の中でうたってあることはあるんですが、今回

充てる分には、うちのほうで充てる事業というのは指示も何もありませんし、これからだと思っ

ております、それについてはですね。

それから、もう１個何かありましたですっけね……。あと、それと緑プロの関係で、実は保育

園のほう、財政の分で１億５，０００万、緑プロの補助金をもらう、交付金をもらうようにして

いるんですが……（発言する者あり）これは今の関係の財源が当たってると思っておりますので、

この分には使われてるんじゃないかと思っております。（発言する者あり）

○議長（青砥日出夫君） 企画政策課長、矢吹隆君。

○企画政策課長（矢吹 隆君） 企画政策課長でございます。デジタル化の金額が半額になって

公契約云々でどうかというようなお話でございます。６月当初にお諮りしたときにも御説明させ
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てもらったかと思いますが、これは入札結果でございます。他町を見ましても例えば岩美町さん

なんかでも５．５億のところを２億数千万といったような実態もございます。それから、最終的

に今年度でこの事業を終了するんですが、結果を見ても全く問題なく事業としては終了する。そ

ういった実績もあるもんですから、担当課としてはこの金額では問題ないんじゃないかというふ

うに思います。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。西部広域のエコスラグセンターをやめるということ

については、この間の経過などについては議長さんからも報告があっておるというように思うわ

けですが、どのような資料が必要なのか聞かせていただいて、必要な資料を提出するということ

は議長さんにお話しいただいて、大体議長さんがみんな持っておられると思いますけど、執行部

のほうでつくれということなら、つくらせていただいてもいいのではないか思います。それと、

エコスラグセンターは確かに大きな金かけてつくって、もうちょっともってごさな困るなとは、

正直なところは思うわけですけど、一つは下水道汚泥というものを焼却残渣と一緒に混合して溶

融をするという、そういういわゆる溶融の原料の一番最初の段階ですね、ここが５対５ぐらいで

大体、半々ぐらいでやらんといけんというような設計だったようですけれども、米子市の下水道

が小野田セメントですか、宇部かどこかに下水道汚泥を持っていってここに入れなくなったわけ

ですよね。そういう途中の経過があって率を変えたものを灰溶融しますと非常に効率が悪いとい

うことです。経費もかかる。それから、我々がやっております日吉津と大山と西伯でみのりの郷

ですね、ここも本当はあのみのりの郷が耐用年数が来た２２年にやめて、耐用年数が来るわけで

すからやめて、下水道汚泥をエコスラグセンターに入れますという計画だったわけですよ。とこ

ろが、私どももコンポスト化というものが大事ではないかということで、そこにエコスラグセン

ターに汚泥を入れずに、こちらでコンポスト化というものを継続したわけです。基幹改良して、

耐用年数延ばしてコンポスト化をしているというようなことで、米子市のことばっかり言われん

わけです。そういう町のそれぞれのさまざまな事情があって、なかなか当初の計画どおりエコス

ラグセンターが動かんと。そして、経費もかさむというようなこと、それから一応、耐用年数も

来たということであります。そういうことで今回上は立派な建屋がありますので、それは生かし

ながら中で年の経過とともに需要の高まっているプラスチック残渣の分類をして、燃料としてま

た売っていこうというようなことで今、動いているわけでございます。それが経過でございます

ので、また見解はどうかということですが、これは広域でみんなと相談してすることですので私

は残念ですけれども、やむを得んことだろうなというように思っております。このまま続ければ
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経費がかかってえらいということであります。以上です。

○議長（青砥日出夫君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 先ほど言った、いわゆる経済対策に使われた中には緑の再生プロ

ジェクトでしたっけ、それが入ってるんだと。別に使わなかったからいけないじゃなくて、国の

経済対策を町がどのように利用してきたのかということを知りたかったわけですから聞いている

ので、その緑の再生プロジェクトが入るのであれば来年度の予算に入るわけかな、ですね。そこ

で説明していただきたいということと、今、課長がおっしゃったがんばる地域交付金というのは、

これ、今後来るんだということで言えば、該当するものがあれば使うのだというふうに見ていい

のかと。今の段階で、いわゆるがんばる地方交付金に該当するとすれば何があるのかというのを

教えてください。

それと、デジタル化の分については、お聞きしたいのは、なるほど、経費がこれについては金

額の差があるということは全市町村で出ているんですけども、地方自治体とすれば、一方では公

契約ですね、適正な価格でということを追求していく一方で、このような差が開く落札がある自

体をどう改善していこうとしているのかということを町長にお聞きしたいんですよ。もしそうで

あれば、見積価格をするときに変えたらええんちゃいますか。それを議会からすれば、見るとき

にこれぐらいの金額かかるので、５億幾らかかるんだと説明受けて、幾ら下がるかわかりません

がということを言うんですけども、そんなに小さな町だったら確かに５億って大きな金額なんで

すよ。それがぼんと半分に減ってよかったよかっただけじゃなくて、予算を見積もりするときに

どうかということの判断がもっと的確にできないかということです。であれば、ほかのことにも

予算化できるものですから、その点についてどう改善すれば予算が適切な価格が計上できるのか

という点について、どうお考えなのかということを教えていただきたい。

それから、エコスラグセンターについていえば、町長は大変残念だとおっしゃいましたよね。

私は、西部広域行政管理組合のエコスラグセンターは、つくるときに各市町村から少なくとも異

論がたくさん出ていた内容だったんではないかと思うんですよ。米子が途中で変わった問題、う

ちの町にしてもみのりの郷を持っていながらここに参加することについての是非もあったのでは

ないかと思うんですね。なかなか西部広域行政管理組合ということは、住民の目が届きにくいと

ころにあるんですけども、ここで莫大な金額が動いて、耐用年数が来たからと言うんですけども、

エコスラグセンターって物すごくお金かけたんですよ。資料として出していただきたいのは、こ

れは議長の責任ではなくて、当事者としてお金出している町の責任としてエコスラグセンターに

どれだけのお金を投与してきたのかということですね。できればエコスラグセンターをうちの町
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が使って、どれだけの効果があったのかということをお出しいただきたい。これは議長ではなく

て町にお願いしておきたいが、どうでしょうかという３点です。どうでしょうか。

○議長（青砥日出夫君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。先ほどちょっと説明がなかなかわかりにく

いような説明して申しわけありませんでした。先ほど緑プロの１．５億円の関係でございますが、

これは今回の分を国の予算で充てられていた、国の予算の補正の部分で充てられておりましたの

で、そこに使われているという考えでございます。

それから、今後ということでございますが、現在、がんばる地域の交付金については、これは

限度額が示されておりません。昨年に比べると額が大幅に減るということでございまして、大体

予算規模で１６分の１程度になるんじゃないかということでございますが、まだ南部町に幾らと

いうことは来ておりません。来れば今の例えばすみれ保育園の建築等に起債部分がございますの

で、そこに充てるんじゃないかと思っております。以上です。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 公契約のあり方という総括的な御質問でありますけれども、やっぱり税

金を使って公共的なものをさまざま調達するわけですから、基本的には安いほうがいいというの

があると思います、安いほうがいい。しかし、安いほうがいいということをあんまり追及します

と大工さんだとか左官さんだとか、そういういわゆる一番末端でその事業に携わっていただける

方たちの暮らしの破壊も進んでいくということになると思います。したがって、安いばかりでは

いけんということですね。いわゆる役所が調達するものについては市場だとか、あるいは先ほど

申し上げたようなさまざまなことを解決するような、そういう設計額というんでしょうか、これ

が求められるのではないかと思っております。今回のデジタルの工事なんですけれども、この分

野は近年非常に競争が進んでいて、価格に合ったものを外国からでも取り寄せると、安いところ

からですね。価格に合ったものを外国からでも取り寄せるという、そういうグローバルな市場を

抱えていて受けたのはナショナルでした……（「パナソニック」と呼ぶ者あり）パナソニックで

すから、そういうことも調達能力がある大企業でありますから、したがって国内だけというよう

なことにはならんわけですよね。それで、これが価格破壊なのかどうなのか、もっと本当は安い

のか、これは私にはちょっとわかりませんけれども、そういう大幅な安い価格で落札工事をして

いただいたのではないかと、このように思っております。そういう二次製品が中心になるような

公契約については、これはやっぱり世界中安いところから調達できる能力があるわけですから、

こういう実態を踏まえた設計というものも必要になってくるのではないかと、このように思って
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おります。それから、人夫賃ですね、そうはいっても実際に取りつけをしたり、あるいは線を張

ったり電柱を立てたり、こういうことはよそから来てやるわけではない。地元の人が行うわけで

すから、そういう賃金に関する部分ですね、こういうことについてはしっかりと公的な制約と言

ってはなんですけれども、要請はしていかなければいけんだろうなというのが私の公契約に対す

る考え方であります。

それから、エコスラグセンターのどれだけの効果があったかというのは、これはなかなか難し

いわけでして、ここで焼却すれば焼却灰や残渣が出るわけですが、それをそのまま最終処分場に

それぞれの町が持っていけば最終処分場は無限ではないので、今まで想定したよりも早くいっぱ

いになって、新しい処分場を探して新たなまた投資もしていかないけんということにつながって

くると思うわけですよ。エコスラグセンターで減容化をして最終処分場の延命化を図るというこ

とでありますので、私は数字的にどれだけの効果があったのかと言われても、なかなかこれはお

答えは難しいわけですけれども、そういう最終処分場の延命化というようなことにつながってき

ているということで御理解をいただきたいと思います。

○議長（青砥日出夫君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 補助金等については、がんばる地域交付金が来た場合にはすみれ

保育園等の分に充てたいということだったと思いますので、来たらぜひそんなふうにしていただ

きたいというふうに思います。

それから、公契約の分ですけれども、ここで２つ、最後に言われましたやっぱり一番心配して

るのは、地元でいろんな工事を出すんだけれども、町の工事は値切られていけんと、生活が成り

立たんと、営業できんということも耳に入ってきています。少なくとも材料費等が大きなところ

で下がってくるのは大いに結構かもしれませんけれども、人夫賃等を、人件費等を削ることがな

いようにということは、先ほど町長が最後に言われました町が発注する工事については金額がど

うあろうと、そこでの下請、孫請になるのか知りませんが、そこでの人夫賃がどうかというとこ

ろについての把握もぜひしていただきたいと。このことについてきちっとするということを確認

したいと思うのと、ちなみに今回のデジタル事業を発注するに当たって、いわゆる予定価格が出

ますよね。設計見積額をそのまま出したのか、それとも町が何％かを差し引いて予定価格とした

のかという点ですね、そこをちょっと教えてください。

それから、３つ目のエコスラグセンターは、であるならばエコスラグセンターの建設の費用と

過去１０数年でしたっけ、２０年もってませんよね、たしか。だと思うんですけど、そこでの運

用、いわゆる毎年の費用、それからこのときも鳴り物入りだったんですよ、減容化がすごいんだ
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と。この減容化がどれぐらいの規模でなされたのかということ、これは西部広域でつかんでると

思うんですよ。だって、すごいお金かけてやりましたからね。それを教えていただきたいと思い

ますが、どうかという点です。

○議長（青砥日出夫君） 企画課長、矢吹隆君。

○企画政策課長（矢吹 隆君） 企画政策課長でございます。引き続き、デジタル化についての

お問い合わせでございまして、予算額が４億８５５万５，０００円でございまして、予定価格が

３億８，６４０万でございます。以上です。（「見積価格がそのまま予定価格になったのかと聞

いてるんです。そういうこと聞いてる。値切ったんちゃうのと聞いてるんです。値切ったら値切

ったでいいし、ちょっと引いて出したんじゃないですかと聞いてるんです」と呼ぶ者あり）

○議長（青砥日出夫君） 予定価格が４億……。

町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。どの程度減容化になっているのかというのは、これ

は広域になと聞いてみんとわからんということですね。そういう議長さんの資料でわからんとこ

ろについてまとめていただいて、議長さんにまたこういう資料を出してほしいということを聞か

せていただきたいと思います。

それから、いわゆる公契約の関係の予定価格とかなんとかおっしゃいましたけれども、それは

また委員会ででも話せばいいのではないでしょうか。

○議長（青砥日出夫君） 広域の資料については閲覧の棚に入っておりますので、それを見ていた

だいて……（「わからんところ……」と呼ぶ者あり）わからんところがあれば私でも何ぼでもあ

れしますので、必要なことをおっしゃっていただいたら私のほうで解決いたしますので……

（「今年度のを見てわからんということ、ずっと１０何年……」と呼ぶ者あり）そうそうそうそ

う、だからそれは広域に聞いてでもあれしましょうということを言っております。（発言する者

あり）つくったもんを送らせましょう、向こうから。

そうしますと、議案第３号、平成２５年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）。

８番、細田元教君。

○議員（８番 細田 元教君） この補正予算も実績でして、大体これが決算に直結するような感

じですが、説明資料の中のこれは１０１ページと……。１０９ページ、１１０ページを関連して

ですが、１０１ページ、国保会計の分ですが、要は３，２９８万５，０００円も補正せな医療費

が払えないような状態になっている、医療費が伸びたということですね。それで、基金も崩さな
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いけん状態になったですが、１０９ページ、１１０ページで特定診査事業、それと保健施設給付

事業がそれぞれ減額になってるんですよ、恐らく４００万近く。この辺の関係、この国保会計が

一番ちょっとあれと思って縦割りみたいになっておるんですね。この会計については町民生活課

がきちっと数字的なことは掌握しておられますが、この保健事業というのは健康福祉課なんです

ね。この辺の連携がうまくいってないような気がいたしますけども、これは誰に聞いたらいいで

しょうか。町長でしょうか、担当課でいいでしょうか、その辺をちょっと教えてもらえませんか。

ここが大事なところだと思いますけども。町長、顔を隠さなくてもいいですよ。

○議長（青砥日出夫君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。先ほど細田議員さんのほうからこういう事

業の関係が、その連携がうまくいってないことから起きてるんじゃないかということがございま

した。来年度、２６年度ございますけども、この関係がございまして国保の係を１つにしようと

思っております。一応、町民生活課に置きたいと考えておりますが、この中に保健師の配置、あ

るいは全員の配置も加えていきたいと考えておりますので、一体的にこの危機的状況を捉えてい

くということで考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） ８番、細田元教君。

○議員（８番 細田 元教君） これに関連して確かにこの２６年度予算をぱらっと見ましたら、

前年度実績に基づいて健康診査ですか、この保険給付費か、そんなんが出てましたね。前年度実

績というのは決算を、恐らく予算は２４年度決算に基づいて予算を立てられたと思うんですけど

も、ほったらそのまんまやっちゃったということになっちゃいますけども、本当に今の保健師さ

んでこういうきちっとできる、またしていただかないけないと思いますけども、後期高齢医療も

後期高齢の保険者も今回、今度保健師を入れると。それで、国保のデータベースを基本としてこ

れに当たると、市町村と連携してこれに当たるといっていうようになっておりますが、我が町と

してはその保健師さんがこういうことでちゃんとできるのかどうか、これは担当課としてぜひと

もお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。健福だろう。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。国保の状況は、基金も底をつきまして危機的な状況

であります。これは以前から大体わかっていたことなんですけれども、なかなかふえ続ける医療

費に適切な対応を図っていくというのは具体的にどうやっていっていったらいいのかと、この保

健活動が重要で、いわゆる医療費を減らすには保健活動をとにかくしっかりやっていくというこ

とがポイントだろうというように私は考えて保健師さんを積極的に採用して、御活躍に期待をし
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てきたわけです。これは他の町村と比較したら比べ物にならないほどの保健師の数だと思います。

また、２６年度も２名の採用をする予定にしておりますけれども、そういうぐあいにしてきたわ

けですけれども、なかなか医療費の増嵩に歯どめがきかんということであります。よく考えてみ

ますと保険を主宰する国民健康保険の担当課は町民生活課、それからその税を徴収するのは税務

課、それから保健指導したり医療費を抑制していく係は健康福祉課と、いわゆる３頭立ての馬車

のような形になっておるわけです、南部町の場合は。これを私は、１つにして同じ国民健康保険

課とか、あるいは保険係だとか、そういう１つのセクションでみんなが一緒になってこの国保を

何とかしようという気持ちで働いていただかなければいけないのではないかとこのように考えま

して、実は総務課のほうに２６年度から組織を若干、組織というか体制を変えて、これらの３頭

立ての馬車が１頭で同じ方向に向かっていけるような体制を組んでいただきたいということをお

願いいたしております。ここまでなってから遅いのではないかという御批判もあるかもわかりま

せんけれども、やれることをとにかく気がついたときにやるという気持ちで、そういう体制で新

しい年度から臨んでいきたいと。保健師さんも結局、臨場感がなかなか生まれんのではないかと

思うわけですよ。保健活動はもちろん一生懸命やっていただいておりますけれども、それは国保

だけということじゃないわけですから、あまねく、幅広く保健活動はやっていただいている。だ

けど、ある程度国保に特化して国保会計、あるいは国保の受診者の健康というものをもうちょっ

と特化して保健活動をやっていただくような仕組みにしたいもんだというように考えておりまし

てお願いしているところですので、よろしくお願いします。

○議長（青砥日出夫君） ８番、細田元教君。

○議員（８番 細田 元教君） 大変期待いたします。よろしくお願いいたしますが、私たち議会

も健診率が８０％か８５％、やっているところに視察に行ってまいりました。これ、沖縄県の南

城市だったと。これは糖尿病の関係だったと思いますけど、それに特化して保健師さんがもう縦

横無尽に町内、市内の開業医さん、病院との連携を密にしてレセプトからそれを割り出して個別

指導までして健診率を上げているという実例もありました。だけん、そういうように先進的な取

り組みをしているところをもちろん担当課も恐らくネット等で見て勉強されておられますけども、

本当にそのときにおられた保健師さんの話を聞きましたらカリスマ性のあるような人で、普通な

ら８時から５時までの勤めで、それから先は働いちゃあんまりよくないと思いますが、そんなの

関係ありませんと。私は、この市の住民の健康を守るために、そのニーズに合った時間に動きま

すというような感じで、それを強要するわけじゃございませんけど、そのような意識を持った保

健師さんが頑張っておられたところはうまくいってました。今度は国保のデータベースが共有さ
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れるようです。我が町の町民生活課の担当課も病名の分類もきちっとしておられます。それがわ

かっただけでもこれはできる可能性があろうと思います。残業までせと言いませんけども、それ

にこの病気をぜひとも治すように頑張らないけんというような意識をぜひとも持っていただきま

すよう、強く、強く要望いたしておきますが、これは町長、いかがでしょうか。それを聞いて終

わります。

○議長（青砥日出夫君） 健康福祉課長、伊藤真君。

○健康福祉課長（伊藤 真君） 健康福祉課長でございます。細田議員のおっしゃる視察にも私

も同行させていただきました。近年、特定健診につきましては平成２３年から４年で１１０、２

４年から２５年で１３０の受診者が伸びております。それにもかかわらず、国保の医療費の抑制

がきいていないというような現状もあります。もう少し本当に現状を分析していくような力を持

った体制というのも大切になってくるのではないかというふうに思います。２６年度から新しい

体制ということで、保健師が国保の担当者と一緒に活動していくというところで、そういった個

々の医療特別事情のある方にどんどん接していくような体制になっていけばというふうに思って

おりますので、よろしくお願いします。

○議長（青砥日出夫君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） この国保については基金を取り崩してほとんどなくなってきてる

し、大変な財政なのでそれを聞くのが第１番の目的だったんですけども、先ほどの議員の質疑と

答弁に対して私はお聞きしたいと思うんですけども、今回国保財政が基金がなくなるほど大変に

なってきたことが、これが職員の連携ミスとか保健師の働きのぐあいによって起こってることな

んですか。その認識ですよ。全国的には医療費の伸び、どうなんですか。そういうところを捉ま

えて、今、国保が置かれている現状、どこに問題があるのかということをするのが行政の責任と

違うんでしょうか。それを職員の連携の問題とか一担当者の責任ということになれば、これはそ

ういうことを言えば全部町長の責任になっちゃうんじゃないですか。私は、少なくとも行政の責

任者がおられる場所でそういう論議は自分の責任放棄やと思うんですよ。そういう意味でいえば、

担当者も含めて今回国保が危機的な状況になったのは全国的にはどこに原因があるのか、町とし

てはどのような努力をなさっていくのかということの中から、職員にどう働いてもらうのかとい

うことの話が出てくるのが筋ではないでしょうか。あえてお聞きしておきますが、総務課長がお

答えになった連携がいかにも悪くて今後直していくというのであれば、どこがいけなくて誰の責

任だったのかということをお答えください。

それから、医療費の伸びというのは全国的に起こってるし、考えてみたら仕事がない方々が国
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保に来る中で、所得の低い方々が入ってくる国保だということは全国的に出てきている、人の寿

命も医学の進歩で伸びている、当然国保の医療費が上がってくるんではないですか。それに対し

て、予防としてどうあるべきかということを考えていくという点で力を尽くしていくというのが

町の姿勢だと思うんですね。そういうことについて、町長、全般的にちょっと言い直してくださ

いませんか。国保は今、どこに問題があって、町としてどのようにしようとしているのか。今回、

基金が３，０００何万取り崩すことによって基金がほとんどなくなったわけですね。基金が幾ら

なのか、会計がこういうふうになった責任はどこにあるのか。当然国が出すべきお金を出さない

から来てるんじゃないですか。そういうことを含めて見解を聞いておきたいと思います。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。細田議員の質問についてお答えをしたということで

ございまして、そこに原因を特定しているわけではございません。国保の抱える構造的な問題に

ついては今まで何度もこの議場で議論しておりますので、そういうことを踏まえつつ、さらに連

携も必要であるというぐあいに思っております。そういう今までの運営の仕方を改めて成果をお

さめたいというように思っているわけです。ほかの課題でまた御質問があればお答えはしますけ

れども、この分野についてはそのように考えております。（「基金残、基金残のことについて」

と呼ぶ者あり）

○議長（青砥日出夫君） 町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 町民生活課長でございます。基金の残額ですが、２４年度末に

５，５３５万９５０円でございましたので、今回５，５３５万繰り入れることになりましたので、

残は９５０円ということになっています。（発言する者あり）５０円です。（「９５０円」と呼

ぶ者あり）はい。

○議長（青砥日出夫君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 当然、町長の中にも国保の全般的な危機が認識としてあるという

ことを理解しました。そういうことを踏まえて国保会計はどうあるべきかということを語ってい

くべきだというふうに思うんですね。そういう立場からお聞きいたします。

今回、今まで例えばお隣の日南町なんかは３億近い基金があると。基金を取り崩して今度は国

保税を引き下げるんだろうと、引き下げるかどうか知りませんが。基金があるところは基金を引

き下げて使いましょうということになりますよね。南部町は、先ほど言ったように今回入れてし

まった。まず、２５年度の決算になってきたら、また幾らかもしかしたら出てくるかもしれませ

んが、今のところは基金がなくなってるわけですよね。これを見た場合に医療費の高騰を何とか

－５８－



せんと時期がおくれたと言いますけども、全国的に見たら基金のないところは結構あるわけです

よね。高過ぎる国保税、それに賄っていかない医療費が、それ以上に医療費が上がってくる、こ

ういう中での解決を町長、どう思われますか。２つあると思うので、医療費を引き下げることと

負担を下げること、これについて考えをお伺いしていきたいと思うんですよ。町長とすればどの

ような手を打たないといけないと思っているか。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長としてはどのようにしたらいいのかということを考えておるのかと

いうことですが、医療費は国民の大きな懸念するところであります、全体のＧＤＰの伸びをはる

かに超えて伸びてきているわけですから。ですから、医療の高度化というのが一番医療費の圧迫

の要因になっているというぐあいに私は聞いております。（「医療の高度化」と呼ぶ者あり）医

療の高度化が医療費の圧迫する大きな要因だというぐあいに私は聞いているわけです。結局、高

額医療で１カ月に保険医療から１億３，０００万ぐらい支出した、保険でお支払いしたというよ

うなのが日本で最高だと思いますけれども、ここまで高度化しております。したがって、これを

賄っていく国民の負担というのは、これは非常に重いもの、あるいは大きなものにならざるを得

んと、このように思っております。そうかといって、この医療を人を診て適当にやってください

というようなことにもならんわけでありまして、この医療の高度化ということについてのコント

ロールというんでしょうか、これは私どもの及ぶところではないわけであります。そうしますと、

結局それを支える財政といいましょうか、誰がその負担をするのかということですが、ＧＤＰの

伸びよりも医療費の伸びのほうが大きいわけですから、これは今までの負担ではもう間に合わな

いと、今まで以上の負担をせんとこの医療費を支えていくことはできないという大きな構造的な

問題がある。加えて、日本の保険医療は乱立しております。御案内のように保険者ごとにいろん

な保険があって、最後のよりどころというのが国保になっているわけですね。いわゆる高齢化に

なって失業して、そういうお方が最後のよりどころとして国民健康保険でお世話をすると、こう

いう仕組みになっているわけですから、当然国保が厳しいというのは、これは誰が見ても明らか

なことであります。これをまた小さな市町村に運営させているわけですから、余計に融通がきか

ないわけであります。ようやく国も重い腰を上げて県単位ぐらいでやれということに今、なりつ

つありますね。今の構造改革の中で、１つの県で鳥取県は鳥取県一本で国保を運営してください

ということに今、方向が出されて、それに向かって取り組んでいる。小さな町ではもう保険者だ

けの被保険者の税金で賄えるようなレベルの話ではないというところまでなっているわけです。

そういう大きな流れの中で、どのように考えていくのかということですけれども、やっぱりそう
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はいっても先ほどおっしゃったように基金を持っているところもあるし、もうなくしてしまった

ところもあるわけですから、私は南部町としてできる努力というものをしていかんといけんとい

うように思っております。

日南町の例を出されましたけれども、日南町も国保運営をなさっておられるわけですけれども、

日南町はまた日南町のやり方があるというように思います。南部町は、医療環境には恵まれた需

要のほうは非常に消費しやすい医療環境にあるわけですけれども、それを支える所得の部分がつ

いてこんという状況にありますので、そういう大局的なところを見ながら国に言うことも言って

いかないけんし、それから町民の皆さんにも御理解をいただかないけんところもあるだろうと、

このように総括的ですけど思っているところであります。基金がいよいよ底をついてようやく本

気に皆さんがなっていただけるのではないかなと、じゃあどうするのかということは必ず問われ

るわけですから、私はそういう機会にきちんとこういうことを訴えて、新しいやり方で、さっき

申し上げたような新しいやり方も進めていく、取り組んでいかなければいけないことだと、そう

いうことにまた御理解もいただけるのではないかと、このように思っております。

○議長（青砥日出夫君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 今回から３回続けて質疑できるようになったんですよ。それを使

わなければまた２回にされちゃいますから、最後です。

町長、国保が……（発言する者あり）聞いてなかった。ちゃんと言っておかないと、町長に。

３回できるんです。町長、南部町独自で努力したいとおっしゃった。基金がゼロになった、南部

町独自の努力が必要だろう、どんな努力ですか。住民への理解も必要だとおっしゃいましたが、

そこをちょっとお聞きしておきたいと思います。私は、町が一般財源等を入れるしかないのでは

ないかというふうに思うんですけども、その点についての見解と、もう一つ、町長、やっぱり県

単位でのいわゆる国保の広域化に触れられたんですよ。国保の広域化は、町村が医療の予防や、

医療を、病気をなくそうとするような町の福祉や医療⋞介護の立場から見たら矛盾するのではな

いですか。町長がさっきおっしゃったように、国保会計が大変だから予防に取り組まないといけ

ないとおっしゃった。一番広域化になって心配されているのは、広域化になることによって市町

村の予防等について本気で取り組むことができるかということが指摘されてるわけですよ。その

点についてどうなのか。（「広域化が」と呼ぶ者あり）広域化がです。国はどう言っているかと

いうと、来年度から７０歳以上を、７５歳までを２割負担にしたら２０１０何年までに医療費の

抑制が２，０００億円と言ってるんですよ。やり方は、とにかく負担をふやしたら医療にかから

ないだろうということをやってきてるんですよ。そういう中で、町民の命と医療を守ろうという
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立場から、町長はどんなふうにそれを防いでいこうとしてるのかということをお聞きしておきた

いと思います。これで最後だよね。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。このような状況になって一般会計からの繰り入れし

かないのではないかということですけれども、私はそのようには思っておりません。ないときに

は受益者が負担をするということがまず第一義的な手法であります。それから、第二義的には、

２番目には、やっぱり重複医療だとかそういう部分をしっかりと見直していく、適正化を図ると

いう名前でいえばそういうことでしょうね。適正化も図っていかなければいけないというように

思っております。徴収率を上げるというようなことは一番になるんでしょうかね、そういうこと。

それから、もともと国の責任が非常に大きいので、社会保障制度をこういう姿でやれというのは

国でありますから、そこへ制約受けて我々はやっているわけですから、これは国がやっぱりそう

いうことを見据えてしっかりと支援をしていかなければいけないので、国に向かっても言ってい

かないけんというようなことを考えておりまして、今のところ一般会計から国保に繰り入れると

いうことは考えてはおりません。

それから、広域化というものが町の福祉や医療を進める中で矛盾するのではないかということ

ですけれども、私は全くそうは思っておりません。保険の部分は、いわゆる大きくなるほどいい

のではないかと思っております。いわゆるリスク分散を図ってでこぼこをならしていくわけです

から、ならし対策みたいなものですから。今でも高額の拠出してますね、８０万以上ですね。こ

ういうそれは非常に大きな効果をおさめてますね。あれはそれぞれの町で全部払っておったら、

さっき言いました例えば１カ月１億円余の保険給付の該当の患者さんが出れば、これは大ごとに

なります。一遍で終わりになると思います。これはやっぱりお互いに拠出して助け合っているか

ら、そういう皆さんも安心して医療が受けられると、こういうことだろうと思っておりまして、

まず保険はやっぱり大きいほうが私はいいのではないかと。あんまり大きくなり過ぎると地域性

というようなものや、あるいはそれぞれの町の工夫だとかということも阻害される可能性が大い

にあるわけです。そこはあなた方がおっしゃるとおりであります。ですから、それぞれの地域の

特性がその保険に反映されるようにしながら、保険の分母については大きくしていくということ

が一番考えられる、いいやり方ではないかなというように思っているわけです。現在、介護保険

は３町でやっております。この程度の規模でやって、それぞれの特徴のある取り組みを持ち寄っ

て、全体のレベルアップを図っていくというようなことがいいのではないかというように思いま

す。それで、負担が大体給付割が９割、連合はですね。それから、均等割が１割ということでや
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っておりまして、努力すれば９割部分には反映するわけですから、そういう仕組みがいいのでは

ないかと思いますが、介護保険と１つだけ違うのは、医療は天井がないということであります。

青空天井でやっただけどんどん上がっていくわけですから、ここに保険運営の難しさがあるとい

うように思うわけです。そういうところを例えば国のほうでコントロールしながらやっていく、

やっていただかんといけんというように思いますね。私がちょっと経験で申し上げますと、例え

ば５分で患者さんを診療しますと１時間で１２人なんですよ、１２人。８時間お医者さんがずっ

とやると９６人ということになる。ところが、診療報酬の請求を見れば百数十人出ているという

ようなのがあって、これはおかしいのではないかというような議論がなされております、国のほ

うで。百数十人というのはどういう診療をしたのかというようなことですよね。こういうことを

一つずつ潰していくか、あるいは適正化を図っていけば青空天井の医療というものもいささかコ

ントロールがきくようになるのではないかというようなことも思います。いずれにしましても国

保は大変な状況になっているので、新たな体制で南部町では対応したいと思っておりますので、

よろしくお願いします。

○議長（青砥日出夫君） 時間がもうありませんので、簡明に質問は５秒ぐらいでやってください。

（笑声）

５番、植田均君。

○議員（５番 植田 均君） 今、国保の現状の問題点が大分整理されてきたと思いますけれど

も、私は問題だと思いますのは、町長が方向性を示された全県一本化という、目指していこうと

いうことと、もう一つ……（「国が言っちょうだで」と呼ぶ者あり）いや、国が言おうと何と言

おうとですよ。我々は独立した自治体であって、そこで自由な議論をする場ですよ、議会は。私

は、町長の考え方として問題ではないかと思っているから指摘をしております。

もう一つ、今の国保会計の今後、医療給付費を賄う財源をどう確保していくかについては第一

義的には受益者負担を求めていくという方向を出されたと思いますけれども、一方で国保運営が

国の制度として枠組みが決められている中で、国の責任も当然あるという中でも今、当面する来

年度予算編成においては、２６年度予算編成において……。

○議長（青砥日出夫君） 質疑を明確に。

○議員（５番 植田 均君） 受益者負担を求めることが第一義的だと、こういう方向性ですけ

れども、私は今の国保の加入世帯……。

○議長（青砥日出夫君） 質問をしてください。

○議員（５番 植田 均君） はい。現状を見ればそう簡単に負担に耐えられる現状ではないと
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いうふうに思っておりますが、医療費がふえたらかぶってもらうよと、こういう話で単純にでき

るんでしょうか。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。真壁議員の質問で一般論としてお話をしたというこ

とでありまして、これをそのようにするというような話ではございませんので、御理解ください。

○議長（青砥日出夫君） ５番、植田均君。

○議員（５番 植田 均君） もう一つ、全県一本化ですけれども、今の後期高齢者医療制度が

既に全県一本化をしております。私は、後期高齢者医療制度にかかっておられる方々のお金を徴

収されるんですけれども、それをどういうふうにフォローしているのかというあたりが、町には

手のひらの上に乗っていないんじゃないかというふうに想像なんですけれどするんですが、そう

いうことになってはいけないと思っております。今回、先ほど議論になりました今、町民生活課

が所掌している事務を、３頭立ての馬車を１頭立てにしていくというようなことを言われている

中で、全県一本化という方針はおかしいじゃないかというふうに、つながらないというふうに思

うんですけれども、いかがですか。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。全く矛盾をしていないと思っております。あなたは

よく誤解して一方的に判断していろんなものを流されたりしますので、よくよく聞いておいてく

ださい。真壁議員に言ったのは、真壁議員も一般論としてお尋ねになるし、私も一般論としてお

答えをしている。こういうぐあいにしますというぐあいには言ってないわけであります。

それから、一本化ということと矛盾はしないと思っております。やれる努力はとにかく何でも

やらんといけんということをさっき言いました。その中で、同じ方向を向いて税は税、保健指導

は保健指導、それから国保の係は国保の係というようなことでは成果が上がらないのではないか

という思いでお願いをしておるというぐあいに言いました。何でもできることはやってみんとい

けんということでございます。御理解を賜りたいと思います。

○議長（青砥日出夫君） ５番、植田均君。

○議員（５番 植田 均君） 何か町長は違う話を持ってこられてね……。

○議長（青砥日出夫君） 質問をしてください。

○議員（５番 植田 均君） 私が何でも……。

○議長（青砥日出夫君） 質問をしてください。

○議員（５番 植田 均君） はい。言われたので言っとかないけません。
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○議長（青砥日出夫君） いやいや、質問の場です、ここは。（発言する者あり）

○議員（５番 植田 均君） 私は、先ほど医療費の増加に対して、受益者負担に単純につなが

るものではないというふうに一般論として考えてるということをさっき言われましたね。違いま

すか。そのことを確認して終わります。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。全くそのとおりです。すぐそういうことをやるとい

うことではないわけですけれども、一般的には金がなくなれば受益者が負担するということだと

いう一般論としてお話をしたということです。（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（青砥日出夫君） ２号で、２本で１時間半かかりました。（笑声）答弁も短くしていただ

いて、理解できないのは仕方ないというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

それと、質疑される方は、即質疑に入ってください。周りを、背景を言わないで、背景を言う

と答弁が長くなります。そういうことですよ。（発言する者あり）

次……（発言する者あり）議案第４号、休憩しません。議案第４号、平成２５年度南部町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第５号、平成２５年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第６号、平成２５年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第

２号）。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第７号、平成２５年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第

３号）。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第８号、平成２５年度南部町水道事業会計補正予算（第３号）。

５番、植田均君。

○議員（５番 植田 均君） 予算書の１ページ、継続費の第２条ですけれども、補正前が４億

３，５０８万円で、補正後が５億２，３３２万９，０００円で、事業年度が２７年度までわたっ

て継続されるということですけれども、金額の増加と年度の継続はどういうことだったでしょう

か。ちょっと説明があったかもしれませんけども、理解できなかったので、よろしくお願いしま
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す。

○議長（青砥日出夫君） それは個別質問に入りますので、委員会でお願いしたいと思います。

ほかありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第８号、平成２５年度南部町水道事業会計補正予算（第３号）。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第９号、平成２５年度南部町病院事業会計補正予算（第２号）。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第１０号、南部町太陽光発電基金条例の制定について、質疑ありま

せんか。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 太陽光発電の基金条例が提案されています。第７条の処分のとこ

ろです。今回基金の設置して、この基金を使っていくためにはどのようなところで処分できるか

というところですね。再生可能エネルギーの活用、普及推進のための事業に発電所の維持管理費、

その他町長が特に必要と認める事業なんですけれども、これは町長、いつでしたっけ、北栄町が

風力発電の収益を何に使うのかによって予算で否決されたというのがありましたよね。

その内容は、当時は北栄町の町長は、風力発電の収益をＬＥＤとか、いわゆるエネルギーとか

そういうことに使いたいと言ったことに対して、半数以上の議員がそれを一般会計に入れて暮ら

しを支えるほうに回しなさいという意見だったんですよ。それで、私は、あのときなるほどなと

思って聞いていました。確かに再生エネルギー、この太陽光の収益を住民が使う太陽光とかいろ

んなまきストーブに使うことについてももちろん賛成なんですけども、考えてみればその受益を

受ける方というのは限られてくると思うんですよ。町全体のお金を使ったこの事業については、

町民全体に及ぼすような還元方法をとるべきではないかというふうに思うんですが、その点につ

いてはここに書くより、私はこういうことも含めながら、一般財源等にも使いながら、暮らしを

支えていくような使い方ができるように改めるほうがいいのではないかと思いますが、どうでし

ょうか。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。北栄町のことは私も新聞で知りました。そういう考

え方もあるだろうというように思っております。また、しっかり議会のほうとも御相談をして判

断していきたいと思っております。
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○議長（青砥日出夫君） そういたしますと、議案第１１号、南部町新型インフルエンザ等対策本

部条例の制定について、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 続いて、議案第１２号、南部町高校生等医療費助成条例の制定について、

質疑ありませんか。

真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 詳細は委員会で聞くんですけども、医療費条例の第２条の定義の

ところです。高校生等とは何を指すかという点です。これを見たら、いわゆるお金がかかる高校

生に対して保護者に負担しましょうということですよね。そこへ出てくるのが、就労している者

または婚姻している者及び事実上婚姻関係と同様の事情のある者は除く、この理由がわかりませ

ん。ただし、就労している者という方は確かに働いてる人だと思うんですけど、夜間高校に行っ

ている方もいらっしゃるかもしれませんよね。そういう意味でいえば、何が言いたいかというと、

１８歳までを全て対象にしたほうがいいのではないかということを言いたいのですが、それと高

校生等になってるからそれで整合性がつくのではないかということが言いたい、それについてど

うか。

それから、助成対象者の第３条の３項、これは町が何らかするときに必ず出てくるのが税条例

に基づいて税金を滞納してる者はだめだよと、こう言うんですよね。これも確かに税金納めるこ

とは大事やと思うんですけれども、もうあえて書く必要はないのではないか、外しましょうとい

うことです。いろんな困難な方は、無条件に医療費の助成しましょうよということにすべきでは

ないかという点について、課長とはまた委員会でやりますので、町長、この点どうでしょうか。

高校生等ですからそのようにしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。高校生等ということでいわゆる婚姻、あるいは就労

しているという者を外すということになっておりますが、これはいわゆる就労しておれば社会保

険なども入っておりますし、あえてそういうところにそこまでする必要はないのではないか、そ

の保険で見ていただければいいのではないかというような思いであります。一定の区切りという

ものも税金を有効に使うという観点からは必要ではないかと、このように思っております。

それから、３条３項ですけれども、いわゆる滞納ということをあえて書くなということですけ

れども、社会のルールだと思いますよ。税金をきちんと納めて、そしてまた、還元は還元でサー

ビスとして受けるということは、私はルールだと思っております。こういうことを本当は書かな
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いような社会が一番いいでしょうけれども、現実にはそういうことはありませんので、これはあ

えてこういう書き方をさせていただいたわけであります。これはみんなでいろいろ相談して、課

長会などでもやっぱりちゃんと納税した人にこのようなサービスをきちんと対応するほうがいい

のではないかということでございますので、御理解ください。

○議長（青砥日出夫君） １２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 先ほどの２条の定義なんですが、これも私、おかしいなと思った

のは、いわゆる就労しているということがありますね。この就労をしておっても、いわゆるアル

バイト的なことで収入はありますよね、幾らかでも。国民健康保険ほうの入っておって、そこで

世帯主だなくても、単独だなくて家族で入っておっても、例えていうと就労の定義を私はこだわ

るんですが、アルバイトとかそういうこと。定時制に行っておって昼間時間があるというか、家

計が苦しいのでアルバイトとかということ、あるいはパートに出ておったということ、これはだ

めなんだろうかいうこと、その疑問があるんです。そこはどうなんでしょうか、町長。町長に聞

きます、あなたは委員会で聞くから。

○議長（青砥日出夫君） 健康福祉課長、伊藤真君。（「町長に聞きますよ」「総括質疑ですから

町長が答え……」と呼ぶ者あり）いいんだ、議長が指名しておるんだ。（「何で、答えや」と呼

ぶ者あり）

○健康福祉課長（伊藤 真君） 健康福祉課長です。今、亀尾議員がおっしゃっているのは例え

ば定時制高校に行って、どこかでバイトをしているようなお子さん等のように聞こえたんですけ

ども、そのあたりについては親の扶養に入っている範疇であれば対象とするというふうに担当課

としては考えております。以上です。

○議長（青砥日出夫君） 次、議案第１３号、消費税及び地方消費税の税率改定等に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定について、質疑ありませんか。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） これは資料ももらいました。２８条例に及ぶものについて、利用

料等について消費税の税率を掛けてるもので徴収するという内容なんですね。そこで詳細につい

てまた委員会で聞くんですが、町長、消費税法から見て、これらに全て課税していくということ

についての考え方なんですよ。確かに非課税措置になっていることについては医療とか教育費等

に限られているんですけれども、一般会計に収支が入ってくるものについては控除金額と消費税

が一緒になるから、相殺した感じで消費税はかけなくてもいいですよというのは消費税法の中に

書いてあると。その点から見たら、１つ考え方を聞くんですね。
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まず、１つは、消費税法の中にも一般会計に収支をするものについては控除されるんだから消

費税をかけなくていいよと。いいよということはかけてもいいということなんですけども、それ

を選択できる余地というのは地方自治体にあるということについて、どう考えるかというのが１

つですよね。

２つ目、私は、それをかけて、消費税、こういうふうにかけないほうがいいということを主張

したいんですけども、その立場を聞くんですけども、例えば祐生出会いの館は町の教育委員会だ

ろうと。あと、おおくに田園スクエアとかふるさと交流センターは振興協議会に指定管理出して

いるところ、結構あるんですよね。指定管理に入っているところについての考え方の問題です。

特に振興協議会等に出しているところは町から、一般会計からほとんどの活動費が出ていること

を考えたら、それとこれは条例上の組織ですよ。そういうことから考えたら、一般会計にお金が、

収支が入ってくると考えて、これも消費税法の対象にしないという考え方ができるのではないか

と、そういうことを考えたら、これ、全部該当する。ちょっと下水道、上水、公営企業について

はちょっと置きましょう、また後で論議しますから。一般会計に及ぶ分については消費税法に基

づいてもうかけるのやめましょうよと、この指摘はどうなのか。

もう一つ聞きますが、これをかけたお金はどうするんですか。そういうことです。どうでしょ

うか。

○議長（青砥日出夫君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。先ほど一般会計に属するものの収入につい

て消費税をかけなくてもいいじゃないかということでございますが、当然これを動かす経費には

かかってくるわけです。町が払う中のかかる経費、これには税がアップされたものが当然入って

くる。電気にしてもガス⋞水道、光熱水費にしてもそれはかかってくる。あるいは委託料につい

てもかかってくるわけでございます。その経費アップ分については、やはり皆さんに、利用者の

方に御負担いただきたいというのが今回上げた趣旨でございます。

それと、振興協議会等についての話なんでございますが、当然振興協議会は非課税の団体であ

ると思っております、こういうものについてはですね。ただ、やはりそこでかかる経費というも

のの中には当然、今の言いました光熱水費等がかかってくるわけですから、利用のほうにその分

を、負担部分をお願いしたいというものでございます。

それから、振興協議会のほうの委託料の中で結局それを上げていきたいと考えております。で

すから、今回の中では税の中で人件費等は考えておりませんが、そこの中に関係しております光

熱水費部分、あるいは事業の委託分については消費税を１０５分の１０８で上げたもので計算を
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させていただいてるところでございます。

○議長（青砥日出夫君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） そしたら、ちょっとはっきりなさいませんか。私が今、言ってる

のは、一般会計で扱う分については消費税を払わなくていいって、いいですよね。少なくとも地

方自治体は、消費税って国税ですから業者が払うときは国保より何よりも国税が一番に来て、こ

の消費税ってすごく大変なんですよ。言ってみたら何千万以下、払わなくていいから取っててた

めてるんじゃないかというようなことを言われて困っている零細業者もいるんですけども、私は

町はそんなまねしたらいけないと思うんですよ。

お聞きしますよ。振興協議会に出しているところについても消費税を取るといったら、そのお

金を委託料として上げるというんですけども、消費税分として上がってきたお金は何に使うんで

すか。もう１回聞きますよ。そして、住民に説明しないといけない。こういうやり方はやめて、

本来きちっと消費税として上げなくてはならないところについては一考を要するから、ちょっと

それは別問題で考えるんですよ。町長、どうですか。一般会計に及ぶ分については、消費税はも

う取らないと。相殺されると書いてあるので、それでいいじゃないですか。電気代どうのこうの

要るといったら、そんな計算しないといけなくなってくる。こういう面倒くさいことやめて、ま

ずやめる。公営企業のちょっと置いておきましょうね。それも私はなくしたほうがいいと思うん

ですけども、ちょっと論理が違いますからね。町長、聞きますよ。一体このお金をこれだけかけ

てどれだけの収益になると考えてるんですか。そういうことをするよりも多くの住民は４月から

の消費税増税で大変なんですよ。そういうときには少なくとも公共料金等に係る公の施設の利用

については、そういうことをしませんよということをアピールすることのほうがうんと町民の暮

らしを応援する町政になるんじゃないかと思うんですが、こういうことをやめましょうと。ちな

みに、ここまで何ページも紙を使って計算して書いてくる、どれだけの収益増になると考えてい

ますか。

○議長（青砥日出夫君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。先ほどありますが、町は当然課税団体では

ございません。税金を払う必要はないわけでございますけども、ただ先ほど申しましたように、

かかる経費は町の皆さんの税金の中から払っていくわけでございます。ですから、皆さんのほう

にその分を負担してもらう格好になるわけでございます。ですから、それを一部利用される方に

その分を幾らかの分でお願いしたいと考えてるわけでございます。今回の１円まで計算しており

ませんでして、３００円までは計算しますと上がりません。ほとんどのところが大体３００円以
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内におさまっておりますので、皆さんの影響は少ないと思っております。ただ、反対に指定管理

に出してるところでも緑水園等については、これは営業行為をされてるところでございます。当

然、消費税も払ってるわけですね。ですから、場所によっては指定管理の中でも消費税を払うと

ころは当然生じてると。そこについてはきちんと転嫁がないと、それはその業者の方を圧迫する

ことになりますので、やはりそこは見ていかないけんということもございます。指定管理につい

ては、現在かなりの施設が指定管理に出してあるわけでございますけども、直営施設、それから

その施設が今後指定管理にならないとも限りません。ですから、その中で同じような扱いをとら

せていただきたいと思っておるところでございます。

○議長（青砥日出夫君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 町長、先ほど課長がおっしゃったように、やっぱり課長も認識さ

れてるので、この中に、消費税払うところも払わないところもあると、そうですね。確かに緑水

園等については一考を要するかもしれない。しかし、大半はおっしゃったように中見たら、何十

ページもある厚い中が、大半が３００円以下で上げていないんですよ。あとわずか４１０円上げ

たりすることにページをたくさん使って、消費税が８％に上がるからといって、これは言ってみ

たら一つの示威行動ですよ、だから聞いてる。どれだけお金がこれでふえるんですかと聞いてる

んですよ。光熱水費とかの足しになるんですか。そうでなければ、もうこういうことはやめてし

まう。緑水園等については指定管理を受けているところと協議したらいいと思うんですよ、個別

に。どうですか、町長、これはやめるべきだ。それで、先ほど言ったように、税金を払っている

ところに、指定管理してるところについては個別に対応しましょうと、そういうふうに改めるべ

きではないですか。何回も聞きますが、一体これでどれだけの収益増になるんですか。

○議長（青砥日出夫君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。影響額については計算しておりません。こ

れについてはその影響額が少ないから例えばいいじゃないかとか、そういう話ではないと思って

おります。（「そんな話通らない」と呼ぶ者あり）やはり考え方の中にそういうことを盛り込ん

だ中で、この分のかかる経費の負担部分については皆さんのほうに御協力いただきたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 次、行きます。

議案第１４号、南部町国民健康保険西伯病院看護師育成奨学金貸付条例の制定について。

８番、細田元教君。

○議員（８番 細田 元教君） １つだけ。これ、さっきの全協でお聞きしましたとき大変いい制
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度だと言いましたが、この後どのように運用されるか。例えば学校にもこれからどんどんと中学

⋞高校、それとも全国に発信されるのかどうかお聞きしたい。

○議長（青砥日出夫君） 病院事務部長、中前三紀夫君。

○病院事務部長（中前三紀夫君） 西伯病院事務部長でございます。どのように運営されるかとい

うことでございますけれども、本院のホームページ、あるいは町、さまざまな広報媒体を使いな

がら募集のほうをかけていきたいというふうに思ってございます。以上です。

○議長（青砥日出夫君） ５番、植田均君。

○議員（５番 植田 均君） ３１ページと３０……。

○議長（青砥日出夫君） 何で個別になるだ。

○議員（５番 植田 均君） 条例でしょう。３１ページの貸し付けの中止、９条です。９条の

（４）で、心身の故障のため、養成施設を卒業する見込みがないと認められるときというのが貸

し付けの中止となっておりますが、その後１２条で全額即時返還という条がありまして、第９条

の規定により、奨学金の貸し付けを中止された者は、貸し付けを受けた奨学金の全額を速やかに

返還しなければならないと。これは心身の故障のためという本人の意思に、努力が足らないとか

そういうことではないやむを得ないような事情だと思うんですよ。

○議長（青砥日出夫君） わからんわ、そんなこと。

○議員（５番 植田 均君） それを全額即時返還というふうに結びつけるのはちょっと酷では

ないかというふうに……（「１３条があるよ、１３条」と呼ぶ者あり）１３条……（発言する者

あり）１３条……（「１３条、１４条で」と呼ぶ者あり）

○議長（青砥日出夫君） 植田議員、個別質疑ですので、総括質疑でありません、それは。

○議員（５番 植田 均君） はい。じゃあ、委員会で深めます。

○議長（青砥日出夫君） はい、ありがとうございます。

そういたしますと、ここで休憩をしたいと思います。再開は１０分。３時１０分です。

午後２時５２分休憩

午後３時１０分再開

○議長（青砥日出夫君） 再開します。

議案第１５号、南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正について、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（青砥日出夫君） 次、議案第１６号、南部町職員の給与に関する条例の一部改正について、

質疑はありませんか。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 職員の給与に関する条例で、ここではほかにもあるんですけど、

防災監の職務としていわゆる管理職に防災監を置くということなんですけども、町長、南部町１

万２，０００の町で防災監を町の職員として、いわゆる管理職として置くわけですよね。そうい

うことがここに書いてあるわけでしょう、そうですよね。２６年度から恐らくなさるというんで

すけども、私、非常に勉強不足で申しわけないですが、今の体制の中で防災監を管理職として置

くということの必要性というところがちょっと町の取り組みの中でよくわからないんですよ。例

えばどういう仕事をして、どういうふうなことをするのかも含めて、これを置くことの意義につ

いて、町長、どうお考えなのかということをちょっと教えてください。

○議長（青砥日出夫君） 副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 副町長でございます。この防災監の課題は、これまでも何回か庁舎内

の中では議論したことがありました。今、真壁議員が言われるように、この組織の中で果たして

必要なのかという議論もありました。

しかし、近年、災害の発生と、それから町内であっても避難勧告を出すような事態も事実ござ

いました。そういう中で、現実に今どうしてるのかといいますと、防災担当課長は総務課長でご

ざいますので、総務課長と防災担当者が警報のたびに庁舎の中に泊まり込んで、異常がないのか

というのを監視するというような状況でこれまで来ています。

昨年あった某町であっても、そういう一時的な気の緩みではなかったかもしれませんけれども、

体制の弱さが避難勧告のおくれだとか、そういうものにつながったのではないかということも十

分考えられるところです。防災監１人で全てが終わるわけではありませんけれども、まずは防災

監として日常の防災業務、それから非常時の防災業務というものをきちんと切り分けて、日常の

防災業務は確かにあると思います。町長が毎回報告します消防等、出動等は日常、これはいつも

あることですが、１０年に１回、また１００年に１回というものを想定しながら中長期的な防災

をその立場で構成し、さらに日常の防災にも片方では責任を持って対応するというものは必要で

あろうと思います。そういう意味で、防災監を今、立てまして総務課長の防災業務を外し、防災

監にその責務を与えるという考えでございます。

○議長（青砥日出夫君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 町長、例えば人口１万２，０００の町で、職員が約１２０名弱で
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すね。大きい都市部については防災の計画等も、小さいところも必要やと思うんですよ。県がで

きたときに思ったのは非常時、緊急事態の連絡体制や、いわゆるよその団体との連携ですね、そ

ういうところでの防災監が必要になってくるんだろうなという感じは了解してるんですよ。ただ、

ここでもし非常時ということになれば、非常事態の体制をとることですよね、それは今のままで

は、いわゆる今の管理職等では無理だということなんですか。

それと、もう一つは、日常時の防災といったら防災の計画ですか。今は予算では災害時の後の

計画とか工事とかあるんですけど、日常時の防災というものはどういうふうな業務があるんです

か。そこですよね、なるほど、防災監というか、防災、大事だと思ってるんですよ。でも、この

町に本当に今の体制で必要なのかというとこについて、すとんと落ちないんですね。そこで、日

常業務としてはどういうことを考えているのかということと、一番大事なことは緊急時にどんな

体制とれるかということではないのかと。それが防災監ということを常時置かなければできない

のかということをお聞きしておきます。

○議長（青砥日出夫君） 副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 副町長でございます。おっしゃることは確かによくわかります。今の

実態と先ほど言いました、総務課長が防災の例えば防災監の業務もしております。非常事態にな

った場合、町長の片腕となって判断のデータは町長に仰いで町長が最終的に判断するという、こ

ういうシステムでやっています。これはその場であればいいんですけれども、平常時に果たして

できるのかどうか、平常時というか、普段からそういう防災に対する意識を常に総務課長も持ち

続けるということは、こういう町の組織の中で総務課長が持ってる業務は非常に幅が広過ぎるわ

けです。その中で、防災監にその任務を与えることで、まず一つには大事なことは、１０年に一

度、１００年に一度の事態に常に意識を向けて備える計画や準備をするということが一つ。もう

一つは、先ほど言うように、日常防災についても総務課長がその業務を与えるんじゃなくて、常

に防災監がその業務を責任を持ってするというこの２点でございます。総務課長の煩雑な業務を

減らして、防災には防災の担当の課長を置くというようなイメージで取り組もうと思っています。

○議長（青砥日出夫君） 次、議案第１７号、南部町特別会計条例の一部改正について、質疑はあ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 次、議案第１８号、南部町督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正に

ついて、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（青砥日出夫君） 議案第１９号、南部町防災行政無線施設条例の一部改正について、質疑

はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第２０号、南部町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第２１号、南部町上水道給水条例の一部改正について、質疑はあり

ませんか。

１３番、真壁容子君。（発言する者あり）

○議員（13番 真壁 容子君） 水道料金を引き上げると、説明会も行ってきて引き上げるという

内容ですが、今回この上水道の一部を改正する。今回、上水道について言えば、会見上水につい

ては８００円から８５０円ですね。西伯については８５０円が幾らでしたっけ……。８００幾ら

かでした。（発言する者あり）はい。ですけれども、１つは、町長、これ、一般質問等も出てい

るんですが、議案なのでお聞きしておくのですけれども、簡水を下げるために上水の基本料金を

上げる、この考え方です。合併時からの大きな課題で水道統合問題というのがあるんですけれど

も、今回のとりあえずはこれまで高かった西伯簡水ですよね、それを下げましょうと。これは言

ってみれば西伯の今までの願いでもあったし、住民の願いでもあったわけですよね。このことに

ついては大いにやるべきだと、誰も反対する人はいないと思うんですよ。問題は、それを上げる

と同時に、そこで出る減収する分を上水の基本料金を上げることによって賄おうと、この考え方

です、町長。もし……。

その理由は、なるべく高い簡水を下げることが１つと、簡水を下げることによって水道の収益

が悪化するようだったらいけないので上げるんだと言って、そこの財源をほかに求めてきたわけ

なんですよ。この考え方なんですけども、町長、本来であれば今後、水道統合問題、どうするか

という大きな課題があります。特に西伯地域に至っては、２３年度には大幅な引き上げがありま

した。そこの基本料金が今、私は、私たちは低いほうに合わせろと言ってるんですけども、今も

差のある分をさらに差が縮まるといっても西伯のほうも上げていくわけですよ。これにも私は、

住民側も納得いかないというふうに考えています。

説明会の中ではいろいろ意見も出ましたが……（発言する者あり）いろいろ意見も出ましたけ

れども、その考え方についてお聞きしておきたいと。どうして簡水を下げることと上水を上げる

ことをリンクして考えないといけないのか。一番すべきことは、まずとりあえずは簡水の引き下
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げをほかのもので補填してでも水道料金上げないでやっていく、これが今、一番必要だったので

はないかというふうに思うですね。その点について、あらゆる方法を考えるべきだと思うのです

が、どう考えているか。

２つ目には、特に水道統合問題があって全部が一緒になったといいます馬佐良地区の新規加入

金３８万９５３円、これも加入金について言えば上水と合わせるべきではないかという点につい

てどのようにお考えでしょうか。

○議長（青砥日出夫君） 上下水道課長、谷田英之君。

○上下水道課長（谷田 英之君） 上下水道課長です。高料金の簡水を西伯上水と合わせるという

ことでいろいろと検討しましたけど、上水というか会見地区、西伯地区で、いつも説明会でよく

説明しております。みんなで負担しようと、みんなで負担してもらえませんかと、それについて。

一般会計で例えば入れてくださいという話もありますけど、一般会計で今、入れてしまうと、ま

た次の料金改定のときに一般会計もいつまでも資金的にもつものではありません。そういうこと

ですので、次、上げたときに入れたお金自体で、またそれ以上の負担を請わないけんときが来る

と思います。そのために全体で簡水の高料金を皆さんで負担してもらうというふうな説明で、説

明会で大体理解をしてもらっていると思っております。

それと、もう一つ、加入金につきましては次の料金、２８年以降ですね、このときまでにまた

同一料金にしていく。同一料金になるのかどうかわかりませんけど、１つになったほうがいいで

はないかと私も思いますけど、それまでに皆さんで検討しながらやっていくべきだと思っており

ます。今回については全体の料金改定ではありませんので、このままでお願いしたいと思ってお

ります。終わります。

○議長（青砥日出夫君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 先ほど課長が言われた馬佐良簡水についてもいいと思っていない

と、このままでいいと思っていないから、次期についてはこれも何とかしたほうがいいのではな

いか、これ、町全体の考えだというふうに確認していいわけですね。だとすれば、１年や２年先

に延ばす必要がどこにあるんですか。今、出してくるときに誰が考えても３０何万というのは高

いですよね。今、少子化対策でどこかに家を建てましょうといっても、ここで家を建てちゃって

水道引いたら３０何万要るんですよ。片や５万だというような話も町内の中で起こる可能性があ

ると思いませんか。そういうことを考えたら、これは英断というかよくないと思っているんだっ

たら即刻、今からでもいいから書きかえたらいいんじゃないですか。もし、本当にそうだという

んだったら置いておく理由はないと思うんですが、その点についてどうしても置いて２８年度に
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考えなくてはいけないという理由があるんだったら、町長、教えてください。

それから、町長にお聞きします、担当課には課長が来られますから。私も説明会出させてもら

って担当課が非常に丁寧に説明なさってて、住民が全部聞く意見は今回の値上げで一体幾ら収支

がよくなるんですかと聞いたら、言ってみたら１０万だと言うんです。１７５万の穴埋めをして

いくわけですよね、差額の。これも担当課の方につくってもらったんですけども、仮に会見地区

の４０ミリから５０ミリの水道分のところ簡水も含めて、これをここだけでも全部上げろと言っ

てる。なぜかというと、これは保育園とか小学校とか全部一般会計から出てる分なんですよ。こ

こを西伯に合わせるだけで１６５万もお金が入ってくると町長は言っております。そちら向かな

いで。そのことについて、町長、どうですか。これを使えばこういうふうに対処すれば、今回引

き上げなくても済むわけなんですよ。なぜそうなさらないのか。わずかかもわかりませんがとお

っしゃいますが、どうして会見と西伯の上水の基本料金上げないといけないのか、そこを町長、

説明してください。あとのことについては課長にお聞きします。どうして基本料金上げないとい

けないのか。町長ですよ。

○議長（青砥日出夫君） 副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 副町長でございます。真壁議員、亀尾議員、会場によくお見えになら

れましたので、住民の皆さんとの御議論の内容は一部始終をよく御存じだと思います。その中で

もやはり今後どうするのかという議論が中心だったように思います。もちろん公共料金を上げな

いほうがいいという御議論もありましたけれども、その中で今回のたかだか１０万円であれば何

とかなるんじゃないかという御意見も確かにございました。しかし、私どもは１０万円というこ

とではなくて、簡易水道と上水道が統合し、会計は１つの財布の中でやっています。まずは１割

を占める簡易水道の受益者の皆さんを９割の上水道の受益者できちんと支える構造で、この会計

を将来も持続するようなそういう形で今回は御負担をいただけませんでしょうかと御説明してき

ました。私は、相対的に値上げは困るけれども、将来的にも安定したこの会計が維持できるので

あれば、今回のものもさることながら将来についてもできるだけ早くきちんとしたものを提案し

て見せてほしいという御意見のほうが多かったように感じています。今回の改定については公共

料金の肯綮の中で保育園の水道料や、それから小⋞中学校の水道料で負担をさせるようなそうい

うテクニックは確かにあるかもしれませんけれども、真正面から１つの財布の中の料金収入とし

てバランスがとれる金額を御提示したものです。

それから、馬佐良につきましては配水池、配水管として接続された暁には、これは考えていか

なくてはいけないだろうと。今はまだつながっておりませんので、管路は今、つくり続けていま
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すけれども、管路がつながって一つの上水道として接続された上には当然そういうことも考えて

いかなくちゃいけないんだと。また、そのときには議会に御提案したいというぐあいに思ってい

ます。以上です。

○議長（青砥日出夫君） 真壁議員。

○議員（13番 真壁 容子君） 確認です。

○議長（青砥日出夫君） あなたの意見を聞くところではないですので……。

○議員（13番 真壁 容子君） 確認です。

○議長（青砥日出夫君） 余り主観を、自分の意見を入れて話をしないように。質疑ということで

……。

○議員（13番 真壁 容子君） 確認です。町長……。

○議長（青砥日出夫君） まだ言ってません。

○議員（13番 真壁 容子君） 先ほど副町長が言われた……。

○議長（青砥日出夫君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 副町長が言われた１割の簡水を９割で負担する、こういう考え方

ですか。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。これは２３年度公共料金審議会の答申に沿った改定

のスケジュールで取り組んでおると。若干おくれぎみになっておりますけれども、そういうこと

でございますので、御理解いただきたいと思います。

○議長（青砥日出夫君） 議案第２２号、南部町簡易水道施設条例の一部改正について、質疑はあ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第２３号、南部町残土処分場跡地整備基金条例の廃止について、質

疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第２４号、公の施設の指定管理者の指定について、質疑はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第２５号、町道路線の認定について、質疑はありませんか。

８番、細田元教君。

－７７－



○議員（８番 細田 元教君） ８番、細田です。この町道路線については、今、見ましたら、要

は国道バイパスができたところで、今までの県道が町道に変わる分ですね。ならば、これのとき

のいろんな、要はその道を町がもらうんですので、きちっとした整備を恐らく住民の意見を聞い

てされてると思いますけども、その辺の確認ですけども、ちゃんと住民の要望に応えられて、き

ちっとそれを県に言っていただき、それをきちっとして町に譲り受けるということが１００％守

られているかどうかだけお願いします。

○議長（青砥日出夫君） 建設課長、頼田泰史君。

○建設課長（頼田 泰史君） 建設課長でございます。その点につきましては事前に県のほうと協

議をいたしまして、もちろん行政要望も踏まえた形で現に舗装の補修とか福成の側溝の補修とか

見ていただいたと思いますけども、かなりのところでやっております。とはいいましても限度が

ございますので、要求の全部が全部聞いていただけたというわけではございませんけども、一応

の形のものをしていただいて譲り受けたいというふうに思っております。以上でございます。

○議長（青砥日出夫君） １２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） ２点あります。

１つは、これ、国道の福成の谷川の辺から、いわゆるバイパスが完了したところの部分につい

ては町道に切りかえる。それから、新しくバイパスが出たところの側道ですね、これも町道にす

ると、この次に変わるもんだと思うんですけど、あわせて聞くんですが、維持管理費は例えてい

うと除雪費だとか、あるいは将来の道路が大きく壊れたとかそういう場合についての財政的な支

援の担保というのはどうなってるのでしょうかということ。

それから、もう１点は、先ほど住民の声を聞いて道路改良をやったということなんですが、阿

賀の保育園のところ、非常に急カーブですね。それでもう道路の余裕がないのかと思ったら、見

ますと歩道があるところ、こっち側の旧道側にかなり何か空間があるんですね。ああいうところ

はどうしてああなったでしょうか。恐らく冬期の部分で凍結だとかそういう場合には事故も多発

の危険性があると私はそういうぐあいに見るんですが、そこら辺はどうでしょうか。その２点を

お聞きします。

○議長（青砥日出夫君） 建設課長、頼田泰史君。

○建設課長（頼田 泰史君） 建設課長でございます。維持管理経費の財源のほうでございますけ

ども、これは町道になりますともちろん町道台帳に基づいて地方交付税の算定の資料になります

ので、その分延長がふえるわけですからその分をいただくわけですので、これは町のほうでメン

テナンスをしていくという格好になると思っております。
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それから、国道の詳細の線形のこと等につきましては直接この条例とも関係ないと思いますの

で、県にそのような具体的なことを伺ったことがございませんので、保留させていただきたいと

いうふうに思います。

○議長（青砥日出夫君） １２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 当然、町道の何というんですか、記録になるわけです……。何と

いうんですか、町道の財産の……。何かよくわかりませんが、専門用語はわからん。当然記録さ

れるわけなんですが、先ほど課長が言われましたように、道路の舗装とかそういうことについて

はそれなりのことで、問題は除雪なんかのこともそこら辺もきちんとなってるんでしょうかとい

うことの確認と、それからもう一つ……（「除雪、わからんで、何を言っとおだ」と呼ぶ者あ

り）住民の方の意見も聞いたということなんですが、結局あの急カーブのところについては何も

やっぱりわからんかったということだったでしょうか。その２点、急カーブのところ。

○議長（青砥日出夫君） わからんわ、そんなもん。

建設課長、頼田泰史君。

○建設課長（頼田 泰史君） 建設課長でございます。除雪等につきましてもこれ、維持管理の一

つでございますので、町のほうでやっていかなければならないというふうに思っております。

それから、急カーブというのが具体的にどこのことを言っておられるのかちょっとぴんときて

ないような状態なんですけども、今は暫定ですりつけをやっている格好でございまして、それを

無理やりまたがった格好で旧国道のほうに下がっていくという形になっておりますので、本来は

バイパスのほうに向かって片勾配でついていくというのが言ってみればメーンになる交通ですの

で、やっぱりどうしてもそれに取りつく道路というのは、少し制約を受けた形になるというのは

通例で仕方がないというふうに思っておりますけども、具体的な場所のところでこれがこういう

勾配でどうだというのは、また別のところで伺いたいと思っております。早い話がこの条例と何

の関係があるのかという気がしておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 個別に入りますんで、それは。

亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） この条例とは関係ないと言われるんです、町道のところ。ただ、

町道と国道と接触するところなんです、将来。阿賀の保育園のところのところなんで、それであ

えて聞いてるんでそこはその部分ですが、将来的にもこれは要望を出しても変わるということは

ちょっと無理ということでしょうか。以上です。

○議長（青砥日出夫君） 建設課長、頼田泰史君。
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○建設課長（頼田 泰史君） 建設課長でございます。県のほうが計画をされておる部分でござい

ますので、もちろん要望をしないというわけではございませんけども、メーンになる片勾配を交

通量の少ない町道のほうに合わせてくださいみたいなことにはなかなかならなくて、やっぱりメ

ーンの国道のほうを中心に考えていくというのが道路の構造だというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 議案第２６号、町道路線の変更について、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 続きまして、議案第２７号、平成２６年度南部町一般会計予算、質疑は

ありませんか。

８番、細田元教君。

○議員（８番 細田 元教君） 一般会計だが。議長、個別になったら言ってください、さっとと

めますので。

ここでお聞きします。メーンは子育てでございますが、少子化対策事業が大きなメーンでござ

いまして、ぜひともこれ、やっていただきたいと思います。総額６億３，３００万、当初が５億

８，２００万、補正が５，１００万か、合わせて６億３，３００万ですが、これはこの金額で要

はすぐできるもの、二、三年かかるもの、あと長期的にできるものいろいろあろうと思いますけ

ども、町長のこの間の所信表明では５年をかけてやるときちっと言われました。この辺の決意を

１つお聞きしたいということと、この子育ての中の人口増加で一番上に書いてある結婚支援、そ

こから始めるというのがここにありますね。要は結婚支援からして出産⋞子育てに持っていくと。

私の要望ですけども、これは町長、ぜひともしていただきたい。我が庁舎内にもその人やちがた

くさんおられるような気がします。まず、ここからきちっとして、ほらできたでと見本を示して

いただきたいのがどんな、これは個人のあれもありましょうけども、いかがなもんかということ

をお聞きしたいということと、あと、個別になったら言ってください。

小学校の教材で、１年生から３年生まで補助するようになってますが。そこから英才教育され

るためにそうされたのか、まずは４年、５年、６年でもきちっと教材というのはたくさんこの辺

から要るような気がしますけども、なぜ、１、２、３されたんでしょうかねと思っております。

それから、これは簡単にそこに置いといて、この資料から言ってます。２６年度の予算分析で

地方交付税、同額でございますが、説明では軽減が起きる時期になっていることと、この間マス

コミで言われました人件費を削らなかったところにはペナルティーをかけると、いろんなこと言

われましたが、我が町はそういうことは大丈夫かどうかということをお聞きします。
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それと、もう一つ、増減の主なものの中に、臨時給付金はお聞きしました。安全生活創造推進

事業補助金のこれは１，０００万、包括システムに云々と言われましたが、具体的にどのような

ことを想像されているのかお聞きします。全部では１，３００万、３００万はどうも人件費のよ

うでございましたが。それと寄附金のがんばれふるさと寄附金、件数は我が町はたくさんあると

お聞きしましたけど、金額が米子市等に比べれば格段の差がある。この辺の米子に負けんなとは

言いませんけども、いろんな品物、鳥取県が有名になりましたのは、南部町のあれは豚肉じゃな

いがな……（「ボタン鍋じゃない」と呼ぶ者あり）ボタン鍋があっちに行っちゃってすごく評判

があったということですが、それにかわるようなじげおこし等はできないのか検討してもらえま

せんかということが１点。

あとは、個別だといったら個別だって言ってごしないよ。（「個別、個別」と呼ぶ者あり）

○議長（青砥日出夫君） ほとんど個別だと思いますよ。ほとんど答えるところがないようになる

と思います。

○議員（８番 細田 元教君） １０周年記念は、なぜこんなに金がかかるのかお聞きしたい。そ

れだけ。（「個別、個別ってうるさいよ」「頑張れ、頑張れ」「真壁さんが同じように言ったの

は珍しい」「頑張れ」と呼ぶ者あり）真壁さんが応援してごすなんて初めてだ。

○議長（青砥日出夫君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。担当課としてはできれば１年生から中学生

まではしたいと思ってるんですけども、当初予算の予算書の中でも４億円を超える財源不足から

基金を繰り入れるという状況がありますので、今回はより若い世代の保護者の皆さんの負担軽減

を図っていくということで、小学校低学年の１年生から３年生までを対象にしたということで御

理解いただきたいと思います。（「企画課長」と呼ぶ者あり）

○議長（青砥日出夫君） 企画政策課長、矢吹隆君。

○企画政策課長（矢吹 隆君） 企画政策課長でございます。２点お伺いいただいたと思います。

まず、１点目は、婚活の結婚支援事業、これは実は２５年度の補正予算の事業ではございます

が、先日、土曜日に１社ではありましたが、委託業者を決めるプレゼンを公開でさせていただき

ました。議員さんにも見にも来ていただいたんですが、そこのお話も伺っておりますと今、御意

見いただきました庁舎内にもたくさんいらっしゃるというようなこともありました。やはり庁舎

内に限らず、南部町内にもかなりいらっしゃる。その方いわく、なかなかパーティーをしても恥

ずかしがって参加がしにくかったりだとか、誰かがやっぱりこう背中を押してあげる必要がある

んだろうというようなことも言っておられましたが、そういう婚活パーティーに参加する恥ずか
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しさよりも、やはり結婚しないほうがもっと恥ずかしいんじゃないでしょうかというようなお話

もいただきまして、なるほどなというようなことも個人的には感じておりました。これからプレ

ゼンをして１社であったそれを評価させていただきましたので、改めてそこと契約するかどうか、

それから冒頭、町長のほうからもお話しいただきました４月６日に第１回目の出会いの会、その

前、直前に好感度アップのセミナーなんかも開きたいと思いますので、庁舎、役場の中の独身の

男女に限らず、それから皆様方の周辺にもそういった方がいらっしゃれば、ぜひ御参加のほうの

お声がけもしていただければと思います。

それから、もう一つ、１０周年のこれは記念音楽祭の事業のことかと思います。金額が高過ぎ

るというお話をいただきました。これは新規で今回、合併１０周年を記念して花回廊の広場です

ね、あそこを使って国立音楽院さんとのコラボというか協力のもとに音楽祭、コンサートをちょ

っと仕掛けてみようかなというふうに思っております。国立音楽院さんの卒業生にはかなり著名

人の方もいらっしゃいます。ジャズシンガーさんもいらっしゃいますし、例えばゆずの方も卒業

生でいらっしゃいますので、「栄光の架け橋」ですね、オリンピックの。それから、今、ＮＨＫ

の朝ドラで歌ってるごちそうさんですか、あの歌もゆずが歌ってるんですが、そういった卒業生

の方もいらっしゃいますので、国立音楽院さんの学生さんの募集、それから単なるコンサート、

それだけじゃなくて南部町のＰＲも兼ねてそういった出演料ですとか、あともろもろの経費、そ

んなことを今、見込んでおるところでございます。以上です。

○議長（青砥日出夫君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。交付税の関係で同額を見込んでるというこ

とで、先ほど来年度から、２７年度から実際には１億円ずつ減っていくということをいつも言っ

ているわけでございます。それで、今回同額を見込んだ理由なんですが、先ほどペナルティーと

いう話が出ました。これについては行革努力についての交付税措置のところで入ってくると思い

ますが、南部町の場合、過去５年間の行政努力ということになりますと、これはペナルティーは

かからないと思っております。反対に加算されてくると私は思っております。

それから、もう１点、公債費のほうで今まで、後が後年度の交付税措置が低いものがあったん

ですが、だんだんそういうものは交付税措置が高いものに変わってきておりますので、その中で

交付税で見てもらえる分が生じてきてるということで、とりあえずことしは同額を見させていた

だきました。最初はちょっと減らすということも頭にあったんですが、そういう見込みがありま

すので、ことしは足していただいたということでございます。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。
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○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。５年で一つの成果を上げたいということを昨日申し

上げましたが、やっぱりだらだらとやってはいけないと思っております。したがって、５年で８

８人程度ですか、子供さんの数がふえるように具体的な我々も目標を持ってやりたいと思ってお

りますので、そういうことで５年前にやっぱり見直しをしていかんといけんというように思って

おります。何とか御協力をいただきたいということでございます。続けんということですので、

御理解いただきたいと思います。

それから、もう一つ、婚活だとか、それから少子化の関係でさっきもおっしゃったですけど、

庁舎の中から模範を示せというようなお話でしたが、結局、私もいろいろなお世話をする中で、

プレッシャーになるんですわな、プレッシャー。こういう施策をどんどん打ち出していけば焦り

になるというかな、何かこうおり場がなんなるというでしょうか、そういうお気持ちにさせるの

が目的ではないので、そんなにいいもんかと、そうだったら自分も考えてみんといけんなという

ぐあいな思いになっていただきたいということでありまして、何か世の中がそういう方向になっ

てきて自然に霧雨に当たるように、いつしか自分もそういう気持ちになっていくという、そうい

うことを期待しておりまして、特定の職場だとか特定の人を指して少子化で結婚せんのはけしか

らんというような風潮をつくりたくないと思っておりますので、そこはなかなか言葉ではうまく

言いにくいわけですけれども、御配慮をいただきたいと、よろしくお願いします。

○議長（青砥日出夫君） ８番、細田元教君。

○議員（８番 細田 元教君） 今、町長の言葉を聞きまして、ちょっとこれはセクハラのように

私の言葉が受けられかねませんので訂正させていただきますが、これは町長が最初、きのうの所

信表明で言われました。ぜひともこれ、風を起こしていただきたい。風という言葉がえらい私に、

頭の脳裏に響きまして、そのような風を起こしていただいて、自然にそのような暖かい風が庁舎

内に行き渡ると、そのような雰囲気にされるような施策をぜひともしていただきたい。

１つ、答弁が戻っておりませんのは、地域包括の１，０００万がありますが、大体のところで

いいですので、個別については委員会でお聞きしますけども、教えていただけません。一番大事

な福祉の施策だと思いますので、概要でもわかったら教えていただきたい。

○議長（青砥日出夫君） 健康福祉課長、伊藤真君。

○健康福祉課長（伊藤 真君） 健康福祉課長です。安心生活創造推進事業補助金１，０００万

と地域ケア会議活動推進事業補助金を活用しまして、総額１，３００万の予算要求を今議会、出

させていただいております地域包括ケアシステム構築事業というところで、２６年から３年をめ

どに地域包括ケア体制を構築していくというところで、まず１つは、全協のほうでも健康管理セ
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ンターの所長の人件費２５万円、月額でお願いしております。その方を中心に、まず南部町内の

病診連携を図っていって、在宅でも安心して生活できるような、医療の手が届いていくような体

制をつくっていくというところ。あとは、社会福祉協議会のほうで２５年度、あいのわ銀行の運

営会議を開きまして、２６年度、２７年度にかけてあいのわ銀行を再構築をしていって支え合い

体制をさらに構築していくというようなところをこの事業で進めていきたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いします。（「了解」と呼ぶ者あり）

○議長（青砥日出夫君） ６番、景山浩君。

○議員（６番 景山 浩君） ６番、景山です。今回の予算の一番の目玉、先ほど細田議員から

も質問ありましたけども、人口減少と少子化対策についての一連の施策を全力を挙げてやってい

くという表明がありました。

昨今、ついこの間は米子市、そしてほかの市町村もこの２６年度に一斉にスタートするみたい

な感がありまして、かなりのこれ、競争になるだろうというふうに思います。全ての市町村が同

じように取り組めば同じ程度まで頑張ってやっと現状維持、よっぽど頑張って少し成果が出るか

なといったような、そういった自治体間競争みたいな観点は、この一連の施策を考えられた、企

画立案をされた時点でどういうふうに考えてつくられたものかということを伺わせてやってくだ

さい。

○議長（青砥日出夫君） 副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 副町長でございます。ふたを開けてみれば自治体間競争というのが正

直なところでございまして、自治体間競争に問題があってよそに負けるから頑張るんだというこ

とでは決してありません。

一番事の発端は、行財政審議会のデータ等を集めていましたら、子供たちの数が７０人のあた

りをずっと続いているわけです。最初の７０人台になった子供たちが、ことしの小学校１年生に

なったか、なるのかじゃないかと思います。その間まで私どもは、そのことに真剣に向き合って

こなかったわけです。このまま手をかけなければ間違いなく、これは５０人台、３０人台と落ち

ていくだろうと。このままでいいのかというのが少子化のプロジェクトのまず発端でございます。

したがいまして、結果として地域間の競争になるかもしれませんけれども、まずは町長の言葉を

かりれば何らかの風を起こさなければ、学校の維持⋞運営、今、スポーツにみんなに取り組んで

もらおうといいますけれども、部活動さえもうまく進まないようなそういう学校になってしまう。

今であれば何とか南部町の地理的な環境、それからポテンシャルはまだ維持できるんじゃないか

というところが発端でございます。地域間競争を決して望むことではありませんけれども、そう
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いうことではなくて地道にしっかりと目標を立てて頑張っていきたいというぐあいに思っていま

す。以上でございます。

○議長（青砥日出夫君） ９番、石上良夫君。

○議員（９番 石上 良夫君） 細田議員や景山議員からも質問がありました。今回の予算の大き

な一番目玉だろうと思っております。総額６億３，３００万、当初予算で５億８，２００万、こ

の中ですみれ保育園の約５億円、これを差し引きしますと８，２００万、これが大体５年間大き

く見て続く。特に出産⋞子育て⋞暮らしやすさ、やっぱり継続性が必要なもので、確かに５年ぐ

らいは行かないと効果も出ないだろうし、すぐまたぱっとやめるわけにもいかないだろうと思っ

ております。非常に大きな決断をされたと思っております。

先ほど副町長からも子育てについて支援策をいろいろお聞きしました。この場は町民の皆さん

もＳＡＮチャンで見ておられます。ぜひとも町長から大きな８，０００万、５年間、単純に考え

ますと４億円、これを使って次世代の子供を南部町で健全に育てていく、こういう大きな決意だ

ろうと、特に大事なことだろうと思いますので、町長から、副町長も言われましたけど、この大

きな決断をされた意義を再度お聞きしたいと思います。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。決断した意義をもう一度述べということでございま

すけれども、我が国は人口減少社会に入りまして、特にこの少子化ということで対策をやらんと

いけんというのが今の国を挙げての大きな課題であります。移民というやり方もありますけれど

も、このまま行けば国力の低下、国際的な地位の低下といったようなことも当然起きてくるとい

うことで、国を挙げてこれは取り組む大きな課題でございます。

そういう国の大きな流れを受けて、南部町においてもよく足元を見回してみますと確実に少子

化の波が押し寄せてきているという現実でございまして、先ほど副町長が申し上げましたように、

今ならまだ何とかなるのではないかと、南部町はですね。そういう思いからこのたびこのような

少子化対策を打ち出させていただきました。従来から取り組んでおりましたけれども、個別な施

策はいろいろありましたけれども、やっぱりパッケージでまとめて南部町はこうですよと、赤ち

ゃんを産んで育てやすい町ですよということをまとめてパッケージで出すところに意味があると、

このように考えまして、従来の施策の延長線上ではなくて一遍見直して、御破算で願いましてを

して新たにこういうものをつくったというぐあいに御理解をいただきたいと、このように思うと

ころでございます。８，０００万の５年で４億ということですけれども、これはいわゆる長い間

行政改革に取り組んでまいりまして、先ほど来あるように町の財政も基金も積み上げまして、一
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応、今、御破算いたしますと、国が約束さえ守ってくれればちょっとお金が余るというような状

況まで改善してまいりまして、役場は金ためるところではございませんので、やっぱりそういう

成果を住民の皆さんに還元をしていくという観点から、今、一番必要な少子化対策に集中的に投

資をして成果をおさめていこうと、このように考えたわけでございますので、御理解をいただき

たい。

それと、国策でございますので、これは単純に８，０００万掛ける５年の４億ということでは

ございません。それぞれ国の支援も県の支援もしっかりございますので、そういう支援を受けな

がら成果をおさめたい。

それから、５年ということを言いましたけれども、中途でやっぱり検証してみたいと思います。

もっと新たなものが必要なら手当てをしなければいけんと思いますし、あんまり思いばっかりで

効果がないものはやめていかんといけんというように思っております。そういうめり張りのきい

た対応をしながら、南部町の少子化対策についてしっかりと成果をおさめていきたいというよう

に思っておりますので、御協力をよろしくお願いします。

○議長（青砥日出夫君） ９番、石上良夫君。

○議員（９番 石上 良夫君） ありがとうございました。町長からお話を聞き、決意の重大さ、

大体私も理解しました。しかし、一番大事なことは、多分この予算は議員の皆さんも大変必要な

ことだと思って私は賛同するだろうと思っております。一番事後の策で、やっぱり町民の皆様に

どのように広報するのか。こういう施策は、町民の皆さんに１００％行き渡るように力を入れて

いっていただきたいと思います。以上です。

○議長（青砥日出夫君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） まず、１点目、地方交付税の問題です。先ほど細田議員も言われ

ましたけれども、地方交付税の中でペナルティーがあるのではないか。課長がペナルティーはな

いと思う、いわゆる地域の元気創造事業費３，５００億円の問題ですよね。いわゆる行政改革を

したところについては、地方交付税の中で３，０００億円分の配分を決めようと。あとの５００

億は、いわゆる就業率とか商品ですね、地域活性化に成功したところには５００億円出そうと。

これが新聞で書かれたのは、地方交付税の本来の趣旨からしておかしいのではないかと。いわゆ

るなかなか地方自治体として成り立たないところに手厚くというのが本来の地方交付税だったの

に、それを国の施策に乗ったところ、ましてやこんな小さいところでは就業率や生産高を言って

もそんなに上がりませんよね。そういうところに持ってくるところ、問題なのではないかという

点について、町長、この地方交付税をこういうふうな扱い方すべきではないということを国に上
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げるべきではないかという点が１つ。

２つ目には、その恩恵は町にはあるといって行政改革を成功したのだと言っておられる。町長

は、所信表明の中でも行政改革で得られた成果の一部を子育て支援に充てたいと、こういうふう

におっしゃって、その成果の大きい一つとして人件費の抑制、指定管理制度の導入、それから地

域振興区制度、この３つを上げておられます。

そこで質問ですけれども、この３つの行政改革の中で得られたというのは、これを取り組むこ

とによって、本来かかる経費が縮減されたというふうに私は受け取っているんです。であるなら

ば、指定管理を出すことによって町の財源がどれぐらいの影響額としてプラスになってきたと言

えるのか。人件費の抑制はもちろんです。これは平成１６年の合併時から考えたら一番ここ、大

きいと思うんですよね。それについてはどれぐらいの影響額なのか。地域振興区制度をつくるこ

とによって、町の財政がどれほど潤ってきたのか。これを数字で示していただきたいという点に

ついてどうかという点です。

次、私は、地域包括ケアの問題、子育て支援、もう一つには今回の予算は観光事業ですね。こ

こをいろいろな交付金等を使ってやってくるんだなというふうに認識しました。とりわけ地域お

こし協力隊もそうですが、観光協会に２名を雇用することについての補助金を出していくと、交

付金ですね。これについてですが、町長、南部町における観光事業の展開というのはどういうふ

うにお考えでしょうか。町が活性化するには確かに観光たるものがあればそれにこしたことはな

いと思うのですが、多くの住民はこの町が子供を育てるには仕事がないと言ってるわけですね。

私は、こういうことをするのであれば、地域おこし協力隊や、確かに観光協会への人の雇用は大

事だと思うんですけども、それがここの町に居続けられるだけの人件費を保障するような、言っ

てみれば地方公務員、町職員をしっかりと雇い上げることのほうがこの町にとってはよりメリッ

トがあるのではないかというふうに思うのですが、お金の使い方もあると思うのですが、観光事

業等をこのような交付金頼みでやることについて、これが本来町にとって本当に永続可能なこと

になっていくのかという点では、どのようにお考えなのかということを聞いておきたいと思いま

す。

３つ目、音楽祭の２，０００万の件です。国立音楽院で議会でも１，０００万の報償費、出演

料、それから５００万のＰＲの費用、５００万の会場設営費、２，０００万ですよね。この２，

０００万を１枚４，０００円のチケットを５，０００枚売ると、それを財源にしているのだとい

うふうな予算が出てきているんですよ。町長、どうでしょうか。確かに著名な人が来るにしても、

私はこのことを音楽祭として国立音楽院と連携してやるのであれば、実行委員会形式等をとって
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町が２，０００万を入場料として計上するというようなやり方をやめる。もし必要であるならば、

花回廊と協議して町がどれぐらいの補助が必要なのかとなると思うんですけども、これを２，０

００万円等を抱え込んで町が音楽祭をするといって抱え込むには無理があると思うんです。中の

目標の一つが国立音楽院のＰＲも兼ねると、企業誘致と位置づけてるのか知りませんが、である

ならば余計に町と切り離して実行委員会形式でやっていくことのほうが……（「質疑がちょっと

長いだないかな」と呼ぶ者あり）よりいいのではないかという点についてどうお考えでしょうか。

次の点です。これは予算事業別説明資料の中の２５３ページで、町民生活課所管のじんあい処

理費の２カ町のごみ処理組合の中での金額が、本年度８，９４９万２，０００円をじんあい処理

費として出ています。これの中で、６，９３９万１，０００円ですが。これが負担金補助及び交

付金として２カ町施設管理組合に行っていることになっているんですね。

そこで町長にお聞きします。今、町民の中では、この２カ町の行政施設管理組合の人事採用に

ついて、どこが採用するのか、公募するのか、こういうことが住民の中から意見が出ています。

ここの２カ町の職員の待遇というのは、どのような待遇なのか。それで、今回、前年度に比べて

４００万近く上がっているんですけども、人を、職員を正採用する費用だというふうに聞いてお

りますが、どのような計画があるのかということをお聞きしたいと思います。

○議長（青砥日出夫君） 企画政策課長、矢吹隆君。

○企画政策課長（矢吹 隆君） 企画政策課長でございます。２点ほど御質問、頂戴したかと思

います。

まず、１点目でございますが、今回提案させていただいております観光協会の体制強化の御質

問でございます。従来、これもずっと繰り返し町長のほうからもお話をさせていただいてるかと

思いますが、昨年度から体験型観光ということで観光に特に力も入れてまいりました。ただ、や

はりまだまだ町内にも魅力ある資源、それから再発見すべき資源、これ、物、それから人もそう

なんでしょうが、そういったこともたくさんあるだろうというようなこと、それから特にそうい

ったものを町外に対して発信していく必要もあるんじゃないかというようなこと、そういったこ

ともあわせて、これは南部町直営ではなくて観光協会という組織がありますから、そういったフ

ットワークの軽い組織を特に体制を強化することによって、さらに観光業務、町をＰＲして観光

を強化していきたいというようなことを今、考えております。観光プロモーターというような町

外に向けて特に誘客に対するノウハウをお持ちの方、そういった方に入っていただいたり、それ

からその方は町外に発信を主にしていただく方、それからもうお一方は町内での受け入れ態勢の

整備、これもたくさんあるんだと思います。そういった方、このペアで観光協会を中心に担って
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いただきたいというようなことで、今回予算を計上させていただいております。

それから、もう１点、音楽祭のことで御質問を頂戴しました。確かに今回の予算は、町の中で

入場料を収入し、報償費として１，０００万を積んでるということもございます。こういったや

り方が特に違和感というか、問題があるとも思ってもおりませんが、今、おっしゃった実行委員

会という方式についても、これからこの事業を進めるに当たって関係団体、国立音楽院さんだと

か、それから花回廊さん、そういった方とも議論を進めながら、どういった体制、どういった進

め方がいいのか、そこはちょっと議論をしていきたいというふうに思います。以上です。

○議長（青砥日出夫君） 副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 副町長でございます。私からは地方交付税のことに対してどう考える

のかということでございます。

真壁議員がおっしゃるように、地方交付税は地方の独自財源だと、これはこの考え方は変えて

はならないと思いますし、全国町村会でもそのように言い続けていることだろうと思います。た

だ、機を見てそれに対応するというのは財源確保の上では、やはり大事なことだと思います。今

回は職員たちも一生懸命協力してくれました、このことについて。これについて感謝しながら、

本来はこういうコントロールがあってはならないと思いながらも、国がそういうことをするとこ

ろにあえてマイナスの方向に行政を持っていくことにはならないだろうという考えを私は持って

おります。

それから、行政改革の成果を数字で示してほしいということです。示せるものについては、ぜ

ひ示したいと思います。しかし、これは少し時間をいただいて、振興協議会の今やっておられる

そういうサービスが実際に行政のサービスとして展開したら、これは幾らに値するのかというよ

うなことになりますので、少しお時間を頂戴したいと思います。もちろん指定管理についてもど

うだったのかという検証も必要だろうと思いますので、少し時間をいただきながら多分総務課に

なると思いますけれども、行政改革の視点で検証させていただきたいなと思います。

それから、２カ町の待遇に御質問がございました。２カ町の待遇は、公務員に準じてるという

ぐあいに認識しておりますし、現業職、今、町ではありませんけれども、行政職に違法の待遇で

はなかったかと思います。募集はもちろん公式に広報をして募集をすると。広報をして募集をし

て試験をするということになろうと思います。以上です。

○議長（青砥日出夫君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 地方交付税の問題については、交付税は本来、独自の口が出るよ

うなものではないと。ただ、国に対して地方交付税の確保ということはしっかりと言っていって
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いただきたいと。地方六団体も含めて、今回合併算定時の低減分ですよね、その分については旧

来あった市町村の役場の維持費については、これからも見ていきましょうというようなことが出

ているというふうにもう出ています。そういうことを含めたら合併することによって削るのでは

なく、今までの分を出せということをしっかり言っていただきたいというふうに思います。

第２点目の問題は、企画課長がお答えになられた観光事業なんですけども、これは南部町観光

プロモーターに報酬３００万、月２５万ですよ。それと、もう一つは、観光事業事務職員に報酬

１４万４，５００円なんですけれども、これは未来永劫に続くわけではないですよね。今、この

町にとってどのような採用のこれは観光協会にそれで補助金で出すというんですけど、見たらエ

コツーリズムのお金が県から２５０万、あとは全部一般財源出すんですよね。それを考えたら、

町長、確かにこういうことも大事かもしれませんが、ここにこの町を公の仕事で担っていこうと

するような若い町職員を雇用することのほうが大事だと思いませんか。それを私は、ぜひ切りか

えていただきたいと思うので、この町に生活して家族を維持できるだけの給料をもらってしてい

けるような方々をふやしていく。これも私、町の大事な仕事やと思うんですよ。

それでお聞きするんですが、それがどうかということと、このプロモーターと観光協会にはい

つまでこういうふうに補助金出すんですか。観光事業というのは、私も観光地で育っております

が、そんな５年や１０年でできるようなもんじゃないですよ。そういうことを考えたら、もう少

し地道なやり方のほうがいいのではないかと思うのですが、決して否定するものではないですが、

このようなプロモーター事務局を置いて何年区切りということでは、町にとってもなかなか成功

しにくいのではないかというふうにあえて苦言ですけども、して、こういうお金があるのであれ

ば町職員をふやすほうがいいのではないかという点でどう答えるかという点です。

それから、音楽祭ですが、実行委員会形式と私が言っているのは、一般会計に２，０００万計

上するのをやめろと言っているんです。入場料を取るのであれば、実行委員会でそのお金を賄う。

このままで行けば残念ながら、住民から聞かれたら２，０００万来なかった場合はどうするのか

って町が穴埋めすることになりかねませんよね。そういうお金は使えない。そういう意味でいえ

ば、住民に理解していただいて音楽祭を成功させるというのであれば、このお金を計上するのを

やめて実行委員会等で行っていくと。そこが努力をして５，０００枚のチケットを売ればいいん

じゃないですか。そういうふうに変えていただきたいと思いますが、これは町長の意見ですね。

課長の判断じゃないと思うので、町長、どうでしょうかという点、よろしくお願いいたします。

それから、２カ町は、当然人事は公募する。お聞きいたします。今回の予算の中には、技術職

と一般事務職が対象になっているというふうに聞いています。この一般事務職は、いつ公募なさ
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って、どのように試験をして、いつ採用するのか。技術職についても、いつ公募して、いつから

採用するのかということをお聞かせください。

それから、もう一つ、ごめんなさい。見たら、今回一般会計予算の起債の利率は３％になって

いるんですよ。去年まで５％でしたよね。これは私は低いほうがいいと思うんですけども、公営

企業なんかで５％になっているところありますよね。この見解、ちょっと教えてください。

○議長（青砥日出夫君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。起債の関係の３％については昨年でしたか、

議員さんのほうからも御質問あって、実態としてはそこまで５％の利率は最近ではないだろうと

いうことで、３％に一般会計をしております。ちょっと特会との整合性が図られていなかったと

いうことはありますが、考えとしては３％で行きたいと思っております。

○議長（青砥日出夫君） 企画課長、矢吹隆君。

○企画政策課長（矢吹 隆君） 企画政策課長でございます。２点、再質問を頂戴いたしました。

まず、１点目の観光の関係でございますが、いつまでされるんだというようなことでございま

す。これはやはりこれまず１年目もまだ実際動いてもいないんですけども、こういう方、特に専

門性の高い方にお越しいただいて、成果も見ながらそのあたりは何年がいいのか、ちょっと今す

ぐには申し上げられませんが、成果を見ながら、点検もしながら今後検討していきたいと思いま

す。

それから、もう１点の音楽祭についてでございますが、こちらのほうは繰り返しになります。

今現在はこういった形で計上させていただいておりますが、このあたりは先ほども申し上げまし

た関係団体、それから庁内各課、そんなところと話し合いながら改めてといいましょうか、どう

いったやり方が一番いいのか、そういったことを検討していきたいと思います。以上です。

○議長（青砥日出夫君） 町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 町民生活課長でございます。２カ町清掃施設組合の募集のこと

ですけども、平成２６年４月１日採用予定にしておりますが、一般事務職は採用の予定ではあり

ません。技能労務職ということで１名予定しております。

公募ですが、今、今週には公募を始めたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。今の観光の関係ですけれども、真壁議員は役場の職

員を雇ったほうがいいのではないかと、地域の活性化にもなるんだというようなことでございま

す。それも一理あるだろうなと思っておりますけれども、やっぱり観光を付き合えば付き合うほ
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どノウハウを持った人だないとうまくいかんわけです。役場で能力の高い職員はたくさんいるわ

けですけれども、今日までなかなか成果が上がってこなかった分野でありまして、ここは国の支

援などもいただきながら、そういうプロモーターを雇ってある程度軌道に乗せるというようなこ

とを考えているところでございます。講習も私も聞かせていただいたわけですけれども、行政の

視点とはもう全く違った発想がありますから、そういう発想を持った人にお世話になったほうが

いいのではないか。それと、行政でやりますとどうしてもいろんな制約があります。したがって、

軽く動かれる観光協会というようなところで対応していったほうがより南部町にはベターではな

いかというように思っておりますので、よろしくお願いします。

それから、１０周年の今の音楽祭ですか、これは別にこだわるもんではございません。いいよ

うにやればいいわけですから、それはまた課長が言ったように、関係者集って相談をすればいい

のではないかと思っておりますので、よろしくお願いします。

○議長（青砥日出夫君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 音楽祭については課長の答弁も町長の答弁も２，０００万の計上

についても、そのことについても検討すればいいのではないかというふうに聞いてよろしいでし

ょうか。皆さんが自主的にやることには反対するものではありませんよね。にぎやかになったり

とか音楽の好きな方は待ってるかもしれないんだけれども、そういう意味でもこの２，０００万

を予算から外して実行委員会等でやっていただくということをぜひとも検討いただきたいという

ことを言っておきたいと思います。

それと、町長、２カ町の問題です。ちょっと聞いてる話と違う。２カ町の参加している課長と

議員等に聞けば２カ町清掃施設管理組合の職員は、２名募集すると言ってますよ。先ほどの課長

の答弁では、技能労働、技能職を１名で一般の事務職は採用しないと言っています。どういうこ

とでしょうか。ということは、今、いらっしゃる一般職の方はいつ採用なさったんですか。公募

については、今、住民からいろんな意見が上がっているのは、先ほどおっしゃった２カ町の清掃

施設管理組合もおっしゃったように公務員に準じるんですよね、町職員として。そこでの採用に

ついて言えば……（発言する者あり）しっかりと公募をして、いつ試験、公募ということは皆さ

ん知っていないといけませんよ。少なくとも今回の技術職、どうするか。今、退職なさったあと

の一般職については……（「議長」と呼ぶ者あり）いつ公募なさって、いつ試験なさったのか。

○議長（青砥日出夫君） 何か理解……。何か違った理解をしておられませんか。

○議員（13番 真壁 容子君） いえいえ、これは予算の中の範囲の中での話で、議運の中でも了

解していることです。私の質問を邪魔しないでください。
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○議長（青砥日出夫君） だけん、私が言ったはずですけど、あなたには。

○議員（13番 真壁 容子君） 議長、私も質問してるので、あと答弁してくれたらいいことです

よ。だから、聞いているのは、課長が答弁なさったんですから、一般職について言えば……。

○議長（青砥日出夫君） だから、どの議員に聞いたんですか。

○議員（13番 真壁 容子君） いつ公募をして、いつ公募して、いつ採用なさったのかというこ

とを聞いてるんです。

○議長（青砥日出夫君） どの議員に聞かれたんですか、２カ町に出ておられる。

○議員（13番 真壁 容子君） それ、公式に言っていいですか。

○議長（青砥日出夫君） はい、いいですよ。

○議員（13番 真壁 容子君） ２カ町の議員については井田議員から聞きました。

○議長（青砥日出夫君） 井田議員が２名募集すると言いましたか。

○議員（13番 真壁 容子君） はい、そうですよ。それと……。

○議長（青砥日出夫君） うそでしょう。

○議員（13番 真壁 容子君） 聞きましたよ。（発言する者あり）そうですよ。

○議長（青砥日出夫君） それはうそだと思いますよ。（発言する者あり）私も一緒にいましたよ。

○議員（13番 真壁 容子君） ほらほら。

○議長（青砥日出夫君） そんなことは言っておられませんよ。

○議員（13番 真壁 容子君） こんなことでもめちゃうの。（発言する者あり）何でもめんとい

けんですか。

○議長（青砥日出夫君） 井田議員。

○議員（10番 井田 章雄君） 今、私含めて植田議員、それから米澤議員、おられました。私も

植田議員から質問されて、この公募も人事のほうで聞かれました。そのときに町長は公募でやる

と、それだけしか言っておられません。

それから、私が今、２名と言った覚えはありません。これは絶対、私、言った覚えがありませ

んので、削除をお願いいたします。

それと、こういう問題は今の提案されておる議案に対して、やはり南部町⋞伯耆町清掃管理組

合の議会の中で言うべきであって、ここには私は関係ないと思いますよ。

○議長（青砥日出夫君） そうだと思います。（「一般事務じゃない」と呼ぶ者あり）

○議員（10番 井田 章雄君） 違うと思いますよ。（「議員が一体、どんな理解になっているん

ですか」と呼ぶ者あり）それは違うんですよ。
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○議長（青砥日出夫君） 静かにしてください。

○議員（10番 井田 章雄君） 違う、違う。（発言する者あり）

○議長（青砥日出夫君） 静かにしてください。（「訂正しよう、訂正」「課長に話を聞きなさ

い」と呼ぶ者あり）（発言する者あり）

○議員（10番 井田 章雄君） 言ってない。

○議長（青砥日出夫君） 静かに。

○議員（13番 真壁 容子君） はい。

○議長（青砥日出夫君） 黙れ。はいもない、まだ。手をおろしなさい、まだ。

２カ町の話は井田さんと私がいたときに、あなたがそういうふうに井田さんから２名出ますな

んて井田さんは答えてませんよ。一緒にいましたもん、私もそこで。おかしいです……（「わか

りました」と呼ぶ者あり）それで、それと予算が入ってるということなら、その予算の部分につ

いて聞いてください。（発言する者あり）予算の部分は、何でこの予算がついてるんですかとい

うことだけ聞いてください。（発言する者あり）

１３番。（「この人が邪魔してるんですよ」「私が言った２名ということを削除……」と呼ぶ

者あり）

○議員（13番 真壁 容子君） 何でこんなことでもめないと……。

○議長（青砥日出夫君） 訂正。（発言する者あり）（「議長」と呼ぶ者あり）

はい。

○町長（坂本 昭文君） 休憩してごしない。休憩中に私がちゃんと話しますけん、それでやめて

ください。

○議員（13番 真壁 容子君） 答弁してくれたらいいことですよ。（発言する者あり）

○議長（青砥日出夫君） 休憩します。

午後４時２５分休憩

午後４時３１分再開

○議長（青砥日出夫君） 再開します。（「議長、議長、議長」「訂正、訂正」「再開してから訂

正なの」と呼ぶ者あり）

１０番、井田章雄君。

○議員（10番 井田 章雄君） 先ほど真壁議員から井田、私、指名されまして私が２名と言った

ということを言われました。先ほどいろいろ説明があったように、私はそのように２名とか言っ
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た覚えはございませんので、削除をお願いしたいと思います。私も井田、代表してる議員でござ

います。うそを言ってもらったら困ります。よろしく。

○議長（青砥日出夫君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 井田議員に対して、井田議員が２名と言ったのでないというのは

私の誤解であったというのでここで陳謝いたします。申しわけございませんでした。それでよろ

しいでしょうか。議長、申しわけございません。ただし、２名と言ったのは事務職と技術職と一

方は事務職で、一方は技術職と言ったものだから……（発言する者あり）私は２名だと理解した

ということです。申しわけございませんでした。

○議長（青砥日出夫君） どこまで……（「次、行こう」と呼ぶ者あり）行っちょったかわけわか

らんようになった。どこだった、今。（発言する者あり）

○議員（13番 真壁 容子君） この答弁はいいですか。本会議では休憩中しかもらっていないん

ですけども……。

○議長（青砥日出夫君） いいわい。（「もういいがん」と呼ぶ者あり）

次。（「もうない」と呼ぶ者あり）

５番、植田均君。

○議員（５番 植田 均君） 町長の所信表明について、先ほどから皆さんから議論になってお

りますが、出生人口年間８８名を取り戻すという方針といいますか、私、１つ提案がありまして、

南部町が……（「提案言うの」と呼ぶ者あり）いやいや……（「質疑で」と呼ぶ者あり）

○議長（青砥日出夫君） 質疑だけん、提案はこの場では……。

○議員（５番 植田 均君） 大事なことだと思っているので、私の……。

○議長（青砥日出夫君） 手紙なと書いてください。質疑でやってください、質疑で。

○議員（５番 植田 均君） 考えについて……（発言する者あり）見解をお願いします。これ

は８８人の方針に対して私の意見言ってるんです。（「質疑ならいいですよ」と呼ぶ者あり）質

疑ですよ。（「質疑」「提案と言ったがん」「提案と言った」と呼ぶ者あり）

○議長（青砥日出夫君） 一般会計についてですよ。

○議員（５番 植田 均君） 私は、この間、議会の中で官製ワーキングプアということの問題

意識を強く持っておりました。町全体が、所得水準が引き上がって暮らしやすい町ができること

が本当にいいことだと思うんですけども、まずはできるところから始めるということで年収２０

０万円前後におられる方々の待遇改善をすることが大きな子育てをつくる環境整備という意味で

じわじわ効いていくと思っております。そういう私は意見を持っておりますので、それに対して
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見解をお願いいたします。

それから、もう一つ、若者向け住宅事業ですけれども、これが新たに土地に建物をつくるとい

う計画ですが、私、町内の町営住宅が老朽化している問題とあわせて整備をしていったらどうか

という考え方を、これを見て思いました。施策がばらばらに展開されるのではなく、今、やって

ることをきちんと見直す中で施策も進めていくと、こういう方法が私は限られた財源を有効に活

用する上でも有効だし、それから老朽化対策にもなると思っておりますが、いかがでしょうか。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。植田議員の御提案ももっともだというように思いま

すが、今、提案している施策で少子化対策をやりたいと思っております。

○議長（青砥日出夫君） １２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） ３点をお聞きしますので、よろしくお願いします。

私は、総括ということですから昨日町長が出された、初日出された施政方針演説の中からお聞

きするんですが、まず１つは、町内誘致企業、これをやっておって、この成果で１６５人の雇用

ができたということは、私は非常にいいことだと思うんです。ただ、この中でいわゆる雇用の待

遇がどういうぐあいになってるかということは当然誘致企業の中の雇用ですから、行政側がつか

んでおられるものだと私は思います。特に今、経済の中で、アベノミクスで経済が上向きだとい

うことで、首相も給料をようけ出しなさいよということを言ってるんですが、実態はどうでしょ

うか。私が心配するのは、せっかく雇用にあったんだけれど、ワーキングプア、年間２００万の

所得に行かないというような状況があるのではないかということで、つかんでおられたらそれを

お聞きしますのがまず１つ。

それから、２つ目は、地域おこし協力隊というのがありまして出ておりますね。緊急雇用のお

金が財源となってるようですが、以前防災コーディネーター、それから集落支援員、これ、新規

事業は３年間に区切って出されたんですが、これも新たな事業ですね。あの場合は３年間に区切

って、新規事業だから継続性を持つんだということだったですが。これはこの事業については財

源の中からどういうぐあいに国が言ってるでしょうか。このことについて２つ目、お聞きします。

それから、３つ目なんですが、実は去年、母塚山の観音像について私どもは異議ありというこ

とを言って、それで、さい銭があると、数万円だったですね。私、本来の予算の中で、雑入と諸

収入をいろいろ見るんですが、一体どこに入ってるのかということを、これをお聞きしたいんで

すが、この３点をお聞きします。よろしくお願いします。

○議長（青砥日出夫君） 企画政策課長、矢吹隆君。
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○企画政策課長（矢吹 隆君） 企画政策課長でございます。３点、御質問、頂戴いたしました。

まず、１点目の誘致企業の雇用、待遇の関係ですが、詳細については町のほうでは把握をして

ございません。

それから、２点目の地域おこし協力隊は緊急雇用の財源なのかということで、これは緊急雇用

ではございませんで、総務省が別途特別交付税で措置をして最長３年間措置をされるという事業

でございます。

それから、３点目の母塚山の関係でございますが、これは今回当初予算にも計上しておりませ

んが、お金につきましては地元のほうに維持管理をお願いするというようなことで今、話を調整

してございますので、まだ決まってございませんが、そんなところで今、検討しております。以

上です。

○議長（青砥日出夫君） １２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 私は、町内の誘致企業ということは、いろいろ町がそこの工場地

には固定資産税の減免だとか、あるいは水道を敷いたり電気を引いたりして、そういうことにち

ゃんと手だてをしてるわけなんですよ。雇用についても一定のことを把握するのが、これが当然

じゃないでしょうか。一体何人採用されたんですか。５０人にしました。ああ、そうですか。そ

れで……。

○議長（青砥日出夫君） 済みません、亀尾議員、質疑ですので……。

○議員（12番 亀尾 共三君） いや、だから……。

○議長（青砥日出夫君） 討論ややりとりをするあれはないので、要するに質問をしてください、

質問を。

○議員（12番 亀尾 共三君） ちょっと……。だから、そういうことについて……。

○議長（青砥日出夫君） わからんのはわからんと言ったわけ。

○議員（12番 亀尾 共三君） そういうことについては当然把握すべきと思うんですが、どうな

んでしょうか。今後もそういうことをやられないでしょうか。非常に無責任だと思います。

それから、２つ目は……。

○議長（青砥日出夫君） そんなの情報公開できるわけがない。

○議員（12番 亀尾 共三君） それから、２つ目は、３年間と今、おっしゃいましたね、総務省

から。その後はなくなったら結局、この隊員というんですか、じげ協力隊となってるんですが、

隊員としましょうか、この職員の方は、これはそれで終わりというぐあいでしょうか。当然、観

光協会のほうへ出すということですから、それは観光協会が後はどうされようと、それは行政と
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しては構わないというぐあいに思ってるんでしょうかということを改めてお聞きします。

それから、先ほどの観音像のことは地域で管理というんですが、これ、どうなんですか。町の

お金に入ってるなら公金じゃないでしょうか。管理するというのは天津の地域振興協議会が扱う

ということだったですが、これ、どういうことをされても構わんということでしょうか。再度お

聞きします。

○議長（青砥日出夫君） 企画政策課長、矢吹隆君。

○企画政策課長（矢吹 隆君） 企画政策課長でございます。改めて３点、御質問、頂戴しまし

た。

まず、雇用の関係でございますが、今後も今のところ予定はしてございません。

それから、２点目の地域おこし協力隊でございますが、これは３年間で一応、住民票も町内に

移していただくということが制度的に条件になってございますので、将来的に自立とかそういっ

たことをしていただければ、よりいい制度になっていくのかなというふうに思っております。

それから、３点目の母塚山の件でございますが、これは町の収入も入ってございませんので、

そこはお間違いのないようにお願いしたいと思います。以上です。

○議長（青砥日出夫君） １２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 地元町内誘致企業についてはそういうことでわかりました。

２つ目ですけど、地域おこし協力隊ですが、これは町内に住民票を移してということですから

当然町内の住民になられるんですが、その方が自立していただくということなんですが、もし自

立できなかったら自立といわれることは、これは事業が自立するのかどうなのかも含めて答えて

いただきたいんですが、この事業が自立できんかったらそこで終わりということと理解していい

のか。

それから、観音像、こだわります。なぜかといいますと、そのときあの当時に、さい銭が風で

飛んだらいけないので、さい銭箱をつくりました。これ、町の費用でやったでしょう。何でそれ

をここに加えないのか、それについて改めて答弁を求めます。

○議長（青砥日出夫君） 副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 副町長でございます。まず、母塚山のさい銭箱は、公金は使っており

ません。これは観光協会がやったもので、これから将来お金の管理の方向をどうするのかという

こともありますので、公金には入れておりませんし、公金を使ったものでもございません。

それから、地域おこし協力隊は、私も膝を交えて直接話し合いました。それで話したんですけ

れども、非常に全国で活躍しています。狙うところは、よそ者と言われる人たちがこの地域の中
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に新たな観点で、視点で物を動かしてもらう。さらには、できれば３年後にスモールビジネスで

もここで起こしてもらえれば、さらに地域として元気が出るなというのがどこもの一番大事なと

ころです。３年間限度ですので、その中で帰ると言えばとめるものでもございませんし、また必

要があれば新たな隊員を募集するということになろうと思います。（「次、２８号」と呼ぶ者あ

り）

○議長（青砥日出夫君） 本会の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ時間を延長いたしま

す。

議案第２８号、平成２６年度南部町国民健康保険事業特別会計予算、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第２９号、平成２６年度南部町後期高齢者医療特別会計予算、質疑

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第３０号、平成２６年度南部町墓苑事業特別会計予算、質疑ありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第３１号、平成２６年度南部町住宅資金貸付事業特別会計予算、質

疑ありませんか。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 詳しいことは委員会で聞きますが、毎回本会議で聞いております。

いわゆる収入未済額、滞納ですね、総額幾らになるんですか。（発言する者あり）私がこれ、聞

いております。

○議長（青砥日出夫君） 個別だがん、それは。

○議員（13番 真壁 容子君） 議長が受け付けたんだから。

○議長（青砥日出夫君） 個別だがん、それは。

○議員（13番 真壁 容子君） 個別ではありません。

○議長（青砥日出夫君） 個別です。

○議員（13番 真壁 容子君） 毎回やってます、議長。（「議長が決めること」と呼ぶ者あり）

○議長（青砥日出夫君） 個別です。

○議員（13番 真壁 容子君） 議長。（「個別じゃない」と呼ぶ者あり）

○議長（青砥日出夫君） 個別です。
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○議員（13番 真壁 容子君） もう１回質問、質問。

○議長（青砥日出夫君） 委員会で聞けばいいです。

○議員（13番 真壁 容子君） 委員長、質問。（「委員会で聞ける」と呼ぶ者あり）議長、質問、

質疑。（発言する者あり）質疑。（「何でだ」「もういいがん……」と呼ぶ者あり）質疑。（発

言する者あり）３回できるんだから、質疑。（「質疑と言ってるでしょう」と呼ぶ者あり）

○議長（青砥日出夫君） 質疑ね。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） この３１号は、住宅新築資金の会計が出ているんです。本来であ

れば委員会等に町長等が出てきてくれたらお聞きするんですけれども、この住宅資金については、

金額は二百数十万で知れてるんですけども、住民から見て大きな問題はここに滞納金額が結構あ

ることなんです、町長。このことについて滞納額がある以上、一般会計から今、繰り入れている

わけですよね。それについては今、町長はここに幾ら滞納金額と一般財源つぎ込んだというふう

に認識されておられるか、そこを聞いておきたいと思います。幾らでしょうか。

○議長（青砥日出夫君） 数字については多分即答はできないと思います。

○議員（13番 真壁 容子君） あなたがお答えすることではない。議長、町長、知っていますよ、

つかんでいらっしゃるから。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。今、正確な数字は覚えておりませんので、申しわけ

ございません。

○議長（青砥日出夫君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 町長、これは住宅資金というのは公費を使っているんですよ。こ

れは本会議の中で会計として出てきているときに滞納金額はつかまえていないと、私は町長とす

ればどなたか後ろでも聞けば済むことではないですか。もしそうであれば、本会議で言えない理

由というのを教えてほしいんですよ。どうですか。

○議長（青砥日出夫君） 滞納じゃなかったでしょう。どんだけつぎ込んだかという質問をされま

したよ。（発言する者あり）一般財源をどんだけつぎ込んだかという質問をされたのに、今は滞

納の話をしておられる。（「議長には聞いておりません」と呼ぶ者あり）つじつまが合いません

ので、次、行きます。

そういたしますと……（「議長に抗議しておきます」と呼ぶ者あり）おかしいじゃないですか。

だから、言ってくださいよ。今の違いは何ですか。（「進行」「黙れ、もっと言わせてくださ
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い」「もういい」「進行、進行」と呼ぶ者あり）だめです。３回で終わりです。（「何を言うて

んの」「進行」「行かい、行かい」と呼ぶ者あり）

議案第３２号、平成２６年度南部町農業集落排水事業特別会計予算、質疑ありませんか。

８番、細田元教君。

○議員（８番 細田 元教君） ちょっとお聞きします。１点だけ、これ、どういう感じか。

これ、議案書の６ページ、この後の浄化槽とか下水道とかはありますけども、この中でなぜ１

款１項１目の中で、本年度予算９万８，０００円で説明見たら滞納分、その下の１款の分担金及

び負担金、施設負担金１，０００円、集落排水加入金、項目だけかと思いますけども、こういう

予算、あっていいでしょうか。本来ならこれ、いつも皆さん言っていますように接続率が低いの

で、頑張らないけんじゃないかと。ということは、本年度は接続しないという予算でしょうか。

（「総括質疑か、それは」と呼ぶ者あり）どうぞ、個別なら個別と言っちょいて、言うので。

○議長（青砥日出夫君） 委員会で聞いていただけますか。

○議員（８番 細田 元教君） はい、了解。

○議長（青砥日出夫君） 次、議案第３３号、平成２６年度南部町浄化槽整備事業特別会計予算、

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第３４号、平成２６年度南部町公共下水道事業特別会計予算、質疑

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第３５号、平成２６年度南部町太陽光発電事業特別会計予算、質疑

ありませんか。（「個別になりますので」と呼ぶ者あり）

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第３６号、平成２６年度南部町水道事業会計予算、質疑ありません

か。

８番、細田元教君。

○議員（８番 細田 元教君） これはさっき真壁議員が言われましたのと一緒ですけど、この中

の２ページで証書借り入れの５％以内と３％以内の差ですが、これはただ統一ができてなかった

と解釈していいのか、５％を５％でやられるのか。

○議長（青砥日出夫君） 上下水道課長、谷田英之君。

○上下水道課長（谷田 英之君） 上下水道課長です。私も見まして３％以内とありますので、う
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ちのほうも一般会計が今、借りれますので、３％以内で。そっちのほうで５％以内……（「５い

って書いて」と呼ぶ者あり）５いって書いてありますので、５％以内ということで……。

○議長（青砥日出夫君） ３％……。

○上下水道課長（谷田 英之君） よろしくお願いします。今……（発言する者あり）金利は申し

わけない。（「いや、いい」「わかった」「いい」と呼ぶ者あり）

○議長（青砥日出夫君） 次、行きます。

議案第３７号、平成２６年度南部町病院事業会計予算、質疑ありませんか。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） ２ページに上がっております資本的収入及び支出のところで、資

本的支出額に対して不足する額については内部留保資金をもって補填すると書いてあるんです。

ここの内部留保資金の現在の金額について、この中で出ていないのでお聞きいたします。（「個

別にならんかや」と呼ぶ者あり）なりません。

○議長（青砥日出夫君） わかりますか。（「そげって言えばいいこと」と呼ぶ者あり）

病院事務部長、中前三紀夫君。

○病院事務部長（中前三紀夫君） 病院事務部長でございます。今、ちょっと資料を探しておりま

す。済みません、お待ちくださいませ。（発言する者あり）平成２５年度見込み額ということで

よろしいですか、末見込み額ということで。（発言する者あり）はい。額につきましては内部留

保資金３億７，４８５万２，９４０円を……（「２，９４０円」と呼ぶ者あり）予定をしてござ

います。以上です。

○議長（青砥日出夫君） 議案第３８号、平成２６年度南部町在宅生活支援事業会計予算、質疑あ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

⋞ ⋞―

○議長（青砥日出夫君） 以上をもちまして本日の日程の全部を終了いたしました。

これをもって本日の会を閉じたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会といたし

ます。

また、明日６日は定刻より、一般質問を行う予定でありますので、御参集をお願いいたします。

午後４時５５分散会
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